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第1 実証事業概要 

1  実証事業の目的 

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（以下「小型家電リサイク

ル法」という。）が平成 25 年４月から施行されたことを受け、環境省、経済産業省及

び地方公共団体においては、家庭より排出される使用済小型電子機器等（デジタルカ

メラ、ゲーム機等）の回収のための体制整備を順次行うこととしている。 
このため、本事業は、住民から排出される使用済み小型電子機器等を効率的に回収

する方法を検討することを目的とし、環境省で募集を行った「小型電子機器等リサイ

クルシステム構築実証事業」（平成 24 年度第二次）において認定を受けた地域を対象

として、実証事業を行ったものである。 
また、本実証事業は、小型家電リサイクル法に基づくリサイクルシステムの構築及

び更なる改良のための試験研究を想定していることから、実施に当たっては、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）を遵守するとともに、

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律及び基本方針、使用済小型電子

機器等の回収に係るガイドライン並びに使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関

する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引きに準用した運用を図った。 
 

 

図表 1 （参考）小型電気電子機器の回収・中間処理・製錬のイメージ 
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2  対象市町の概要 

本実証事業は、鳥取県、山口県、香川県の３県で実施した。対象市町と中間処理事

業者は以下の通りである。 
○鳥取県では、鳥取中部ふるさと広域連合（倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、

琴浦町、以上 5 市町）を対象に、中間処理事業者は平林金属株式会社（岡山県岡

山市）の協力を得た。 
○山口県では、山口市、萩市、防府市、岩国市の４市を対象に、中間処理事業者は

共英製鋼株式会社山口事業所（山口県山陽小野田市）の協力を得た。 
○香川県では高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、

直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町の 13 市町を対象に、

中間処理事業者は金城産業株式会社（愛媛県松山市）の協力を得た。 
 
各市町と中間処理事業者の場所・立地状況は下記の通りである。 
 

図表 2 対象市町と中間処理事業者 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金城産業株式会社

平林金属株式会社

■鳥取県
鳥取中部ふるさと広域連合
（倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町）

■香川県（13市町）
高松市
丸亀市
さぬき市
東かがわ市
土庄町
小豆島町
三木町
直島町
宇多津町
綾川町
琴平町
多度津町
まんのう町

山口市

岩国市

防府市

萩市

■山口県（4市）
山口市、萩市、防府市、岩国市

共英製鋼株式会社
山口事業所
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(1) 鳥取県 

鳥取県では、鳥取中部ふるさと広域連合（倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦

町、以上 5市町）を対象に、中間処理事業者は平林金属株式会社（岡山県岡山市）の協

力を得た。 

倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町の５市町合計の人口は約 10.5 万人、世

帯数は約 3.7 万世帯である（図表 3）。 

事業の実施期間は、平成 25 年 11 月 1 日より平成 26 年 2 月 28 日までとする。 

 
図表 3 実証事業実施市町の人口・世帯数等（鳥取県） 

  
人口 世帯数 面積 人口密度 

（人/km2） （人） （世帯） (km2) 

鳥取県 577,857 214,083 3,507.31 164.8 

1 倉吉市 49,508 18,180 272.15 181.9 

2 三朝町 6,752 2,363 233.46 28.9 

3 湯梨浜町 16,808 5,576 77.95 215.6 

4 北栄町 14,998 4,843 57.15 262.4 

5 琴浦町 17,870 5,849 139.92 127.7 

上記、1 市 4 町合計 105,936 36,811 780.63 135.7 
（注）人口・世帯数は鳥取県人口移動調査（平成 25 年 9 月 1 日）、面積は平成

24 年全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）より。人口密度は人
口÷面積で算出。 

 

図表 4 実証事業実施地域（鳥取県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

倉吉市
三朝町

琴浦町

北栄町

湯梨浜町

鳥取中部ふるさと広域連合

■鳥取県
鳥取中部ふるさと広域連合
（倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町）
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(2) 山口県 

山口県では、山口市、萩市、防府市、岩国市の４市を対象に、中間処理事業者は共英

製鋼株式会社山口事業所（山口県山陽小野田市）の協力を得た。 
４市合計の人口は約 50.9 万人、世帯数は約 23.0 万世帯である（図表 5）。 
事業の実施期間は、平成 25 年 11 月 1 日より平成 26 年 2 月 28 日までとする。（ただ

し、防府市では、10 月 19 日の愛情防府フリーマーケットよりイベント回収を実施、萩

市のボックス回収は 11 月 15 日より開始。） 
 

図表 5 実証事業実施４市の人口・世帯数等（山口県） 

自治体名 人口 
（人） 

世帯数 
（世帯） 

総面積 
（km2） 

人口密度 
（人/km2） 

山口県 1,447,499 654,718 6,114.13 236.7 
1 山口市 194,640 85,249 1,023.31 190.2 
2 萩市 52,909 24,209 698.79 75.7 
3 防府市 117,897 53,710 188.59 625.1 
4 岩国市 144,124 66,827 873.85 164.9 
上記、4 市合計 509,570 229,995 2,784.54 183.0 

（注）住民基本台帳調査（総務省、平成 25 年 3 月 31 日現在）及び 
平成 24 年全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）をもとに作成。 

 

 

図表 6 実証事業実施地域（山口県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山口市

岩国市

防府市

萩市

共英製鋼株式会社
山口事業所

■山口県（4市）
山口市、萩市、防府市、岩国市
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(3) 香川県 

香川県では高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直

島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町の 13 市町を対象に、中間処

理事業者は金城産業株式会社（愛媛県松山市）の協力を得た。 
13 市町の総人口は約 77.2 万人、世帯数は約 31.6 万世帯、人口密度は各市町によって

差があるが平均すると 549.6 人/km2 となっている（図表 7）。 
事業の実施期間は、平成 25 年 10 月 1 日より平成 26 年 2 月 28 日までとする。 

 
図表 7 実証事業実施市町の人口・世帯数等（香川県） 

自治体名 人口 
（人） 

世帯数 
（世帯） 

総面積 
（km2） 

人口密度 
（人/km2） 

香川県 988,920 396,438 1,876.55 527.1 
1 高松市 420,978 178,254 375.14 1,120.4 
2 丸亀市 110,686 43,820 111.79 990.4 
3 さぬき市 51,609 19,679 158.90 325.7 
4 東かがわ市 32,579 12,835 153.35 213.0 
5 土庄町 14,570 6,189 74.39 196.4 
6 小豆島町 15,644 6,637 95.63 164.1 
7 三木町 28,160 10,818 75.78 372.2 
8 直島町 3,233 1,518 14.23 227.0 
9 宇多津町 18,555 8,122 8.07 2,305.2 
10 綾川町 24,090 8,492 109.67 220.2 
11 琴平町 9,558 3,773 8.46 1,135.9 
12 多度津町 23,280 9,283 24.34 956.5 
13 まんのう町 18,809 6,528 194.33 97.0 
上記、13市町合計 771,751 315,948 1,404.08 549.6 

（注）香川県人口移動調査報告（平成 25 年 1 月 1 日現在） 
 

図表 8 実証事業実施地域（香川県） 

 

■香川県（13市町）
高松市
丸亀市
さぬき市
東かがわ市
土庄町
小豆島町
三木町
直島町
宇多津町
綾川町
琴平町
多度津町
まんのう町

高松市

三木町

さぬき市

東かがわ市綾川町

まんのう町

丸亀市

琴平町

宇多津町

多度津町

直島町

土庄町

小豆島町
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3  実証事業の実施計画 

使用済小型家電の回収は、「ボックス回収」「ピックアップ回収」「直接持ち込み回収」

「イベント回収」の４つに大別される。市町別の回収方法を図表 9 に示す。 
ボックス回収は 21 市町（鳥取県 5 市町、山口県 4 市、香川県 12 市町）、ピックアッ

プ回収は 8 市町（鳥取県 5 市町、山口県 2 市町、香川県 1 町）、直接持ち込み回収は 7
市町（鳥取県 5 市町、香川県 2 市町）、イベント回収は 4 市町（鳥取県１町、山口県 2
市、香川県 1 市）で実施する。 

 
図表 9 市町別の回収方法 

鳥取中部ふるさと 
広域連合（5 市町） ボックス回収 

ピックアップ 

回収 

直接持ち込み 

回収 
イベント回収 

1 倉吉市 ● ● ●  
2 三朝町 ● ● ●  
3 湯梨浜町 ● ● ●  

4 北栄町 ● ● ● ● 
5 琴浦町 ● ● ●  
鳥取県実施市町数 5 5 5 1 

山口県 4 市 ボックス回収 
ピックアップ 

回収 

直接持ち込み 

回収 
イベント回収 

1 山口市 ○    
2 萩市 ● ●   
3 防府市 ○   ○ 
4 岩国市 ○ ○  ○ 
山口県実施市数 4 2 0 2 

香川県 13 市町 ボックス回収 
ピックアップ 

回収 

直接持ち込み 

回収 
イベント回収 

1 高松市 ○    
2 丸亀市 ●  ● ● 
3 さぬき市 ○    
4 東かがわ市 ○    
5 土庄町 ○    
6 小豆島町 ○    
7 三木町 ○    
8 直島町  ○   
9 宇多津町 ●    
10 綾川町 ○    
11 琴平町 ○    
12 多度津町 ○  ○  
13 まんのう町 ○    
香川県実施市町数 12 1 2 1 
（注 1）●印：制度対象品目を中心に回収対象品目を選定 

○印：特定対象品目を中心に回収対象品目を選定 
（注 2）詳細は、各県報告書を参照のこと。 
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(1) 鳥取県 

回収方法は大別して４つの方法で行う。ボックス回収は 60 箇所、ピックアップ回

収、直接持ち込み回収はほうきリサイクルセンター１箇所で行う。イベント回収はそ

れぞれの実施場所で行う。いずれの市町でもちらし等を用いて、個人情報を消去した

上での排出を促し、また携帯電話破壊工具を用いての物理的な破壊も行う。 

本実証事業においては、施行令第１条に定められた制度対象品目 28 品目を基本に

回収を行う。 

 
○ボックス回収 

鳥取県中部地域の住民が、公共施設、鳥取県中部地域の家電量販店等に設置し

た回収ボックスに小型電子機器等を直接持ち込む。 
 
○ピックアップ回収 

鳥取県中部市町のごみ収集委託業者が市町ごみステーションに出された不燃性

粗大ごみを収集し、ほうきリサイクルセンターへ運搬する。ピックアップ回収委

託業者がほうきリサイクルセンターのプラットホームで不燃性粗大ごみから小型

電子機器等をピックアップにより回収する。 
 
○直接持ち込み回収 

鳥取県中部地域の住民がほうきリサイクルセンター敷地内に設置した回収ボッ

クスに小型電子機器等を直接持ち込む。回収ボックス内の小型電子機器等は、ほ

うきリサイクルセンター運転管理委託業者が回収する。 
 
○イベント回収 

住民への普及啓発を兼ねて鳥取県中部地域で開催される各種イベントに回収

ボックス（ボックス回収用と同じもの）を設置し、イベント参加者が持参した小

型電子機器等を回収する。 
 

図表 10 市町別の回収方法（鳥取県） 

 自治体名 ボックス 

回収 

ピックアップ 

回収 

直接持ち込み

回収 
イベント 

回収 

1 倉吉市 ○ ○ ○  

2 三朝町 ○ ○ ○  

3 湯梨浜町 ○ ○ ○  

4 北栄町 ○ ○ ○ ○ 

5 琴浦町 ○ ○ ○  

実施市数 5 5 5 1 
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(2) 山口県 

回収方法は大別して３つの方法で行う。ボックス回収は４市（71 箇所）、ピックアッ

プ回収は萩市、岩国市の２市、イベント回収は４市で実施する。いずれの市でもちら

し等を用いて、個人情報を消去した上での排出を促し、また山口市においては携帯電

話破壊工具を用いての物理的な破壊も行う。 
本実証事業においては、施行令第１条に定められた 28 品目およびガイドラインに

示された特定対象品目を基本とし、各市が複数品目を選定する。 
具体的には、山口市、防府市、岩国市がガイドラインに示された特定対象品目を基

本として設定しており、萩市が施行令第１条に定められた制度対象品目 28 品目を基

本として設定している。 
 
○ボックス回収 

４市で実施。小型家電の回収ボックスを設置し、投入された小型家電を定期的

に回収する。主に公的施設に設置する。なお、盗難防止措置及びごみ等投入抑止

措置を施す。設置箇所は合計 71 箇所。 
 
○ピックアップ回収 

萩市、岩国市の２市で実施。収集したごみから、小型家電のピックアップ作業

を実施する。 
 
○イベント回収 

防府市、岩国市で実施。各種イベントにおいて、小型家電を回収する。 
 

図表 11 市別の回収方法（山口県） 

 自治体名 ボックス 

回収 

ピックアップ 

回収 

イベント 

回収 

1 山口市 ○   

2 萩市 ○ ○  

3 防府市 ○  ○ 

4 岩国市 ○ ○ ○ 

実施市数 4 2 2 
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(3) 香川県 

回収方法は大別して４つの方法で行う。ボックス回収は 12 市町（68 箇所）、ピック

アップ回収は１町、持ち込み回収は 2 市町、イベント回収は 1 市で実施する。いずれ

も市町でもちらし等を用いて、個人情報を消去した上での排出を促し、また携帯電話

破壊工具を用いての物理的な破壊も行う。 
本実証事業においては、ガイドラインに示された特定対象品目を中心に、各市町が

複数品目を選定する。 
 
○ボックス回収 

高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津

町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町で実施する。庁舎（支所及び出張所

含む。）、公民館、コミュニティセンター、その他市町管理施設にボックスを設置

し、回収する。設置箇所は合計 68 箇所。 
 
○ピックアップ回収 

直島町で実施。通常月１～２回定期収集している「不燃ごみ」を集積所に搬入

後、その中から小型家電を回収する。 
 
○持ち込み回収 

丸亀市及び多度津町で実施。保管場所において、小型家電の持ち込みを受け付

ける。 
 
○イベント回収 

丸亀市で実施。市及びコミュニティ主催のイベントにおいて、既存の回収ボッ

クス（９個）を設置し、リサイクル啓発活動の一環として小型家電を回収する。 
 

図表 12 市町別の回収方法（香川県） 

 
自治体名 

ボックス 

回収 

ピックアップ 

回収 

直接持り込み 

回収 

イベント 

回収 

1 高松市 ○ 
   

2 丸亀市 ○ 
 

○ ○ 

3 さぬき市 ○ 
   

4 東かがわ市 ○ 
   

5 土庄町 ○ 
   

6 小豆島町 ○ 
   

7 三木町 ○ 
   

8 直島町 
 

○ 
  

9 宇多津町 ○ 
   

10 綾川町 ○ 
   

11 琴平町 ○ 
   

12 多度津町 ○ 
 

○ 
 

13 まんのう町 ○ 
   

実施市町数 12 1 2 1 
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4  住民への広報・啓発について 

対象市町にて実施いただいた住民への広報・啓発について図表 13 に整理する。のぼ

り、ちらし、ポスター等、本実証事業にて作成した広報・啓発資材を中心に、広報誌、

各市町のウェブサイト、出前講座や住民向け説明会などの機会を活用して本実証事業に

ついて広報・啓発をしていただいた。 
 

図表 13 対象市町にて実施した住民への広報・啓発活動 
鳥取県 のぼり ちらし ポスター その他の主な広報 

1 鳥取中部ふるさと

広域連合（5 市町） 76 本 50,000 枚 100 枚 ・ウェブサイト、広報誌、出

前講座 

山口県 4市 のぼり ちらし ポスター その他の主な広報 

1 山口市 30 本 81,875 枚 - ・ウェブサイト 

2 萩市 25 本 24,500 枚 - ・広報誌 

3 防府市 30 本 53,000 枚 300 枚 ・広報誌、ウェブサイト、冊

子作成および説明会の実施 

4 岩国市 23 本 65,000 枚 - ・ウェブサイト、広報誌 

香川県 13市町 のぼり ちらし ポスター その他の主な広報 

0 香川県 2 本 4,000 枚 - ・四国新聞への広告掲載 

1 高松市 30 本 160,000 枚 
- ・広報誌、ウェブサイト、ケー

ブルテレビ、住民向け懇親

会、市長定例会での紹介 

2 丸亀市 44 本 47,000 枚 
- ・広報誌、ウェブサイト、出

前講座 

3 さぬき市 10 本 21,000 枚 
- ・ウェブサイト、ケーブルテ

レビ 

4 東かがわ市 6 本 14,500 枚 - ・広報誌、ウェブサイト 

5 土庄町 7 本 7,200 枚 - ・ウェブサイト 

6 小豆島町 4 本 7,440 枚 
- ・ウェブサイト、来庁者への

説明 

7 三木町 4 本 12,000 枚 - ・広報誌、ウェブサイト 

8 直島町 5 本 1,500 枚 - ・ウェブサイト 

9 宇多津町 6 本 9,000 枚 - ・広報誌、ウェブサイト 

10 綾川町 4 本 8,150 枚 - ・広報誌 

11 琴平町 1 本 4,000 枚 - ・ウェブサイト 

12 多度津町 10 本 8,000 枚 - ・広報誌、ウェブサイト 

13 まんのう町 8 本 7,500 枚 - ・ウェブサイト 

（注）詳細は、各県報告書を参照のこと。 
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第2 実証事業結果 

1  対象市町ごとの回収方法別の回収数量の概要 

実証事業を通じて回収された使用済み小型電子機器について、対象市町別、回収方法別に整理を行った。結果を図表 14 に示す。 
回収期間、回収方法及び回収対象品目、本実証事業開始前の小型家電の回収状況などは、各市町において異なるため単純な比較は

困難であるが、山口県萩市の回収が最も多く 28,247kg（4 ヵ月）、次いで鳥取中部ふるさと広域連合が 24,756kg（4 ヵ月）、山口県防

府市が 6,140kg、山口県岩国市が 6,080kg、香川県丸亀市が 1,950kg と続く。 
また、人口１人あたりの使用済小型電子機器等の回収量について、実証事業の回収期間から、年間回収数量を推計する（1 人当た

りの回収量［kg/人･年］＝回収量［kg］÷回収期間［月］×12［月/年］÷人口［人］）。１人あたりの回収量（kg/人・年）で見ると、

山口県萩市が最も多く 1.60 kg/人・年、次いで鳥取中部ふるさと広域連合が 0.70 kg/人・年、香川県直島町が 0.28 kg/人・年、山口県

防府市が 0.16 kg/人・年と続く。 
回収方法別に比較すると、ピックアップ回収での回収量が、他の回収方法に比べて相対的に多くなっている。 
 

図表 14 対象市町ごとの回収方法別の回収数量（鳥取県、山口県、香川県） 

 市町村名 人口 
（人） 

面積 
（km2） 回収方法 回収数量 

（kg） 
回収期間 

（注１） 
一人当たりの回収量 
（kg/人・年）（注２） 

鳥取県 鳥取中部ふるさと

広域連合（5 市町） 105,936 781 

１）ボックス回収（60 ヵ所） 
２）ピックアップ回収 
３）直接持ち込み回収 
４）イベント回収 
 

2,969 
18,434 

3,353 
0 

計 24,756 

4 ヵ月 

0.08 
0.52 
0.09 
0.0  

計 0.70 

 市町村名 人口 
（人） 

面積 
（km2） 回収方法 回収数量 

（kg） 
回収期間 

（注１） 
一人当たりの回収量 
（kg/人・年）（注２） 

山口県 

山口市 194,640 1,023 １）ボックス回収（29 ヵ所） 1,640 

4 ヵ月 

0.03 

萩市 52,909 699 
１）ボックス回収（7 ヵ所） 
２）ピックアップ回収 
 

365 
27,882 

計 28,247 

0.02 
1.58 

計 1.60 

防府市 117,897 189 １）ボックス回収（13 ヵ所） 
２）イベント回収 

 
計 6,140 0.16 
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 市町村名 人口 
（人） 

面積 
（km2） 回収方法 回収数量 

（kg） 
回収期間 

（注１） 
一人当たりの回収量 
（kg/人・年）（注２） 

岩国市 144,124 874 

１）ボックス回収（22 ヵ所） 
２）イベント回収 
３）ピックアップ回収 

 
小計 3,860 

2,220 
計 6,080 

 
0.08 
0.05 

計 0.13 

 市町村名 人口 
（人） 

面積 
（km2） 回収方法 回収数量 

（kg） 
回収期間 

（注１） 
一人当たりの回収量 
（kg/人・年）（注２） 

香川県 

高松市 420,978 375 １）ボックス回収（15 ヵ所） 1,182 

5 ヵ月 

0.01 

丸亀市（注３） 110,686 112 
１）ボックス回収（29 ヵ所） 
２）イベント回収 
３）直接持ち込み回収 

 
 

計 1,950 0.04 
さぬき市 51,609 159 １）ボックス回収（5 ヵ所） 345 0.02 
東かがわ市 32,579 153 １）ボックス回収（3 ヵ所） 311 0.02 
土庄町 14,570 74 １）ボックス回収（7 ヵ所） 74 0.01 
小豆島町 15,644 96 １）ボックス回収（2 ヵ所） 124 0.02 
三木町 28,160 76 １）ボックス回収（2 ヵ所） 351 0.03 
直島町 3,233 14 １）ピックアップ回収 373 0.28 

宇多津町 18,555 8 １）ボックス回収（3 ヵ所） 
２）直接持ち込み回収 

 
計 301 0.04 

綾川町 24,090 110 １）ボックス回収（2 ヵ所） 158 0.02 
琴平町 9,558 8 １）ボックス回収（1 ヵ所） 56 0.01 
多度津町 23,280 24 １）ボックス回収（4 ヵ所） 134 0.01 
まんのう町 18,809 194 １）ボックス回収（4 ヵ所） 85 0.01 

（注１）人口・世帯数の出典は、鳥取県人口移動調査（平成 25 年 9 月 1 日）、山口県は総務省・住民基本台帳調査（平成 25 年 3 月 31 日現在）、香川県

人口移動調査報告（平成 25 年 1 月 1 日現在）。面積の出典は、鳥取県、山口県は平成 24 年全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）、香

川県人口移動調査報告。 
（注２）鳥取県、山口県は平成 25 年 11 月～平成 26 年 2 月までの 4 ヵ月、香川県は平成 25 年 10 月～平成 26 年 2 月までの 5 ヵ月 
（注３）1 人当たりの回収量［kg／人･年］＝回収量［kg］÷回収期間［月］×12［月/年］÷人口［人］。小数点第三位を四捨五入。 
（注４）丸亀市では平成 23 年 11 月から小型家電の回収・リサイクルを実施しており、本実証事業において回収ボックスの設置場所を増やしている（市

独自で 9 ヵ所、本実証事業で 20 ヵ所を追加設置）。 
（注５）詳細は、各県報告書を参照のこと。 
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2  品目別の組成調査の結果概要 

実証事業を通じて回収された使用済み小型電子機器のうち、２ヵ月間で回収されたも

のを対象に、品目別の個数・重量の計測を行った。それぞれ重量換算で上位に挙げられ

たものを整理し、結果を図表 15 に示す。 
回収対象品目は、各市町において異なるため単純な比較は困難であるが、地域ごとの

特徴は以下の通りである。なお、文章中では略称で記載しているが正確な分類は図表 15
を参照のこと。 

 
－鳥取中部ふるさと広域連合 
・制度対象品目を中心に回収対象品目を設定している。 
・ボックス回収では「パソコン」、「電話機・ファクリミリ等の有線通信機械」、「付

属品」が上位となっている。 
・ピックアップ回収、直接持ち込み回収では「炊飯器等の台所用電気器具」、「デジ

カメ・ビデオカメラなどの映像用機器」などが重量換算で上位となっている。 
 
－山口県 
・山口市、岩国市、防府市が特定対象品目を中心に、萩市が制度対象品目を中心に

回収対象品目を設定している。 
・山口市、岩国市、防府市のボックス回収では傾向が似ており、「携帯電話、パソコ

ン」、「映像用機器」、「電話機、ファクシミリ」、「付属品」が上位になっている。

萩市のボックス回収では「電話機・ファクリミリ等の有線通信機械」、「電卓・そ

の他事務用機器」、「プリンタ等の印刷機器」が上位になっている。 
・ピックアップ回収では、萩市は「炊飯器等の台所用電気器具」、「アイロン、掃除

機等の衣料用又は衛生用」、「オーディオ、ステレオなどの音響機械器具」が上位

に、岩国市では「音響機器」「その他小型家電（制度対象品目）」「デジカメ・ビデ

オカメラなどの映像用機器」が上位になっている。 
 
－香川県 
・丸亀市、宇多津町は制度対象品目を中心に、その他地域は特定対象品目を中心に

回収対象品目を設定している。 
・ボックス回収（丸亀市、宇多津町を除く 10 市町）では、「電話機、ファクシミリ」

「付属品」、「音響機器」、「デジカメ・ビデオカメラなど」、「携帯電話、パソコン」

が上位になっている。また、丸亀市では「パソコン」「ディスプレイその他」「付

属品」が、宇多津町では「オーディオ、ステレオなどの音響機械器具」、「付属品」、

「電話機・ファクリミリ等の有線通信機械」が上位になっている。 
・ピックアップ回収（直島町）では、「付属品」「ゲーム機」「電話機、ファクシミリ」

が上位になっている。 
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図表 15 対象市町ごとの回収方法別・品目別の組成調査の結果（重量の上位） 
鳥取県 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

1 

鳥取中部ふるさと広域連合（5 市町） 

１）ボックス回収 パーソナルコン

ピューター 

電話機、ファクシ

ミリ装置その他

の有線通信機械

器具 

上記品目の付属

品 

電話機、ファクシ

ミリ装置その他

の有線通信機械

器具 

デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

DVD レコーダー

その他の映像用

機械器具 

２）ピックアップ回収 

ジャー炊飯器、電

子レンジその他

の台所用電気機

械器具 

デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

DVD レコーダー

その他の映像用

機械器具 

電気アイロン、電

気掃除機その他

の衣料用又は衛

生用の電気機械

器具 

その他製品（金属

製部分） 
プリンターその

他の印刷装置 

３）直接持ち込み回収 

ジャー炊飯器、電

子レンジその他

の台所用電気機

械器具 

デジタルオーディ

オプレーヤー、ス

テレオセットその

他の電気音響機械

器具 

扇風機、電気除湿

器その他の空調

用電気機械機器 

プリンターその

他の印刷装置 

デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

DVD レコーダー

その他の映像用

機械器具 
山口県 4市 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

1 山口市 
（ボックス回収） 

映像用機器 電話機、ファクシ

ミリ これらの付属品 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

カー用品 

2 

萩市 

１）ボックス回収 

電話機、ファクシ

ミリ装置その他

の有線通信機械

器具 

電子式卓上計算

機その他の事務

用電気機械器具 

プリンターその

他の印刷装置 
パーソナルコン

ピュータ 

デジタルオー

ディオプレー

ヤー、ステレオ

セットその他の

電気音響機械器

具 

２）ピックアップ回収 

ジャー炊飯器、電

子レンジその他

の台所用電気機

械器具 

電気アイロン、電

気掃除機その他

の衣料用又は衛

生用の電気機械

器具 

デジタルオー

ディオプレー

ヤー、ステレオ

セットその他の

電気音響機械器

具 

プリンターその

他の印刷装置 

デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

DVD レコーダー

その他の映像用

機械器具 

3 防府市 
（ボックス回収） 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

映像用機器 電話機、ファクシ

ミリ これらの付属品 ゲーム機 

4 

岩国市 

１）ボックス回収 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

映像用機器 これらの付属品 電話機、ファクシ

ミリ ゲーム機 

２）ピックアップ回収 音響機器 その他小型家電

（制度対象品目） 

デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

フィルムカメラ 
映像用機器 電話機、ファクシ

ミリ 

香川県 13 市町 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

1 高松市 

（ボックス回収） 

電話機、ファクシ

ミリ これらの付属品 カー用品 音響機器 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

2 

丸亀市 

（ボックス回収、直接

持ち込み回収、イベン

ト回収） 

パーソナルコン

ピュータ 
ディスプレイそ

の他の表示装置 
上記品目の付属

品 

デジタルオー

ディオプレー

ヤー、ステレオ

セットその他の

電気音響機械器

具 

デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

DVD レコーダー

その他の映像用

機械器具 

3 さぬき市 

（ボックス回収） 

電話機、ファクシ

ミリ これらの付属品 ゲーム機 音響機器 
デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

フィルムカメラ 
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香川県 13 市町 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

4 東かがわ市 

（ボックス回収） 

電話機、ファクシ

ミリ ラジオ これらの付属品 ゲーム機 電子辞書、電卓 

5 土庄町 

（ボックス回収） 
映像用機器 これらの付属品 電話機、ファクシ

ミリ ゲーム機 音響機器 

6 小豆島町 

（ボックス回収） 

電話機、ファクシ

ミリ これらの付属品 ゲーム機 音響機器 映像用機器 

7 三木町 

（ボックス回収） 
これらの付属品 電話機、ファクシ

ミリ 音響機器 映像用機器 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

8 直島町 

（ピックアップ回収） 
これらの付属品 ゲーム機 電話機、ファクシ

ミリ 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

音響機器 

9 宇多津町 

（ボックス回収） 

デジタルオー

ディオプレー

ヤー、ステレオ

セットその他の

電気音響機械器

具 

上記品目の付属

品 

電話機、ファクシ

ミリ装置その他

の有線通信機械

器具 

パーソナルコン

ピュータ 

デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

DVD レコーダー

その他の映像用

機械器具 

10 綾川町 

（ボックス回収） 

電話機、ファクシ

ミリ 映像用機器 これらの付属品 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

補助記憶装置 

11 琴平町 

（ボックス回収） 

電話機、ファクシ

ミリ 音響機器 これらの付属品 
デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

フィルムカメラ 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

12 
多度津町 

（ボックス回収、直接

持ち込み回収） 

これらの付属品 音響機器 電話機、ファクシ

ミリ 

デジタルカメラ、

ビデオカメラ、

フィルムカメラ 

携帯電話端末・

PHS 端末、パーソ

ナルコンピュー

タ 

13 まんのう町 

（ボックス回収） 
これらの付属品 電話機、ファクシ

ミリ 音響機器 電子辞書、電卓 ラジオ 
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第3 実証事業結果の考察 

実証事業結果を踏まえ、異物混入対策、個人情報保護への対策、回収量の増加対策に

ついての考察を行った。 
なお、回収対象製品が異なること、携帯電話破壊工具の設置の有無など、各市町で状

況は異なるため、詳細な考察は各県報告書を参照のこと。 
 
○異物混入対策 

（小型電子機器以外の混入） 

・各対象市町で実施した品目別の重量・個数計測結果によれば、回収対象としていない

品目の異物混入が認められた。ここでは、「回収対象ではない使用済み小型電子機器」、

「小型電子機器以外のもの」のいずれも異物と考えられる。 
・異物の割合は各市町で大きくことなり、重量換算で、ほぼ含まれない（数%以下）市

町から 4 割近く含まれる市町までさまざまなである。異物の割合が高い市町について

は、対象品目は特定対象品目を中心に選定しており、回収対象ではない使用済み小型

電子機器が回収されたケースである。 
・小型電子機器以外の異物については、例えば、乗用車のバッテリー充電器、非電子式

のヘルスメーター、カセットテープ、プラスチック類や紙製のごみなどが確認されて

いる。 
・いずれの市町においても、ちらしや回収ボックス等において、回収対象品目を明示し

た上で回収を行っているが、住民からは回収対象品目かどうかの判断がつかない場合、

または、回収ボックスに投入できるので入れてしまおう、といった心理も働いている

ことが想定される。 
 
（携帯電話等での電池類の混入） 

・各対象市町において、携帯電話の充電池やその他製品の乾電池が内蔵されたまま排出

されている事例が確認されている。ちらしや回収ボックス等において、電池は外して

から排出することを促しているが、徹底はされていない。 
・電池類は回収時または中間処理施設での破砕時に火災・事故等に繋がる可能性もあり、

取り外して排出していただくことを徹底していく必要がある。 
 
（異物混入対策） 

・実証事業においては、多くの市町の住民にとっては初めての試みであり、理解が十分

に行き届いていない可能性がある。今後事業を本格実施していく中では、特に注意す

べき異物を中心に、住民に情報提供、周知徹底を図ることで改善していくことが期待

される。 

・また、電池については、その後の火災・事故等にも繋がる可能性があることなども含

めて、情報提供していくことが効果的とも考えられる。 
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○個人情報保護への対策 

・本実証事業ではいずれの地域においても「個人情報を消去の上、排出いただくこと」

をちらし、回収ボックス・ちらしなどで明記・注意喚起した上で回収を行っている。 
・住民からの問い合わせや、住民向けのアンケートなどでは、個人情報に関する管理状

況についての質問や意見も挙げられており、市町が実施する事業ではあるが、排出時

に個人情報の取り扱いについて懸念している住民が確認されている。 
・携帯電話については、一部の市町では、携帯電話破壊工具を設置し、物理的な破壊を

促しているが、利用状況は各市町でさまざまであった。例えば、鳥取県では、品目別

の重量・数量の計測時の確認では、物理的破壊が行われているものはなかった。一方、

香川県の品目別の重量・数量の計測時の確認では、全体の３～４割程度が物理的破壊

をされて排出されていた。 
・個人情報の削除は、住民の自らの責任で行うことが原則である。住民が排出した時点

から、一次保管、中間処理事業者でのリサイクルの過程においては、回収された小型

家電の管理徹底が行われているが、仮に住民が携帯電話等を排出する時点で個人情報

の消去を行わなかった場合には、懸念・リスクが生じるため、引き続き住民に対して

の周知徹底していくことが望ましい。 
 
○回収量の増加対策 

・人口１人あたりの回収量（kg/人・年）について、小型家電リサイクル法の基本方針

において、「市町村または認定事業者等により回収され再資源化を実施する量の目標

【平成 27 年度までに 14 万ｔ/年、１人当たり１㎏/年 （回収率約 20％）】」とされて

いる。 

・各市町での回収数量は、回収方法及び回収対象品目が異なるため単純な比較は困難で

あるが、市町別・回収方法別の回収数量を前述図表 14 に整理している。 

・全体的な傾向として、「ピックアップ回収」を実施している市町の回収量が多いこと

が確認されており、人口１人あたりの年間回収量（kg/人・年）では萩市が最も多く

1.60 kg/人・年（うちピックアップが 1.58 kg/人・年）となっている。 
・萩市でのピックアップ回収量が多い理由としては、定性的な評価として、丁寧なピッ

クアップ作業（有料ごみ袋で収集しているが、全ての袋を開封し、小型家電が排出さ

れているか確認していること）、他に引取ってくれる事業者・店舗等が相対的に少な

いこと、といったことが考えられる。本実証事業の開始前から小型家電製品のピック

アップ・有価物としての売却を実施していたが、本実証事業を開始したことで回収量

が増加している。増加している要因としては、本実証事業に合わせて市民への周知を

行ったことに加え、ピックアップの対象品目を拡大し、制度対象品目（28 品目）を対

象とし、従来はピックアップしていなかった比較的小型な製品も丁寧にピックアップ

したこと（品目の拡大については、例えば、全体重量の 5%程度を占めるパソコンが

回収対象に追加された）などが想定される。 
・「ボックス回収」だけでは、回収数量の確保という点では十分な回収は困難であるこ

とが推察されるが、住民アンケート調査などからは、「また利用したい」との意見が

大部分をしめており、住民にとって利用しやすい回収方法であることが伺える。住民
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に対して利用促進を図るための啓発を継続し、定着させていくことも必要と思われる。 

・効率的な回収という点では、いずれの地域においても、回収ボックスごとに回収数量

の多少が確認されている。本実証事業での結果を踏まえて、回収頻度の見直しや各回

収ボックスでの一次保管などの方策などを通じて、回収に要する手間・コストを削減

していくことが望ましい。 
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第1 実証事業の目的 

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（以下「小型家電リサイク

ル法」という。）が平成 25 年４月から施行されたことを受け、環境省、経済産業省及

び地方公共団体においては、家庭より排出される使用済小型電子機器等（デジタルカ

メラ、ゲーム機等）の回収のための体制整備を順次行うこととしている。 
このため、本事業は、住民から排出される使用済み小型電子機器等を効率的に回収

する方法を検討することを目的とし、環境省で募集を行った「小型電子機器等リサイ

クルシステム構築実証事業」（平成 24 年度第二次）において認定を受けた地域を対象

として、実証事業を行ったものである。 
また、本実証事業は、小型家電リサイクル法に基づくリサイクルシステムの構築及

び更なる改良のための試験研究を想定していることから、実施に当たっては、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）を遵守するとともに、

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律及び基本方針、使用済小型電子

機器等の回収に係るガイドライン並びに使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関

する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引きに準用した運用を図った。 
 

図表 1 （参考）小型電気電子機器の回収・中間処理・製錬のイメージ 
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第2 実証事業実施計画 

鳥取県では、鳥取中部ふるさと広域連合を構成する５市町全市町が、「平成 24 年度小

型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業（第二次）」に参画している。倉吉市、

三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町の５市町合計の人口は約 10.5 万人、世帯数は約 3.7

万世帯である。 

事業の実施期間は、平成 25 年 11 月 1 日より平成 26 年 2 月 28 日までとする。 

 
図表 2 実証事業実施市町の人口・世帯数等（鳥取県） 

  
人口 世帯数 面積 人口密度 

（人/km2） （人） （世帯） (km2) 

鳥取県 577,857 214,083 3,507.31 164.8 

1 倉吉市 49,508 18,180 272.15 181.9 

2 三朝町 6,752 2,363 233.46 28.9 

3 湯梨浜町 16,808 5,576 77.95 215.6 

4 北栄町 14,998 4,843 57.15 262.4 

5 琴浦町 17,870 5,849 139.92 127.7 

上記、1市 4町合計 105,936 36,811 780.63 135.7 
（注）人口・世帯数は鳥取県人口移動調査（平成 25 年 9 月 1 日）、面積は平

成 24 年全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）をもとに作成。

人口密度は人口÷面積で算出。 
 

図表 3 実証事業実施地域（鳥取県） 
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琴浦町

北栄町

湯梨浜町

鳥取中部ふるさと広域連合

■鳥取県
鳥取中部ふるさと広域連合
（倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町）
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1  回収について 

(1) 使用済小型電子器機等の回収方法 

回収方法は大別して５つの方法で行う。各回収方法の概要は下記の通り。ボックス

回収は 60 箇所、ピックアップ回収、直接持ち込み回収はほうきリサイクルセンター

１箇所で行う。イベント回収はそれぞれの実施場所で行う。いずれの市町でもちらし

等を用いて、個人情報を消去した上での排出を促し、また携帯電話破壊工具を用いて

の物理的な破壊も行う。 

 
○ボックス回収 

鳥取県中部地域の住民が、公共施設、鳥取県中部地域の家電販売店等に設置し

た回収ボックスに小型電子機器等を直接持ち込む。 
 
○ピックアップ回収 

鳥取県中部市町のごみ収集委託業者が市町ごみステーションに出された不燃性

粗大ごみを収集し、ほうきリサイクルセンターへ運搬する。ピックアップ回収委

託業者がほうきリサイクルセンターのプラットホームで不燃性粗大ごみから小型

電子機器等をピックアップにより回収する。 
 
○直接持ち込み回収 

鳥取県中部地域の住民がほうきリサイクルセンター敷地内に設置した回収ボッ

クスに小型電子機器等を直接持ち込む。回収ボックス内の小型電子機器等は、ほ

うきリサイクルセンター運転管理委託業者が回収する。 
 
○イベント回収 

住民への普及啓発を兼ねて鳥取県中部地域で開催される各種イベントに回収

ボックス（ボックス回収用と同じもの）を設置し、イベント参加者が持参した小

型電子機器等を回収する。 
 

図表 4 市町別の回収方法（鳥取県） 

  ボックス 
回収 

ピックアップ 
回収 

直接持ち込み

回収 
イベント 

回収 
1 倉吉市 ○ ○ ○  

2 三朝町 ○ ○ ○  

3 湯梨浜町 ○ ○ ○  

4 北栄町 ○ ○ ○ ○ 

5 琴浦町 ○ ○ ○  

実施市数 5 5 5 1 
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（作成した回収ボックス） 

 
 
（直接持ち込み回収拠点） 
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図表 5 回収ボックスの設置個数と設置場所（鳥取県） 

 
図表 6 回収ボックスの設置個数と設置場所（倉吉市） 
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図表 7 回収ボックスの設置個数と設置場所（三朝町） 

 

図表 8 回収ボックスの設置個数と設置場所（湯梨浜町） 
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図表 9 回収ボックスの設置個数と設置場所（北栄町） 

 
図表 10 回収ボックスの設置個数と設置場所（琴浦町） 
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(2) 回収対象品目 

小型家電リサイクル法の制度対象品目は、消費者が通常家庭で使用する電気器具

であって、効率的な収集運搬が可能であり、経済性の面における制約が著しくない

もので施行令において定められているものである（28 分類）。 

本実証事業においては、施行令第１条に定められた 28 分類を基本とし、次の通り

チラシにて例示した。 

 

図表 11 実証事業での回収対象品目（ちらしにて例示）（鳥取県） 
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2  収集運搬について 

一時保管場所（ほうきリサイクルセンター）までの運搬は、各市町の収集委託業者

にて実施する。一時保管場所での保管方法について、必要に応じてフレキシブルコン

テナバックを中間処理事業者より貸与する。 

（1）ボックスからの収集運搬について 

鳥取県中部地域の住民が、公共施設、鳥取県中部地域の家電量販店等に設置し

た回収ボックスに小型電子機器等を直接持ち込む。回収ボックス内の小型電子機

器等はボックス回収物運搬業務委託業者が回収し、ほうきリサイクルセンターへ

運搬する。 
 

○回収主体：ボックス回収物運搬業務委託業者 
○回収頻度：ボックスへの持ち込みは随時（設置先の営業時間内） 

ボックス内の小型電子機器等は２週間に１回程度。（ただし、設置

先から依頼があった場合は都度。） 
○運搬先 ：ほうきリサイクルセンター 
○計量方法：回収したコンテナごとに計量を行う 

 

（2）ピックアップ回収について 

鳥取県中部市町のごみ収集委託業者が市町ごみステーションに出された不燃性

粗大ごみを収集し、ほうきリサイクルセンターへ運搬する。ピックアップ回収委

託業者がほうきリサイクルセンターのプラットホームで不燃性粗大ごみから小型

電子機器等をピックアップにより回収する。 
 

○回収業者：ピックアップ回収委託業者 
○回収頻度：鳥取県中部市町の不燃性粗大ごみ収集日程による 
○計量方法：回収したフレコンごとに計量を行う 

 

（3）直接持ち込み回収について 

鳥取県中部地域の住民がほうきリサイクルセンター敷地内に設置した回収ボッ

クスに小型電子機器等を直接持ち込む。回収ボックス内の小型電子機器等は、ほ

うきリサイクルセンター運転管理委託業者が回収する。 
 

○回収業者：ほうきリサイクルセンター運転管理委託業者 
○回収頻度：随時 
○計量方法：回収したフレコンごとに計量を行う 
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（4）イベント回収について 

住民への普及啓発を兼ねて鳥取県中部地域で開催される各種イベントに回収

ボックス（ボックス回収用と同じもの）を設置し、イベント参加者が持参した小

型電子機器等を回収する。 
 

○回収業者：ボックス回収運搬業務委託業者 
○回収頻度：随時 
○運搬先 ：ほうきリサイクルセンター 
○計量方法：回収したコンテナごとに計量を行う 

 

3  中間処理・金属回収について 

本実証事業では、認定事業者である平林金属株式会社（認定番号 第 19 号、認定年

月日 平成 25 年 8 月 9 日）にて再資源化を行うこととする。同社が申請し、環境大臣

及び経済産業大臣の認定を受けた「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する

法律に係る再資源化事業計画」に基づいて再資源化を行うものとする。 

実証事業においては、回収した使用済小型家電は中間処理事業者に無償で譲渡する

ものとする。 

なお、実証事業期間中２ヶ月間（平成 25 年 12 月～平成 26 年 1 月）を対象とした「回

収方法別、品目別の個数及び重量（28 分類を予定）」、「鳥取県中部地域全体での中間処

理後の基板や鉄・非鉄スクラップ等の重量」を計測する。 

 

（1）中間処理施設への運搬 

中間処理業者は実施地域の回収量に応じて、１ヵ月に１回程度、保管場所（ほうき

リサイクルセンター）に一時保管している使用済小型電子機器等を回収し、中間処理

施設（岡山県岡山市）へ運搬した。 

ほうきリサイクルセンターは、保管場所での保管状況を勘案し、１週間程度の猶予

を見て、中間処理事業者に回収を依頼する。ほうきリサイクルセンターから連絡を受

けた中間処理事業者は、回収日時を調整の上、一時保管場所で計測を行った後、速や

かに中間処理施設へ運搬を行った。 

 

（2）分別、解体、破砕、選別 

ほうきリサイクルセンターに保管された小型家電は、回収方法ごとに重量を計測し

た後、中間処理業者のストックヤードに運搬した後、手選別工程において携帯電話端

末、パーソナルコンピュータ、密閉型電池等の選別を行い、破砕、機械選別等の高度

な選別工程を経て、有用金属等（鉄、非鉄金属、プラスチック、ミックスメタル等）

を回収し、中間処理業者工場内に保管する。 
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（3）有用金属の回収 

中間処理業者工場で回収された有用金属等は、再資源化等を業として行う者へ引き

渡され、レアメタル等の金属回収、再資源化、熱回収が行われる。 
 

本実証事業の概要、分別、解体、破砕、選別から有用金属回収に至るまでのフロー

図を以下に示す。 
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4  住民への周知・啓発について 

各市の広報、ウェブサイト、情報誌での周知、啓発に加え、ちらしを住民に配布、

のぼりを回収ボックスにあわせて掲示するなどの手段より、住民への啓発を図る。 
①広報誌、ケーブルテレビ、インターネット、のぼり旗、ちらし配布による周知、

啓発。 
②環境学習、出前講座等の開催による周知、啓発。 
③市町と広域連合のごみ分別区分を統一した冊子「ごみの区分と出し方」の見直し

と、全戸配布による周知・啓発 
 

図表 12 のぼり・ちらし・ポスター作成数量 
のぼり ちらし ポスター 

76 本  
外観：W450×H1800mm 
生地：防炎テトロンポンジ生地 
仕上げ：左右辺ヒートカット 
    上下辺三巻縫製 
    ・上部３ケ・横側５ケ 
     白ケチ付 
    ・昇華転写 
ポール：３m タイプ（２段伸縮

式、横棒 85cm 付き） 

50,000 枚 
A4 版、コート紙、73K 
両面カラー 

100 枚 
Ｂ２版、コート紙、135K 
カラー印刷 
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図表 13 のぼり、ポスター 
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図表 14 ちらし 

 

表面                   裏面 
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（倉吉市ウェブサイト） 

 
(http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/sangyoukankyou/kankyou/45/4/) 

（平成 26 年 2 月 12 日取得） 

 

（三朝町ウェブサイト） 

 
（http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/326/764/15027.html） 

（平成 26 年 2 月 12 日取得） 
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（湯梨浜町ウェブサイト） 

 

（資料）「２０１３年広報ゆりはま１１月号」 
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（北栄町ウェブページ） 

 
（http://www.e-hokuei.net/mkpage/hyouzi_editor.php?sid=4772&listmode=） 

（平成 26 年 2 月 12 日取得） 

 

（琴浦町ウェブページ） 

 
（http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2013102300013/） 

（平成 26 年 2 月 12 日取得） 
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第3 実証事業結果 

1  収集搬出状況 

平成 25 年 11 月 1 日から開始した本実証事業において、中間処理事業者（平林金属株

式会社）による初回搬出時の状況を整理する。 

ほうきリサイクルセンターに保管された小型電子機器の初回搬出は平成25年12月20

日（金）に実施された。回収された小型電子機器は、ほうきリサイクルセンターの保管

施設（リサイクルステーション）内に運び込まれ、回収方式別に場所を分けてフレコン

内に保管されていた。また、保管施設は施錠管理されていた。搬出当日、平成 25 年 11

月までに回収された使用済小型電子機器が収納されているフレコンをフォークリフト

で屋外に搬出し、トラックに詰め込んだ。以下、初回搬出の状況を写真で示した。 

 

 
保管施設全景               室内正面（初回搬出前） 

 

 
室内右奥側（初回搬出前）      室内右手前側（初回搬出前） 
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室内左奥側（初回搬出前）      室内左手前側（初回搬出前） 

 

 
室内から屋外にフレコンを搬出 

 

 
トラックへの積込み①          トラックへの積込み② 
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トラックへの積込み③          トラックでの搬出 

 

 
室内正面（搬出後）           室内左手前（搬出後） 

 

 
室内右奥側（搬出後）           室内右手前側（搬出後） 
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2  使用済小型電子機器等の回収結果 

(1) 回収数量 

使用済小型電子機器等の回収は、平成 25 年 11 月 1 日より一斉に開始し、平成 26 年

2 月 28 日までとした。なお、北栄町では、11 月 3 日にイベント回収を実施した。 

 
図表 15 使用済小型電子機器等の回収期間 

 回収開始日 回収終了日（注） 備考 

倉吉市 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日  
三朝町 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日  

湯梨浜町 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日  

北栄町 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・11 月 3 日にイベント回収 
琴浦町 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日  
（注）実証事業としての回収を終了する日時 

 

ア 実証事業期間中の回収数量 
平成 25 年 11 月から平成 26 年２月までの回収結果を下記に整理する。鳥取中部ふ

るさと広域連合合計で 11月は 7,692kg、12月は 6,378kg、１月は 5,182kg、2月 5,504kg

となっている。 

回収方法別にみると、ピックアップ回収が最も多く４カ月合計で 18,434kg、次いで

直接持ち込み回収が 3,353kg、ボックス回収が 2,969kg の順となっている。 

北栄町で実施したイベント回収は、小型電子機器回収直後であったこと、悪天候で

会場が変更されたこと等の理由で、ほとんど小型電子機器の持ち込みはなかった。 
 

図表 16 使用済小型電子機器等の回収結果（単位：kg） 
 平成 25 年 平成 26 年 

合計 
11 月 12 月 １月 ２月 

ボックス回収 1,090 821 417 641 2,969 

ピックアップ回収 6,100 4,760 3,677 3,897 18,434 

直接持ち込み回収 502 797 1,088 966 3,353 

イベント回収 0 - - - 0 

合 計 7,692 6,378 5,182 5,504 24,756 
（注）11 月に実施したイベント回収での回収量は 1kg 以下であった。 
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図表 17 使用済小型電子機器等の回収結果（回収方式別）（単位：kg） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 人口１人あたりの排出量 
人口１人あたりの使用済小型電子機器等の回収量について、実証事業の回収期間か

ら、年間回収数量を推計する（1 人当たりの回収量［kg/人･年］＝回収量［kg］÷４

［月］×12［月/年］÷人口［人］）。また、設置したボックスあたりの回収数量（＝ボッ

クスでの回数数量÷ボックス設置数）も合わせて図表 19 に整理する。 
人口１人あたりの回数数量について、回収方式別にみると最も多いのはピックアッ

プ回収の 0.52kg/人・年、次いで直接持ち込み回収の 0.09 kg/人・年、さらにボック

ス回収の 0.08 kg/人・年となっている。 

鳥取中部ふるさと広域連合の数値を山口県、香川県の数値と比較してみると、鳥取

県の回収方式合計の数値が 0.70kg/人・年に対し、山口県萩市は 1.60kg/人・年と２

倍近く多くなっている。ただし、他の山口県の市、香川県の市町村の数値は、鳥取県

の数値の３分の１以下となっている。 

また、鳥取中部ふるさと広域連合のボックス回収の人口あたり回収数量は 0.08kg

／人・年であるが、山口県防府市の 0.16kg/人・年よりも低い水準ではあるものの、

他の山口県の市や香川県の市町村の数値を上回っている。 
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図表 18 住民１人あたり、回収ボックスあたりの使用済小型電子機器等の回収量 
 

①回収総量 

（kg／人） 
（11～2 月） 

②人口あたり 

（kg／人） 
③人口あたり 

（kg／人・年） 
④ボックスあたり

（kg／ボックス） 

ボックス回収 2,969 0.028 0.084 49.5 

ピックアップ回収 18,434 0.174 0.522 － 

直接持ち込み回収 3,353 0.032 0.095 － 

イベント回収 0 0 0 － 

合 計 24,756 0.234 0.701 49.5 
（注）１人当たりの回収量[kg/人・年]＝回収量［kg］÷４［月］×12［月/年］÷人口［人］ 
 

図表 19 人口１人あたりの使用済小型電子機器等の回収量（推計）（単位：kg/人・年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）１人当たりの回収量[kg/人・年]＝回収量［kg］÷４［月］×12［月/年］÷人口［人］ 
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（参考）山口県実証事業での人口１人あたりの回収数量（kg/年・人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）詳細は山口県報告書参照。 

 

 
 
 

図表 20 山口県の実証事業実施市町村の基礎情報と回収方法 

自治体名 
人口 

（人） 

世帯数 

（世帯） 

総面積

（km2） 

人口密度 

（人/km2） 

回収方法 

ボックス 

（設置数） 

ピック

アップ 
イベント 

山口県 1,447,499 654,718 6114.13 236.7 
   

1 山口市 194,640 85,249 1,023.31 190.2 29 
  

2 萩市 52,909 24,209 698.79 75.7 7 ○ 
 

3 防府市 117,897 53,710 188.59 625.1 13 
 

○ 

4 岩国市 144,124 66,827 873.85 164.9 22 ○ ○ 

上記、4市合計 509,570 229,995 2,785 1,056 71 2 2 

（注）詳細は山口県報告書参照。 
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（参考）香川県実証事業での人口１人あたりの回収数量（kg/年・人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）直島町はピックアップ回収、他 12 市町はボックス回収を中心。 
（注２）詳細は香川県報告書参照。 
 

図表 21 香川県の実証事業実施市町村の基礎情報と回収方法 

自治体名 
人口 

(人） 

世帯数 

（世帯） 

総面積 

（km2） 

人口密度 

（人/km2） 

回収方法 

ボッ

クス 

（設

置数） 

ピッ

ク

アッ

プ 

持込 
イベ

ント 

香川県 988,920 396,438 1,876.55 527.1         

1 高松市 420,978 178,254 375.14 1,120.4 15       

2 丸亀市 110,686 43,820 111.79 990.4 20   ○ ○ 

3 さぬき市 51,609 19,679 158.90 325.7 5       

4 東かがわ市 32,579 12,835 153.35 213.0 3       

5 土庄町 14,570 6,189 74.39 196.4 7       

6 小豆島町 15,644 6,637 95.63 164.1 2       

7 三木町 28,160 10,818 75.78 372.2 2       

8 直島町 3,233 1,518 14.23 227.0 － ○     

9 宇多津町 18,555 8,122 8.07 2,305.2 3       

10 綾川町 24,090 8,492 109.67 220.2 2       

11 琴平町 9,558 3,773 8.46 1,135.9 1       

12 多度津町 23,280 9,283 24.34 956.5 4   ○   

13 まんのう町 18,809 6,528 194.33 97.0 4       

上記、13 市町合計 771,751 315,948 1,404.08 549.6 68 1 2 1 

（注）詳細は香川県報告書参照。 
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(2) 品目別の回収状況 

平成 25 年 12 月～平成 26 年 1 月に回収された使用済小型電子機器等を品目別に分別

し、その数量及び重量を品目別に計測する。 
分別の区分は施行令第１条に定められた 28 分類に沿って行った。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

各市町より収集された使用済小型電子機器類（フレコンで保管） 

分別作業の様子② 

分別作業の様子① 
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ア ボックス回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 12 月～平成 26 年１月に回収された 2,230

個、1,238.3kg を対象に実施した。品目の分類は、施行令第一条に示された制度対象

品目（28 分類）とし、「その他」は、製品、基板、金属部品、プラスチック製部品に

分類し、計測した。 

・個数では、「29 上記品目の付属品」が最も多く 800 個、次いで「2 携帯電話端末、

PHS端末その他の無線通信機械器具 」が214個、「30-3 その他製品（プラ製部品）」

が 182 個、「1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」が 179 個、

「6 パーソナルコンピュータ」が 100 個と続く。 

・重量では、「6 パーソナルコンピュータ」が最も多く 272.4kg、次いで「1.電話機、

ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」が 175.1kg、「29 上記品目の付属

品」が 133.8kg、さらに、「8 プリンターその他の印刷装置」が 93.4kg、「4 デジ

タルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコーダーその他の映像用機械器具」が 82.7kg

となっている。 

・１個当たり重量では、「9 ディスプレイその他の表示装置」が 3.00kg/個と最も多

く、次いで「17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が

2.98kg/個、「6 パーソナルコンピュータ」が 2.72kg/個、「12 電気グラインダー、

電気ドリルその他の電動工具」が 2.59kg/個、「8 プリンターその他の印刷装置」

が 2.28kg/個と続く。 

   

  
 対象品目ごとの分別①（ボックス回収） 
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図表 22 品目別の個数・重量の計測結果（ボックス回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）「30.1 その他の製品」は小型家電製品以外のもの、混入物・異物。 
（注２）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示。（「30.1」は除く） 

対象品目ごとの分別②（ボックス回収） 

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 179 175.11 8.0% 14.1% 0.98
2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 214 23.52 9.6% 1.9% 0.11
3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 35 22.00 1.6% 1.8% 0.63

4
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用
機械器具

61 82.66 2.7% 6.7% 1.36

5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音
響機械器具

77 81.26 3.5% 6.6% 1.06

6 パーソナルコンピュータ 100 272.41 4.5% 22.0% 2.72
7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶媒体 51 18.46 2.3% 1.5% 0.36
8 プリンターその他の印刷装置 41 93.36 1.8% 7.5% 2.28
9 ディスプレイその他の表示装置 4 11.98 0.2% 1.0% 3.00
10 電子書籍端末 2 0.18 0.1% 0.0% 0.09
11 電動ミシン 0 0.00 - - -
12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 7 18.10 0.3% 1.5% 2.59
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 30 54.02 1.3% 4.4% 1.80
14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 17 10.32 0.8% 0.8% 0.61
15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 2 2.58 0.1% 0.2% 1.29
16 フィルムカメラ 19 10.68 0.9% 0.9% 0.56
17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 23 68.58 1.0% 5.5% 2.98
18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具 7 11.14 0.3% 0.9% 1.59

19
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気
機械器具

6 9.52 0.3% 0.8% 1.59

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 19 23.74 0.9% 1.9% 1.25
21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 75 18.82 3.4% 1.5% 0.25
22 電気マッサージ器 2 1.56 0.1% 0.1% 0.78
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 0 0.00 - - -
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 0 0.00 - - -
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 21 13.54 0.9% 1.1% 0.64
26 電子時計及び電気時計 35 9.62 1.6% 0.8% 0.27
27 電子楽器及び電気楽器 0 0.00 - - -
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 39 19.62 1.7% 1.6% 0.50
29 上記品目の付属品 800 133.76 35.9% 10.8% 0.17

30.1 その他の製品 51 17.16 2.3% 1.4% 0.34
30.2 その他製品（基盤） 91 18.26 4.1% 1.5% 0.20
30.3 その他製品（プラ製部品） 182 7.30 8.2% 0.6% 0.04
30.4 その他製品（金属製部品） 40 9.04 1.8% 0.7% 0.23

2,230 1,238.3 100.0% 100.0% 0.56合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「29 上記品目の付属品」が最も多く全体の 35.9％を占め、次いで「2 携

帯電話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具 」が 9.6％、「30-3 その他製品

（プラ製部品）」が 8.2％、「1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械

器具」が 8.0％、「6 パーソナルコンピュータ」が 4.5％と続く。上位５品目で全

体の 66.1％を占めている。 

・重量では、「6 パーソナルコンピュータ」が最も多く全体の 22.0％、次いで「1

電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」が 14.1％、「29 上記品目

の付属品」が 10.8％、さらに、「8 プリンターその他の印刷装置」が 7.5％、「4 デ

ジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコーダーその他の映像用機械器具」が 6.7％

となっている。上位５品目で全体の 61.2％を占めている。 
 

図表 23 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（ボックス回収） 

 
 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 上記品目の付属品 800 1 パーソナルコンピュータ 272.4

2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 214 2 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 175.1

3 その他製品（プラ製部品） 182 3 上記品目の付属品 133.8

4 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 179 4 プリンターその他の印刷装置 93.4

5 パーソナルコンピュータ 100 5
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映

像用機械器具
82.7

その他 755 その他 481.0
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イ ピックアップ回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 12 月～平成 26 年１月に回収された 6,752

個、8,436.7kg を対象に実施した。品目の分類は、施行令第一条に示された制度対象

品目（28 分類）とし、「その他」は、製品、基板、金属部品、プラスチック製部品に

分類、計測した。 

・個数では、「17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も

多く 914 個、次いで「30-4 その他製品（金属製部品）」が 717 個、「29 上記品目

の付属品」が 686 個、「5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他

の電気音響機械器具」が 607 個、次いで「30-2 その他製品（基板）」が 442 個と

続く。 

・重量では、「17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も

多く 2,024.3kg、次いで「5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットそ

の他の電気音響機械器具」が 1,256.2kg、「19 電気アイロン、電気掃除機その他

の衣料用又は衛生用の電気機械器具」が 637.4kg、さらに、「30-4 その他製品（金

属製部品）」が 594.4kg、「8 プリンターその他の印刷装置」が 561.0kg となって

いる。 

・１個当たり重量では、「10 電子書籍端末」が最も多く 6.28kg/個、次いで「11 電

動ミシン」が 5.88kg/個、次いで「8. プリンターその他の印刷装置」が 4.79kg/

個、「23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具」が 4.06kg/個と続く。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
対象品目ごとの分別①（ピックアップ回収） 
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図表 24 品目別の個数・重量の計測結果（ピックアップ回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）「30.1 その他の製品」は小型家電製品以外のもの、混入物・異物。 
（注２）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示。（「30.1」は除く） 

対象品目ごとの分別②（ピックアップ回収） 

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 334 349.41 4.9% 4.1% 1.05
2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 181 97.52 2.7% 1.2% 0.54
3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 116 137.54 1.7% 1.6% 1.19

4
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用
機械器具

182 465.06 2.7% 5.5% 2.56

5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音
響機械器具

607 1,256.22 9.0% 14.9% 2.07

6 パーソナルコンピュータ 39 137.82 0.6% 1.6% 3.53
7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶媒体 32 42.92 0.5% 0.5% 1.34
8 プリンターその他の印刷装置 117 561.00 1.7% 6.6% 4.79
9 ディスプレイその他の表示装置 12 17.46 0.2% 0.2% 1.46
10 電子書籍端末 1 6.28 0.0% 0.1% 6.28
11 電動ミシン 12 70.58 0.2% 0.8% 5.88
12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 3 0.84 0.0% 0.0% 0.28
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 123 144.10 1.8% 1.7% 1.17
14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 80 101.16 1.2% 1.2% 1.26
15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 30 77.64 0.4% 0.9% 2.59
16 フィルムカメラ 34 16.22 0.5% 0.2% 0.48
17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 914 2,024.34 13.5% 24.0% 2.21
18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具 232 434.49 3.4% 5.2% 1.87

19
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気
機械器具

303 637.40 4.5% 7.6% 2.10

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 140 189.88 2.1% 2.3% 1.36
21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 407 130.58 6.0% 1.5% 0.32
22 電気マッサージ器 29 41.12 0.4% 0.5% 1.42
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 1 4.06 0.0% 0.0% 4.06
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 0 0.00 - - -
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 218 243.46 3.2% 2.9% 1.12
26 電子時計及び電気時計 108 34.38 1.6% 0.4% 0.32
27 電子楽器及び電気楽器 26 48.24 0.4% 0.6% 1.86
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 199 139.24 2.9% 1.7% 0.70
29 上記品目の付属品 686 119.96 10.2% 1.4% 0.17

30.1 その他の製品 104 117.58 1.5% 1.4% 1.13
30.2 その他製品（基盤） 442 131.52 6.5% 1.6% 0.30
30.3 その他製品（プラ製部品） 323 64.23 4.8% 0.8% 0.20
30.4 その他製品（金属製部品） 717 594.44 10.6% 7.0% 0.83

6,752 8,436.7 100.0% 100.0% 1.25合計



- 鳥取県-33 - 

個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も

多く全体の 13.5％を占め、次いで「30-4 その他製品（金属製部品）」が 10.6％、

「29 上記品目の付属品」が 10.2％、「5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレ

オセットその他の電気音響機械器具」が 9.0％、次いで「30-2 その他製品（基板）」

が 6.5％と続く。上位５品目で全体の 49.9％を占めている。 

・重量では、「17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も

多く全体の 24.0％を占め、次いで「5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオ

セットその他の電気音響機械器具」が 14.9％、「19 電気アイロン、電気掃除機そ

の他の衣料用又は衛生用の電気機械器具」が 7.6％、さらに、「30-4 その他製品

（金属製部品）」が 7.0％、「8 プリンターその他の印刷装置」が 6.7％となってい

る。上位５品目で全体の 60.2％を占めている。 

 
図表 25 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（ピックアップ回収） 

 
 

 

 

 

 

 

 

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）
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ウ 直接持ち込み回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 12 月～平成 26 年１月に回収された 1,426

個、1,885.4kg を対象に実施した。品目の分類は、施行令第一条に示された制度対象

品目（28 分類）とし、「その他」は、製品、基板、金属部品、プラスチック製部品に

分類、計測した。 

・個数では、「29 上記品目の付属品」が最も多く 387 個、次いで「2 携帯電話端末、

PHS 端末その他の無線通信機械器具 」が 106 個、「5 デジタルオーディオプレー

ヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具」が 95 個、「17 ジャー炊飯器、

電子レンジその他の台所用電気機械器具」が 94 個、「30-3 その他製品（プラ製部

品）」が 94 個と続く。 

・重量では、「17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も

多く 334.6kg、「5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気

音響機械器具」が 235.7kg、次いで「18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気

機械器具」が 171.9kg、「8 プリンターその他の印刷装置」が 154.6kg、「4 デジタ

ルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコーダーその他の映像用機械器具」が 139.8kg

となっている。 

・１個当たり重量では、「22 電気マッサージ器」が最も多く 4.70kg/個、次いで「9 

ディスプレイその他の表示装置」が 4.63kg/個、「8 プリンターその他の印刷装置」

が4.07kg、「4 パーソナルコンピュータ」が3.95kg/個、「11 電動ミシン」が3.94kg/

個と続く。 

  

   
 

対象品目ごとの分別①（直接持ち込み回収） 
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図表 26 品目別の個数・重量の計測結果（直接持ち込み回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）「30.1 その他の製品」は小型家電製品以外のもの、混入物・異物。 
（注２）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示。（「30.1」は除く） 

対象品目ごとの分別②（直接持ち込み回収） 

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 50 38.46 3.5% 2.0% 0.77
2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 106 77.28 7.4% 4.1% 0.73
3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 10 5.88 0.7% 0.3% 0.59

4
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用
機械器具

39 139.75 2.7% 7.4% 3.58

5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音
響機械器具

95 235.72 6.7% 12.5% 2.48

6 パーソナルコンピュータ 29 114.45 2.0% 6.1% 3.95
7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶媒体 77 43.54 5.4% 2.3% 0.57
8 プリンターその他の印刷装置 38 154.55 2.7% 8.2% 4.07
9 ディスプレイその他の表示装置 11 50.90 0.8% 2.7% 4.63
10 電子書籍端末 1 0.10 0.1% 0.0% 0.10
11 電動ミシン 3 11.82 0.2% 0.6% 3.94
12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 2 0.94 0.1% 0.0% 0.47
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 20 34.66 1.4% 1.8% 1.73
14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 10 9.94 0.7% 0.5% 0.99
15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 1 2.02 0.1% 0.1% 2.02
16 フィルムカメラ 16 4.60 1.1% 0.2% 0.29
17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 94 334.56 6.6% 17.7% 3.56
18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具 47 171.92 3.3% 9.1% 3.66

19
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気
機械器具

30 89.96 2.1% 4.8% 3.00

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 51 132.91 3.6% 7.0% 2.61
21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 42 11.12 2.9% 0.6% 0.26
22 電気マッサージ器 2 9.40 0.1% 0.5% 4.70
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 1 3.58 0.1% 0.2% 3.58
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 0 0.00 - - -
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 25 35.36 1.8% 1.9% 1.41
26 電子時計及び電気時計 17 8.68 1.2% 0.5% 0.51
27 電子楽器及び電気楽器 4 13.70 0.3% 0.7% 3.43
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 26 30.82 1.8% 1.6% 1.19
29 上記品目の付属品 387 69.20 27.1% 3.7% 0.18

30.1 その他の製品 15 18.18 1.1% 1.0% 1.21
30.2 その他製品（基盤） 43 12.50 3.0% 0.7% 0.29
30.3 その他製品（プラ製部品） 94 5.68 6.6% 0.3% 0.06
30.4 その他製品（金属製部品） 40 13.26 2.8% 0.7% 0.33

1,426 1,885.4 100.0% 100.0% 1.32合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「29 上記品目の付属品」が最も多く 27.2％、次いで次いで「2 携帯電

話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具 」が 7.4％、「5 デジタルオーディオ

プレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具」が 6.7％、「17 ジャー

炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が 6.6％、「30-3 その他製品

（プラ製部品）」が 6.6％と続く。上位５品目で全体の 54.5％を占めている。 

・重量では、「17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も

多く 17.8％、「5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気

音響機械器具」が 12.5％、次いで「18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気

機械器具」が 9.1％、「8 プリンターその他の印刷装置」が 8.2％、「4 デジタルカ

メラ、ビデオカメラ、DVD レコーダーその他の映像用機械器具」が 7.4％となって

いる。上位５品目で全体の 55.0％を占めている。 

 
図表 27 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（直接持ち込み回収） 

 
 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 上記品目の付属品 387 1
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器
具

334.6

2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 106 2
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

235.7

3
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

95 3 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具 171.9

4
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器
具

94 4 プリンターその他の印刷装置 154.6

5 その他製品（プラ製部品） 94 5
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映

像用機械器具
139.8

その他 648 その他 847.9

27.2%

7.4%

6.7%

6.6%
6.6%

45.5%

上記品目の付属品

携帯電話端末、PHS端末その他

の無線通信機械器具

デジタルオーディオプレー

ヤー、ステレオセットその他の

電気音響機械器具

ジャー炊飯器、電子レンジその

他の台所用電気機械器具

その他製品（プラ製部品）

その他

17.8%

12.5%

9.1%

8.2%
7.4%

45.0%

ジャー炊飯器、電子レンジその他

の台所用電気機械器具

デジタルオーディオプレーヤー、

ステレオセットその他の電気音響

機械器具

扇風機、電気除湿器その他の空

調用電気機械器具

プリンターその他の印刷装置

デジタルカメラ、ビデオカメラ、

DVDレコーダーその他の映像用

機械器具

その他
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(3) 中間処理の重量 

鳥取中部ふるさと広域連合で回収された使用済小型電子機器等のうち、平成 25 年 12

月から平成 26 年１月に回収されたものを中心に、有用金属類等の含有状況について整

理を行った。 

全体で 11,509kg の使用済小型電子機器について、平林金属株式会社の協力を得て中

間処理した際の品種別の割合を見ると、「鉄」が最も多く 38.6％、「燃料プラスチック」

が 11.9％と両者で全体の５割程度を占める。 

次いで、「アルミ」が 3.6％、「被覆線」が 1.7％、「基板」が 1.5％、「長穴ミックス（機

械回収した被覆線）」が 1.3％となっている。 
有用資源にならない「残渣」の割合は 32.3％である。 

平林金属株式会社における過去の製錬会社への出荷実績から貴金属の回収量を推計

すると、金（Au）が 11.1g、銀が 172.9ｇ、パラジウム（Pd）が 4.6ｇ、銅（Cu）が 143.5kg
となる。 

図表 28 中間処理後の有用金属類等の重量（表） 

 

（注１）回収品目は平林金属での分類基準。 
（注２）残渣は（投入量）-（他品目回収量）で算出。 
（注３）基板と認識できるサイズで回収したものを「基板」区分で、基板や電子部品等がバラバラ

に細かくなったものを「製錬原料」区分で整理。 
（注４）「再加工品」区分は、破砕後回収したものが単体分離しておらず、再度破砕を行い素材ごと

に分離する必要があるもの。 
  

非鉄製錬メーカーにて
以下4元素を回収

*過去の出荷実績より推計

計 11,509 100.0

再加工品 764 6.6
残渣 3,712 32.3

2次電池 1 0.0
燃料プラスチック 1,375 11.9

Pd 4.6 g
143.5 ㎏

11.1 g
製錬原料 24 0.2 Ag 172.9 g

製
錬
向

基板 173 1.5 Au

被覆線 195 1.7 手回収被覆線
長穴ミックス 150 1.3 機械回収被覆線 Cu

鉱行銅 52 0.5
鉱行 34 0.3

丹入 17 0.1
鉛 9 0.1

鉄 4,437 38.6

非
鉄
系

アルミ 411 3.6
銅

砲金 5 0.0
ステンレス 85 0.7

35 0.3
真鍮 30 0.3

回 収 品 目
回収量 割合

備　　　　考
[㎏] [wt％]
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図表 29 中間処理後の有用金属類等の重量（グラフ） 
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3  住民アンケート 

(1) 北栄町のイベント実施時の住民アンケート 

ア 実施概要 
平成 25 年 11 月３日（日）に開催された「ＧＲＥＥＮ ＡＬＷＡＹＳ 子どもと環境

のための参加型イベント」において、来場した市民の方を対象に２種類のアンケート調

査を実施した。１つは小型電子機器を持参した方向けで、もう一つは小型電子機器を持

参しない方向けである。アンケート調査票は来場者に町職員が手渡しで渡し、その場で

回答・回収を行った。小型電子機器持参者向け、小型電子機器持参しない方向け、いず

れも回答数は 2 件であった。 
 

イ 小型電子機器持参者向けの結果概要 

(ア) 小型電子機器のイベント回収の認知ルート 
「小型家電のイベント回収をどのようなきっかけでご存知になられましたか？

（問１）」との設問に対し、２件とも「市町村の広報紙」との回答であった。「ちら

し」への回答も１件あった。 

(イ) 持参した小型電子機器 
「どの品目をイベントにお持ちになりましたか？（問２）」との設問に対し、「電

子玩具、電動玩具」（１件）「衣料用、理容用電気機械器具」（１件）との回答が得

られた。 

(ウ) 小型電子機器のイベント回収を利用しようと思った理由 
「小型家電のイベント回収を利用しようと思った理由を教えてください（問３）」

との設問に対し、「広域連合や町が積極的に実施している事業であったから」（１件）

「ちらし等で引き取ってもらえる製品（品目）だと分かったから」（１件）との回

答が得られた。 

(エ) 持参した小型電子機器の使用頻度 
「小型家電回収のイベントにお持ちになった製品の直前までの使用頻度を教え

てください（問４）」との設問に対し、「電子玩具、電動玩具」持参者は「１年以上

使用していなかった」と回答している。「衣料用、理容用電気機械器具」持参者は

「毎日使用していた」と回答している。 

(オ) 利用したい小型電子機器の回収方式 
「鳥取中部ふるさと広域連合では、引き続き小型家電の回収事業を進めていく予

定です。今後、小型家電の回収方式としてどの方式を利用したいと思いますか？（問

５）」との設問に対し、「ボックスでの回収」（２件）「ほうきリサイクルセンターへ

の持ち込み」（１件）との回答が得られた。 
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ウ 小型電子機器を持参しない方向けの結果概要 

(ア) 小型家電リサイクル法の認知状況 
「本年４月に小型家電を回収、リサイクルする法律が施行されましたが、この制

度の内容を知っていますか？（問１）」との設問に対し、２件とも「制度の内容を

よく知っている」との回答であった。 
 

(イ) 使用せず自宅に眠っている小型電子機器 
「使用せず自宅に眠っている小型家電製品について回答ください（問２）」との

設問に対し、「プリンター」「電子式卓上計算機」「ゲーム機」「付属品（リモコン、

ケーブル、充電器、プラグ・ジャック、ＡＣアダプタ）」との回答が得られた。 
 

(ウ) 利用したい小型電子機器の回収方式 
「鳥取中部ふるさと広域連合では、小型家電の回収事業を進めていく予定です。

今後、小型家電の回収方式としてどの方式を利用したいと思いますか？（問３）」

との設問に対し、「イベントでの回収」（１件）「ボックスでの回収」（１件）「ステー

ションでの回収」（１件）との回答が得られた。 
 

(2) ボックス回収横での住民アンケート 

ア 実施概要 
湯梨浜町及び琴浦町に設置した回収ボックス横に、アンケート調査回収箱を設置し、

小型電子機器持参者に任意でアンケート調査に協力を求めたところ、合計で６件の回答

が得られた。 
 

イ 小型電子機器持参者向けの結果概要 

(ア) 小型電子機器の回収を知ったきっかけ 
「小型家電の回収を実施していることを、どのようなきっかけでご存知になりま

したか？（問１）」との設問に対し、「ちらし」「広報紙」への回答が５件、「友人知

人から聞いた」への回答が１件あった。その他として、「現物を見て（回収ボック

スを見て）」との回答が１件あった。 
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図表 30 小型電子機器の回収を知ったきっかけ（n=6） 

 

(イ) 持参した小型電子機器 
「どの品目を小型家電回収ボックスに投入しましたか？（問２）」との設問に対

し、「携帯電話端末等の無線通信機械器具」（３件）「デジタルオーディオプレーヤー」

「パーソナルコンピュータ」（２件）「電話機、インターフォン」「カメラ」「衣料用、

理容用電気機械器具」（１件）との回答が得られた。 
 

図表 31 持参した小型電子機器（n=6） 

 
 

(エ) 小型電子機器のボックス回収を利用しようと思った理由 
「小型家電回収ボックスを利用しようと思った理由を教えてください（問３）」

との設問に対し、「職員の方などに勧められたから」への回答が最も多く、４件の

回答が得られた。３件の回答が得られたものとして、「きちんとリサイクルされそ

0 1 2 3

ちらし

広報紙

インターネット

友人知人から聞いた

その他

0 1 2 3

電話機、インターフォン

携帯電話端末等の無線通信機械器具

デジタルオーディオプレーヤー

パーソナルコンピューター

カメラ

衣料用、理容用電気機械器具
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うだったから」「回収ボックスが近くにあったから」「ちょうど不用品が発生したか

ら」「環境にやさしい取り組みだから」が挙げられた。 
 

図表 32  小型電子機器のボックス回収を利用しようと思った理由（n=6） 

 
 

(オ) 持参した小型電子機器の使用頻度 
「小型家電回収ボックスに投入した製品の直前までの使用頻度を教えてくださ

い（問４）」との設問に対し、「毎日使用していた」への回答が３件、「１年間に数

回程度使用していた」への回答が３件であった。 
 

図表 33  持参した小型電子機器の使用頻度（n=6） 

 
 

「毎日使用していた」への回答者は、携帯電話端末等の無線通信機械器具に加

えパーソナルコンピュータや電話機、インターフォンを一括して持参した人、携

帯電話端末等の無線通信機械器具及びパーソナルコンピュータを持参した人、携

帯電話端末等の無線通信機械器具及びカメラを持参した人であった。 
「１年間に数回程度使用していた」への回答者は、付属品を持参した人、デジ

0 1 2 3 4

鳥取中部ふるさと広域連合や町が積極的に実施している事業であったから

ごみとして捨てるとお金がかかるから

きちんとリサイクルされそうだったから

個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できたから

ちらし等で引き取ってもらえる製品（品目）だと分かったから

職員の方などに勧められたから

ちらし等を見て、回収ボックスの存在を知ったから

回収ボックスが近くにあったから

煩雑な手続きや準備をしなくてすむから

ちょうど不用品が発生したから

環境にやさしい取り組みだから

「毎日」使用し

ていた ３件

１年間に数回

程度使用して

いた ３件
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1
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タルオーディオプレーヤー及びパーソナルコンピュータを持参した人、デジタル

オーディオプレーヤーを持参した人であった。 
 

(カ) ボックス回収方式の利用意向 
「鳥取中部ふるさと広域連合として、小型家電の回収事業を進めていく予定です。

今後も、家電回収ボックスを利用したいと思いますか？（問５）」との設問に対し、

「利用してみたい」への回答が６件であった。 
 

図表 34 ボックス回収方式の利用意向（n=6） 

 

利用してみたい

６件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
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（参考）北栄町 イベント回収で使用したアンケート調査票（小型電子機器持参者向け） 

使用済小型家電リサイクルに関するアンケート 
 
環境省では、平成 25 年 4 月からの「小型家電リサイクル法」施行を踏まえ、使用済小型家電の回収

に関する実証事業を実施しています。鳥取県中部ふるさと広連合は、実証事業対象地域の 1 つとして

実証事業に参加、市民の皆様から不用となった小型家電の回収・リサイクルを行っています。 
実証事業の一環として、小型家電を持参いただいた皆様に、その状況や小型家電リサイクルの取組

みに対するご意見をいただきたく、アンケートにご協力をいただけますと幸いです。 
  

問１ 小型家電のイベント回収をどのようなきっかけでご存知になられましたか？ 
（当てはまるものすべてに○） 
１．ちらし  ２．市町村の広報紙  ３．インターネット ４．口コミ  ５．イベントに来て 

６．その他（           ） 
 

問２ どの品目をイベントにお持ちになりましたか？（当てはまるものすべてに○） 
１．電話機、インターフォン  ２．携帯電話端末等の無線通信機械器具 

３．ラジオ受信機及びテレビジョン受信機  ４．デジタルカメラ 

５．デジタルオーディオプレーヤー  ６．電子書籍端末  ７．電子式卓上計算機 

８．パーソナルコンピューター  ９．医療用電気機械  10．カメラ 

11．衣料用、理容用電気機械器具  12．電気照明器具  13．電子時計及び電気時計 

14．電子玩具、電動玩具  15．その他これらの付属品 
 

問３ 小型家電のイベント回収を利用しようと思った理由を教えてください。（当てはまるものすべてに○） 

1） 広域連合や町が積極的に実施している事業であったから 

2） ごみとして捨てるとお金がかかるから 

3） きちんとリサイクルされそうだったから 

4）個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できたから 

5） ちらし等で引き取ってもらえる製品（品目）だと分かったから 

6） 職員の方などに勧められたから 

7） ちらし等を見て、回収イベントの存在を知ったから 

8） イベントにもともと参加する予定であったから 

9） 煩雑な手続きや準備をしなくてすむから 

10）ちょうど不用品が発生したから 

11）環境にやさしい取り組みだから    

12）その他 （具体的に                   ） 
 

問４ 小型家電回収のイベントにお持ちになった製品の直前までの使用頻度を教えてください。 
複数ある場合は、最も代表的なもの１つを想定してご回答ください。（当てはまるもの１つに○） 

1） 毎日使用していた                  2） 1 週間に数回程度使用していた 

3） 1 か月に数回程度使用していた      4） 1 年間に数回程度使用していた 

5） 1 年以上使用していなかった 
 

問５ 鳥取県中部ふるさと広域連合では、引き続き小型家電の回収事業を進めていく予定です。今後、小型家電の

回収方式としてどの方式を利用したいと思いますか？（当てはまるものすべてに○） 
１．イベントでの回収  ２．ボックスでの回収  ３．ほうきリサイクルセンターへの持ち込み 

４．ステーションでの回収  ５．集団回収  ６．その他（                ） 
 

問６ 使用済小型家電の回収・リサイクルについてご意見があれば自由にご記入ください。 
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（参考）北栄町 イベント回収で使用したアンケート調査票（小型電子機器非持参者向け） 

使用済小型家電リサイクルに関するアンケート 
 
環境省では、平成 25 年 4 月からの「小型家電リサイクル法」施行を踏まえ、使用済小型家電の回収

に関する実証事業を実施しています。防府市は、実証事業対象地域の 1 つとして実証事業に参加、市

民の皆様から不用となった小型家電の回収・リサイクルを行っています。 
実証事業の一環として、使用していない小型家電の状況や小型家電リサイクルに対するご意見をい

ただきたく、アンケートにご協力をいただけますと幸いです。 
 

問１ 本年４月に小型家電を回収、リサイクルする法律が施行されましたが、この制度の内容を知って

いますか？（当てはまるもの１つに○） 
 
１．制度の内容をよく知っている 

２．制度の内容をある程度知っている 

３．法律が施行されたことは知っているが、制度の内容は知らない 

４．法律が施行されたことも、制度の内容も知らない 
 

問２ 使用せず自宅に眠っている小型家電製品について回答ください。（当てはまるものすべてに○） 

１．電話機、ファクシミリ装置 
２．携帯電話端末、PHS 端末 
３．ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 
４．デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコーダー 
５．デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセット 
６．パーソナルコンピュータ 
７．磁気ディスク装置、光ディスク装置 
８．プリンター 
９．ディスプレイ 
10．電子書籍端末 
11．電動ミシン 
12．電気グラインダー、電気ドリル 
13．電子式卓上計算機 
14．ヘルスメーター 
15．電動式吸入器 

16．フィルムカメラ 
17．ジャー炊飯器、電子レンジ 
18．扇風機、電気除湿機 
19．電気アイロン、電気掃除機 
20．電気こたつ、電気ストーブ 
21．ヘアドライヤー、電気かみそり 
22．電気マッサージ器 
23．ランニングマシン 
24．電気芝刈機 
25．蛍光灯器具 
26．電子時計及び電気時計 
27．電子楽器及び電気楽器 
28．ゲーム機 
29．付属品（リモコン、ケーブル、充電

器、プラグ・ジャック、AC アダプタ） 
（注）品目の分類は、回収ボックスの天板に記載している「回収品目」、またはちらし等もご参照ください 

 
問３ 鳥取県中部ふるさと広域連合では、小型家電の回収事業を進めていく予定です。今後、小型家電

の回収方式としてどの方式を利用したいと思いますか？（当てはまるものすべてに○） 
１．イベントでの回収 ２．ボックスでの回収 ３．ほうきリサイクルセンターへの持ち込み 

４．ステーションでの回収 ５．集団回収 ６．その他（                ） 
 

問４ 使用済小型家電の回収・リサイクルについてご意見があれば自由にご記入ください。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございます~ 
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（参考）湯梨浜町、琴浦町 ボックス回収で使用したアンケート調査票 

使用済小型家電リサイクルに関するアンケート 

環境省では、平成 25 年 4 月からの「小型家電リサイクル法」施行を踏まえ、使用済小型家電の回収

に関する実証事業を実施しています。鳥取中部ふるさと広域連合は、実証事業対象地域の 1 つとして

実証事業に参加、市民の皆様から不用となった小型家電の回収・リサイクルを行っています。 
実証事業の一環として、小型家電を持参いただいた皆様に、小型家電リサイクルの取組みに対する

ご意見をいただきたく、アンケートにご協力をいただけますと幸いです。 
 

問１ 小型家電の回収を実施していることを、どのようなきっかけでご存知になられましたか？ 
（当てはまるものすべてに○） 
１．ちらし  ２．広報紙  ３．インターネット  ４．友人知人から聞いた 

６．その他（                   ） 
 

問２ どの品目を小型家電回収ボックスに投入しましたか？（当てはまるものすべてに○） 
１．電話機、インターフォン  ２．携帯電話端末等の無線通信機械器具 
３．ラジオ受信機及びテレビジョン受信機  ４．デジタルカメラ 
５．デジタルオーディオプレーヤー  ６．電子書籍端末  ７．電子式卓上計算機 
８．パーソナルコンピューター  ９．医療用電気機械  10．カメラ 
11．衣料用、理容用電気機械器具  12．電気照明器具  13．電子時計及び電気時計 
14．電子玩具、電動玩具  15．その他これらの付属品 

 
問３ 小型家電回収ボックスを利用しようと思った理由を教えてください。 

（当てはまるものすべてに○） 

１．鳥取中部ふるさと広域連合が積極的に実施している事業であったから 

２．ごみとして捨てるとお金がかかるから 

３．きちんとリサイクルされそうだったから 

４．個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できたから 

５．ちらし等で引き取ってもらえる製品（品目）だと分かったから 

６．職員の方などに勧められたから 

７．ちらし等を見て、回収ボックスの存在を知ったから 

８．回収ボックスが近くにあったから 

９．煩雑な手続きや準備をしなくてすむから 

10．ちょうど不用品が発生したから 

11．環境にやさしい取り組みだから    

12．その他（具体的に                          ） 
 

問４ 小型家電回収ボックスに投入した製品の直前までの使用頻度を教えてください。 
（当てはまるもの１つに○）※複数ある場合は、最も代表的なもの１つを想定してご回答ください。 

１．「毎日」使用していた         ２．「１週間に数回程度」使用していた 

３．「１か月に数回程度」使用していた   ４．「１年間に数回程度」使用していた 

５．「１年以上使用していなかった」 
 

問５ 鳥取中部ふるさと広域連合として、小型家電の回収事業を進めていく予定です。今後も、小型家

電回収ボックスを利用したいと思いますか？（当てはまるもの１つに○） 

１．利用してみたい    ２．利用しない   ３．分からない 
 

問６ 使用済小型家電の回収・リサイクルについてご意見があれば自由にご記入ください。 
 

 

~以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございます~ 
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第4 実証事業結果の考察 

前述の実証事業結果を踏まえ、異物混入対策、個人情報保護への対策、人口１人あた

りの年間回収重量、今後の回収量の見込みについて考察を行った。 
 
○異物混入対策 

・品目別の重量・個数計測結果によれば、ボックス回収、ピックアップ回収、直接持ち

込み回収いずれの回収方式においても、異物の混入が確認された。「その他の製品」

として整理したものが異物であり、ボックス回収、ピックアップ回収では 1.4％、直

接持ち込み回収では 1.0％を占めている（いずれも重量割合）。 

・計測時に確認された異物として、乗用車のバッテリー充電器、小型電子機器用の電池、

インターフォン、非常用ブザー、ポンプ、ヘルスメーター（非電子式）、家庭用殺虫

剤（電気使用タイプ）が挙げられた。これらは施行令第１条に定める 28 品目には該

当しないことから、平成 26 年度以降の小型電子機器回収に向けでは、回収ボックス

での回収可能物の表示に加え、回収不可な製品の具体的な表示を行うことが望ましい。

直接持ち込み回収についても、ボックス回収方式と同様に、回収場所に回収不可な製

品の具体的な表示を行うことが望ましい。ピックアップ回収については、不燃性粗大

ごみからピックアップ回収を行う事業者に対し、回収不可な製品についての情報提供、

周知徹底を図ることで、異物除去が図れるものと考えられる。 

・また、鳥取環境大学廃棄物卯・リサイクル研究室調査結果からも、充電池や一次電池

が内蔵された状態で排出されていることが多いことがわかっており、住民からの排出

時点で充電池や電池を分別して排出するよう、ちらしや広報紙等を通じ普及啓発を

図っていくことが望ましい。 

 
○個人情報保護への対策 

・住民アンケート調査からは、特段、個人情報保護に係る懸念表明は見られなかった。

ボックス回収を利用しようと思った理由として、「個人情報の保護など情報管理が

しっかりしており、安心できたから」と回答した住民もみられる。 
・本実証事業では「個人情報を消去の上、排出いただくこと」をちらし、回収ボックス

等で明記した上で回収を行っている。また、回収ボックス周辺に携帯電話穴あけ処理

機を設置し、個人情報を消去していない場合でも個人情報の流出防止が可能になるよ

う対処していた。しかし、回収された携帯電話の穴あけ状況を計測時に確認した限り、

携帯電話への穴あけは全く行われていなかった。仮に、住民が携帯電話を排出する時

点で個人情報の消去を行わなかった場合には、個人情報流出の懸念が生じることから、

回収ボックスに携帯電話を排出する際には、必ず携帯電話穴あけ処理機で穴あけを行

うよう住民に対して周知徹底していくことが望ましい。 
 
○人口１人あたりの年間回収重量、今後の回収量の見込みについて 

・人口１人あたりの回収量（kg/人・年）について、小型家電リサイクル法の基本方針
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において、「市町村または認定事業者等により回収され再資源化を実施する量の目標

【平成 27 年度までに 14 万ｔ/年、１人当たり１㎏/年 （回収率約 20％）】」とされて

いる。 

・鳥取中部ふるさと広域連合での実証事業期間中（11 月～2月）までの回収数量から推

計される人口１人あたり小型電子機器回収量は 0.70kg/人・年であり、本実証事業対

象 18 市町の中では、山口県萩市の 1.6kg/人・年に次いで高い。 

・平成 25 年 11 月から平成 26 年２月にかけての使用済小型電子機器の月別回収量の推

移をみると、ボックス回収、ピックアップ回収ともに 11 月の回収量が多くなってお

り、住民への周知・啓発効果が発現した結果と捉えられる。直接持ち込み回収は増加

傾向にあり、直接持ち込み回収方式が住民に認知されてきた結果と捉えられる。 

・先行的にピックアップ回収方式で使用済小型電子機器を回収している自治体では、回

収量が安定的に推移する傾向がみられることから、鳥取中部ふるさと広域連合におい

てもピックアップ回収方式での使用済小型電子機器の回収量は 4,000kg/月前後で推

移していくものと予想される。 

・また、今回の住民アンケート調査結果からも、ボックス回収方式を今後とも利用した

いとの意見が得られており、先行的にボックス回収方式で使用済小型電子機器を回収

している大牟田市などでもボックス回収方式での回収量は安定的に推移しているこ

とから、鳥取中部ふるさと広域連合においてもボックス回収方式での使用済小型電子

機器の回収量は 500～1,000kg/月前後で推移していくものと予想される。 

・鳥取中部ふるさと広域連合におけるピックアップ回収方式での使用済小型電子機器の

回収量は 0.52kg/人・年と既に高水準にあるが、中国四国地域で高水準の地域として、

萩市、宇和島市、和木町が挙げられる。いずれの市町でも、処理費用の支払いを住民

に求めている粗大ごみ（大型ごみ）の中に、回収対象となる小型電子機器が含まれて

いるため、使用済小型電子機器が「不燃ごみ」区分に排出されやすい状況にあるもの

と考えられる。萩市では、実証事業での実施よりもかなり前から「不燃ごみ」区分で

使用済み小型電子機器を回収し、ピックアップ回収することを行ってきており、住民

に使用済み小型電子機器の「不燃ごみ」区分での排出が浸透している状況があると考

えられる。また、いずれの市町においても、中古電気製品買取店等、他に受入れる事

業者・店舗等がないことで、市の回収ルートに出てきている可能性がある。 

 
１人あたりの使用済み小型電子機器回収量が多い市町 

 人 口(人) 面積(km2) 回収方法 
１人あたりの 

回収量（kg/人・年） 

萩市 52,909 698.79 ボックス回収(7 ヵ所) 

ピックアップ回収 

1.6 

宇和島市 82,843 469.58 ボックス回収（50 ヵ所） 

ピックアップ回収 

持ち込み回収 

1.2 

和木町 6,507 10.56 ボックス回収(3 ヵ所) 

ピックアップ回収 

0.7 

（注１）宇和島市及び和木町の回収量（推計値）は、本年度の実証事業（請負者：中電技術コンサルタン

ト（㈱）による。人口、面積はそれぞれの市町のウェブサイトより（2014 年 3 月 12 日取得）。 
（注２）小数点第二位を四捨五入した。 
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萩市の大型ごみの種類、処理手数料（小型電子機器関連） 

大型ごみの種類 ステレオ、電子レンジ、こたつなど 
大型ごみ処理手数料 １個につき 500 円 

２個以上出された場合は、１個につき 300 円を加算 

（資料）萩市ホームページより作成 

 
宇和島市の粗大ごみ持ち込み金額（小型電子機器関連） 

品目 単価（円） 
扇風機・炊飯器・ホットプレート・照明器具・オーブントースター 300 

ストーブ・パネルヒーター・冷風機・空気清浄機・除湿機・加湿器・こ

たつ（こたつ板含）・掃除機・布団乾燥機・レンジ台・ミシン台・ビデ

オデッキ・ズボンプレッサー・食器乾燥機・餅つき機・ラジカセ 他 

500 

ファンヒーター・家具調こたつ（こたつ板含）・食器洗い乾燥機・電子

レンジ・ガスオーブン・ミシン（卓上式の物）・編み機・ホットカーペッ

ト・電気毛布 他 

1,000 

プリンター・ワープロ・スキャナー 他 2,200 

（資料）宇和島市ホームページより作成 

 

和木町の粗大ごみ戸別収集手数料（小型電子機器関連） 

品目 単価（円） 
オーディオスピーカー 

 最大辺が 50cm 未満 

 最大辺が 50cm 以上 

 

300 

600 

ステレオセット 

 最大辺が 1m 未満 

 最大辺が 1m 以上 

 

600 

900 

こたつ 

 最大辺が 1m 未満 

 最大辺が 1m 以上 

 

300 

600 

ストーブ・ズボンプレッサー・扇風機・布団乾燥機 300 

編み機・オーブンレンジ・電子レンジ・ファンヒーター・空気清浄機 600 

ミシン（卓上型を除く）・カラオケ演奏装置（モニターを除く）・ 

ランニングマシン（電動機能有） 

1,500 

マッサージ機（チェアタイプ） 1,800 

キーボード・ギター 300 

（資料）和木町ホームページより作成 

 
○ごみ減量化効果、埋立処分費用等削減便益 

・本実証事業期間である平成 25 年 11 月から平成 26 年２月にかけて回収された小型電

子機器の重量は 24,756kg であるが、このうち有用金属等で有効利用されたものが

67.7％（有用金属等の組成調査結果から、「残渣」の含有率が 32.3％）であるため、
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有効利用された量は、24,756kg×67.7％＝16,760kg と試算される。すなわち、平成

25 年 11 月から平成 26 年２月（４ヵ月）における小型電子機器の回収に伴うごみ減量

化効果は、16,760kg（年間計 50,280kg）と試算される。（※一般廃棄物最終処分量に

占める割合は約 1.3％（平成 23 年度の最終処分量 3,806ｔに対する割合）） 

・環境省、経済産業省「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン（Ver.1.0）」

（平成 25 年３月）において、埋立処分費用等削減便益を、破砕処理コスト削減効果、

焼却処理コスト削減効果、埋立処分コスト削減効果の合算で算出できることが示され

ている。これに基づき、平成 25 年 11 月から平成 26 年２月（４か月間）における小

型電子機器の回収に伴う埋立処分コスト削減効果は、1,091 千円（年間 3,274 千円）

と試算されるが、来年度以降、回収量の増加により、一層の削減効果が期待できる。 

なお、使用済小型電子機器等の再資源化は、廃棄物の最終処分量の削減のみならず、

再資源化の工程の中で有害物質が適切に処理されることにより、国内外における環境

汚染の防止効果も期待される。 

 

図表 35 埋立処分費用等削減便益について 

 
出典）環境省、経済産業省「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン（Ver.1.0）」 

（平成 25 年３月） 
 
 

鳥取県における埋立処分コスト削減効果（4ヵ月分） 

 便益（千円） 算出式 
破砕処理コスト削減効果(a) 531 24,756kg×67％×32 円/kg 

焼却処理コスト削減効果(b) 223 24,756kg×41％×22 円/kg 

埋立処分コスト削減効果(c) 337 24,756kg×29％×47 円/kg 

合 計 1,091 (a)+(b)+(c) 

 
（以上） 
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第1 実証事業の目的 

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（以下「小型家電リサイク

ル法」という。）が平成 25 年４月から施行されたことを受け、環境省、経済産業省及

び地方公共団体においては、家庭より排出される使用済小型電子機器等（デジタルカ

メラ、ゲーム機等）の回収のための体制整備を順次行うこととしている。 
このため、本事業は、住民から排出される使用済み小型電子機器等を効率的に回収

する方法を検討することを目的とし、環境省で募集を行った「小型電子機器等リサイ

クルシステム構築実証事業」（平成 24 年度第二次）において認定を受けた地域を対象

として、実証事業を行ったものである。 
また、本実証事業は、小型家電リサイクル法に基づくリサイクルシステムの構築及

び更なる改良のための試験研究を想定していることから、実施に当たっては、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）を遵守するとともに、

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律及び基本方針、使用済小型電子

機器等の回収に係るガイドライン並びに使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関

する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引きに準用した運用を図った。 
 

図表 1 （参考）小型電気電子機器の回収・中間処理・製錬のイメージ 
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第2 実証事業実施計画 

山口県では、山口市、萩市、防府市、岩国市の４市が「平成 24 年度小型電子機器等

リサイクルシステム構築実証事業（第二次）」に参加する。４市合計の人口は約 50.9 万

人、世帯数は 22.7 万世帯である。 
事業の実施期間は、平成 25 年 11 月 1 日より平成 26 年 2 月 28 日までとする。（ただ

し、防府市では、10 月 19 日の愛情防府フリーマーケットよりイベント回収を実施、萩

市のボックス回収は 11 月 15 日より開始。） 
本実証事業では、認定事業者である共英製鋼株式会社（認定番号 第 6 号、認定年月

日 平成 25 年 6 月 28 日）にて収集運搬・再資源化を行うこととする。同社が申請し、

環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けた「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に

関する法律に係る再資源化事業計画」に基づいて再資源化を行う。 
 

図表 2 実証事業実施４市の人口・世帯数等（山口県） 

自治体名 人口 
（人） 

世帯数 
（世帯） 

総面積 
（km2） 

人口密度 
（人/km2） 

山口県 1,447,499 654,718 6,114.13 236.7 
1 山口市 194,640 85,249 1,023.31 190.2 
2 萩市 52,909 24,209 698.79 75.7 
3 防府市 117,897 53,710 188.59 625.1 
4 岩国市 144,124 66,827 873.85 164.9 
上記、4 市合計 509,570 229,995 2,784.54 183.0 

（注）住民基本台帳調査（総務省、平成 25 年 3 月 31 日現在）及び 
平成 24 年全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）をもとに作成。 

 

図表 3 実証事業実施地域（山口県） 
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山口市、萩市、防府市、岩国市
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1  回収について 

(1) 使用済小型電子器機等の回収方法 

回収方法は大別して３つの方法で行う。各回収方法の概要は下記の通り。ボックス

回収は４市（71 箇所）、ピックアップ回収は萩市、岩国市の２市、イベント回収は４

市で実施する。いずれの市でもちらし等を用いて、個人情報を消去した上での排出を

促し、また山口市においては携帯電話破壊工具を用いての物理的な破壊も行う。 
 
○ボックス回収 

４市で実施。小型家電の回収ボックスを設置し、投入された小型家電を定期的

に回収する。主に公的施設に設置する。なお、盗難防止措置及びごみ等投入抑止

措置を施す。設置箇所は合計 71 箇所。 
 
○ピックアップ回収 

萩市、岩国市の２市で実施。収集したごみから、小型家電のピックアップ作業

を実施する。 
 
○イベント回収 

防府市、岩国市で実施。各種イベントにおいて、小型家電を回収する。 
 

図表 4 市別の回収方法（山口県） 

 自治体名 ボックス 
回収 

ピックアップ 
回収 

イベント 
回収 

1 山口市 ○   

2 萩市 ○ ○  

3 防府市 ○  ○ 

4 岩国市 ○ ○ ○ 

実施市数 4 2 2 
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全面を開いた状態 のぼり

 天板部のシール

20cm） 内容器 

のぼり設置場所（右側面） 

のシール 
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図表 5 回収ボックスの設置個数と設置場所（山口県） 

自治体名 ボックス

個数 設置場所 携帯電話

破壊工具 

1 山口市 29 

○山口市リサイクルプラザ 

○山口総合支所、小郡総合支所、秋穂総合支所、阿知須

総合支所、徳地総合支所、阿東総合支所 

○大殿地域交流センター、白石地域交流センター、 

湯田地域交流センター、仁保地域交流センター、 

小鯖地域交流センター、大内地域交流センター、 

宮野地域交流センター、吉敷地域交流センター、 

平川地域交流センター、大歳地域交流センター、 

徳地地域交流センター、阿東地域交流センター、 

陶地域交流センター、鋳銭司地域交流センター、 

名田島地域交流センター、二島地域交流センター、 

嘉川地域交流センター、佐山地域交流センター、 

小郡地域交流センター、秋穂地域交流センター、 

阿知須地域交流センター 

30 

2 萩市 7 
○萩第二リサイクルセンター 

○川上総合事務所、田万川総合事務所、むつみ総合事務     

所、須佐総合事務所、旭総合事務所、福栄総合事務所 

- 

3 防府市 13 

○防府市役所 

○文化福祉会館 

○クリーンセンター 

○牟礼出張所、向島出張所、中関出張所、華城出張所、

西浦出張所、右田出張所、野島出張所、富海出張所、

小野出張所、大道出張所 

- 

4 岩国市 22 

○岩国市役所 

○由宇総合支所、玖珂総合支所、本郷総合支所、周東総 

合支所、錦総合支所、美川総合支所、美和総合支所 

○岩国出張所、平田出張所、装港出張所、柱島出張所、

川下出張所、愛宕出張所、灘出張所、小瀬出張所、藤

河出張所、御庄出張所、北河内出張所、南河内出張所、

師木野出張所、通津出張所 

- 

合計 71 － 30 

(2) 回収対象品目 

小型家電リサイクル法の制度対象品目は、消費者が通常家庭で使用する電気器具

であって、効率的な収集運搬が可能であり、経済性の面における制約が著しくない

もので施行令において定められているものである（28 分類）。 
また、国は、資源性と分別のしやすさから特にリサイクルすべき品目として、「使

用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」において特定対象品目を指定して

いる（16 分類）。 
本実証事業においては、施行令第１条に定められた 28 品目及び特定対象品目を基

本とし、各市が複数品目を選定、次の通りチラシにて例示した。  
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図表 6 実証事業での回収対象品目（ちらしにて例示）（山口県） 
自治体名 回収対象品目（ちらしにて例示したもの） 備考 

1 山口市 

携帯電話端末、PHS 端末、電話機、ファクシミリ、ラジオ、デジタル

カメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ、映像用機器（DVD-ビデオ、

HDD レコーダ、BD レコーダ/プレーヤ、ビデオテープレコーダ（セッ

ト）、チューナ、STB）、音響機器（MD プレーヤ、デジタルオーディ

オプレーヤ（フラッシュメモリ）、デジタルオーディオプレーヤ

（HDD）、CD プレーヤ、テープレコーダ（テープデッキを除く）、

ヘッドフォン及びイヤホン、IC レコーダ、補聴器）、補助記憶装置（ハー

ドディスク、USB メモリ、メモリーカード）、電子書籍端末、電子辞

書、電卓、電子血圧計、電子体温計、、理容用機器（ヘアドライヤー、

ヘアーアイロン、電気かみそり、電気バリカン、電気かみそり洗浄機、

電動歯ブラシ）、懐中電灯、電子時計及び電気時計、ゲーム機（据置

型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘルドゲーム（ミニ電子ゲーム）、

ハイテク系トレンドトイ）、カー用品（カーナビ、カーカラーテレビ、

カーチューナ、カーステレオ、カーラジオ、カーCD プレーヤ、カー

DVD、カーMD、カースピーカ、カーアンプ、VICS ユニット、ETC
車載ユニット）、これらの付属品（リモコン、AC アダプタ、ケーブ

ル、プラグ・ジャック、充電器 等） 

特定対象品目

（16 品目）を

基本、パソコ

ンは対象外 

2 萩市 

電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具、携帯電話端末、

PHS 端末その他の無線通信機械器具、ラジオ受信機及びテレビジョン

受信機（特定家庭用機器再商品化法施行令（平成十年政令第三百七十

八号）第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。）、デジタ

ルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコーダーその他の映像用機械器具、

デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機

械器具、パーソナルコンピュータ、磁気ディスク装置、光ディスク装

置その他の記憶媒体、プリンターその他の印刷装置、ディスプレイそ

の他の表示装置、電子書籍端末、電動ミシン、電気グラインダー、電

気ドリルその他の電動工具、電子式卓上計算機その他の事務用電気機

械器具、ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具、

電動式吸入器その他の医療用電気機械器具、フィルムカメラ、ジャー

炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具（特定家庭用機器再

商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を

除く。）、扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具（特定家

庭用機器再商品化法施行令第一条第一号十八に掲げるユニット形エ

アコンディショナーを除く。）、電気アイロン、電気掃除機その他の

衣料用又は衛生用の電気機械器具（特定家庭用機器再商品化法施行令

第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。）、電気こ

たつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具、ヘアドライヤー、

電気かみそりその他の理容用電気機械器具、電気マッサージ器、ラン

ニングマシンその他の運動用電気機械器具、電気芝刈機その他の園芸

用電気機械器具、蛍光灯器具その他の電気照明器具、電子時計及び電

気時計、電子楽器及び電気楽器、ゲーム機その他の電子玩具及び電動

式玩具、上記品目の付属品（リモコン、AC アダプタ、ケーブル、プ

ラグ・ジャック、充電器等） 

制度対象品目

（28 品目）を

基本 

3 防府市 

携帯電話端末、PHS 端末、パーソナルコンピュータ（モニターを含む）

（タブレット型情報端末を含む）、電話機、ファクシミリ、ラジオ、

デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ、映像用機器（DVD-
ビデオ、HDD レコーダ、BD レコーダ/プレーヤ、ビデオテープレコー

ダ（セット）、チューナ、STB）、音響機器（MD プレーヤ、デジタ

特定対象品目

（16 品目）を

基本 
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自治体名 回収対象品目（ちらしにて例示したもの） 備考 
ルオーディオプレーヤー（フラッシュメモリ）、デジタルオーディオ

プレーヤー（HDD）、CD プレーヤ、デッキ除くテープレコーダ、ヘッ

ドフォン及びイヤホン、IC レコーダ、補聴器）、補助記憶装置（ハー

ドディスク、USB メモリ、メモリーカード）、電子書籍端末、電子辞

書、電卓電子血圧計、電子体温計、理容用機器（ヘアドライヤー、ヘ

アーアイロン、電気かみそり、電気バリカン、電気かみそり洗浄機、

電動歯ブラシ）、懐中電灯、電子時計及び電気時計、ゲーム機（据置

型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘルドゲーム（ミニ電子ゲーム）、

ハイテク系トレンドトイ）、カー用品（カーナビ、カーカラーテレビ、

カーチューナ、カーステレオ、カーラジオ、カーCD プレーヤ、カー

DVD、カーMD、カースピーカ、カーアンプ、VICS ユニット、ETC
車載ユニット）、これらの付属品（リモコン、AC アダプタ、ケーブ

ル、プラグ・ジャック、充電器 等） 

4 岩国市 

携帯電話端末、PHS 端末、パーソナルコンピューター（モニターを含

む）（タブレット型情報端末を含む）、電話機、ファクシミリ、ラジ

オ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ、映像用機器

（DVD-ビデオ、HDD レコーダー、BD レコーダー/プレーヤー、ビデ

オテープレコーダー（セット）、チューナー、STB）、音響機器（MD
プレーヤー、デジタルオーディオプレーヤー（フラッシュメモリ）、

デジタルオーディオプレーヤー（HDD）、CD プレーヤー、デッキ除

くテープレコーダー、ヘッドフォン及びイヤホン、IC レコーダー、補

聴器）、補助記憶装置（ハードディスク、USB メモリ、メモリーカー

ド）、電子書籍端末電子辞書、電卓、電子血圧計、電子体温計、理容

用機器（ヘアドライヤー、ヘアーアイロン、電気かみそり、電気バリ

カン、電気かみそり洗浄機、電動歯ブラシ）、懐中電灯、電子時計及

び電気時計、ゲーム機（据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘ

ルドゲーム（ミニ電子ゲーム）、ハイテク系トレンドトイ）、カー用

品（カーナビ、カーカラーテレビ、カーチューナー、カーステレオ、

カーラジオ、カーCD プレーヤー、カーDVD、カーMD、カースピー

カー、カーアンプ、VICS ユニット、ETC 車載ユニット）、これらの

付属品（リモコン、AC アダプター、ケーブル、プラグ・ジャック、

充電器 等） 

特定対象品目

（16 品目）を

基本 

2  収集運搬について 

回収ボックスからの回収及び中間処理施設までの運搬は、認定事業者である共英製

鋼株式会社から委託を受けた収集運搬事業者である国山株式会社が実施する。 

(1) ボックスからの収集運搬について 

山口、萩、防府、岩国の４市で実施する。公的施設等に設置したボックスより

使用済小型電子機器等を回収し、共英製鋼株式会社山口事業所内のストックヤー

ドに運搬、計量する。 
 

○回収主体：中間処理業者 
○回収頻度：週１回（山口市、防府市、岩国市）、月１回（萩市） 
○運搬先：中間処理業者内ストックヤード 
○計量方法：中間処理業者の計量器で計量 
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(2) ピックアップ回収からの収集運搬について 

萩、岩国の２市で実施する。収集したごみから、小型家電のピックアップ作業

を実施し、市の保管施設に集積する。中間処理業者が中間処理業者内のストック

ヤードに運搬、計量する。 
 

○回収主体：中間処理業者 
○回収頻度：週１回（岩国市）、月１回（萩市） 
○運搬先：中間処理業者内ストックヤード 
○計量方法：中間処理業者の計量器で計量 

(3) イベント回収からの収集運搬について 

防府市、岩国市の２市で実施する。市主催の各種イベントにおいて、小型家電

を回収し、市の保管施設に集積する。中間処理業者が中間処理業者内のストック

ヤードに運搬、計量する。 
 

○回収業者：中間処理業者 
○回収頻度：ボックス回収時に一緒に回収（防府市）、ピックアップ回収時に

一緒に回収（岩国市） 
○運搬先：市の保管施設に集積し、中間処理業者の施設まで運搬する。 
○計量方法：中間処理業者の計量器で計量 

 

3  中間処理・金属回収について 

実証事業においては、回収した使用済小型家電は中間処理事業者に無償で譲渡する

ものとする。（回収ボックス及び各市の一時保管場所から中間処理施設までの運搬費用

は、実証事業にて負担） 
実証事業で測定する項目は以下の通りである。 
 
○実証事業の期間中（平成 25 年 11 月 1 日～平成 26 年 2 月 28 日）の測定項目 
・「市別、使用済小型電子機器等の重量」 

 
○実証事業期間中に設定する２ヶ月間の詳細測定項目 
・「市別、品目別の個数及び重量」 
・「山口県全体での中間処理後の基板や鉄・非鉄スクラップ等の重量」 
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(1) 中間処理施設への運搬 

中間処理業者は実施市の回収量に応じて、週１回～月１回程度、公的施設等に設置

したボックス及び市の保管場所に集積した使用済小型電子機器等を回収し、中間処理

施設（山口県山陽小野田市）へ運搬する。 
回収ボックスからの回収は、中間処理事業者が、各市より借り受けた回収ボックス

のカギを使用する。回収状況については、各市・運営業務事務局に定期的に連絡をす

ることとする。 
各市における一時保管場所からの回収については、各市から連絡を受けた中間処理

事業者が回収日時を調整の上、公的施設等に設置したボックス及び市の保管場所から

中間処理施設内ストックヤードへ運搬を行う。 

(2) 中間処理・有用金属回収 

中間処理施設内ストックヤードに搬入された小型家電は、分別、解体、破砕、選別

を行う。具体的な回収対象品目、作業、回収品及び有用金属の回収は図表 7、図表 8
を想定する。また、破砕施設の外観を図表 9 に示す。 

 

図表 7 分別、解体、破砕、選別の対象品目、作業及び回収品 

対象品目 作 業 回 収 品 

制度対象品目 シュレッダー 
鉄、非鉄金属、廃プラスチック、溶融メ

タル 

 特定対象品目 手選別解体、シュレッダー 
基板、鉄、非鉄金属、廃プラスチック、 

溶融メタル 

（注）溶融メタル…ガス化溶融炉でシュレッダーダストを処理し抽出したもの 
 

図表 8 有用金属のリサイクル業者（想定） 
品目 事業者 回収品 

溶融メタル・基板 三井金属鉱業㈱ 
金、銀、銅、パラジウム、 

鉛、亜鉛 

鉄材 共英製鋼㈱山口事業所 鉄 

非鉄金属 

三井金属鉱業㈱ 銅、真鍮 

㈱アルミネ アルミニウム 

未定 ステンレス 
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図表 9 共英製鋼株式会社の破砕設備（外観） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市の実証事業の概要、分別、解体、破砕、選別から有用金属回収に至るまでのフ

ロー図を以下に示す。 
 

ア 山口市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 萩市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象機器の回収 回収・運搬 分別・保管 解体・破砕・選別 レアメタル等の回収
（売却・委託処理）

ボックス回収（29ヶ所）
・リサイクルプラザ（2ヶ所）
・総合支所（6ヶ所）

・地域交流センター（21ヶ所）

イベント回収

※イベント会場から市の保
管施設までは市で運搬

共英製鋼（株）
山口事業所

（週１回程度）

ボックス設置場所

共英製鋼（株）
山口事業所

リサイクルプラザ

共英製鋼（株）
山口事業所

保管倉庫

共英製鋼（株）山口事業所

選別 手解体 基板類

破砕
処理

シュレッ

ダーダスト

ガス化

溶融炉

溶融メタル

鉄 電気炉

非鉄金属
（銅・アルミ・真鍮・ステン）

三井金属鉱業（株）

共英製鋼（株）

山口事業所

国内非鉄金属リサイクル事業者
（三井金属鉱業（株）ほか）

対象機器の回収 回収・運搬 分別・保管 解体・破砕・選別
レアメタル等の回収

（売却・委託処理）

ボックス回収（7ヶ所）
・萩第二リサイクルセンター
・総合事務局（6ヶ所）

イベント回収

※イベント会場から市の保管施
設までは市で運搬

共英製鋼（株）
山口事業所

ボックス設置場所

共英製鋼（株）
山口事業所

共英製鋼（株）
山口事業所

保管倉庫

共英製鋼（株）山口事業所

選別 手解体 基板類

破砕
処理

シュレッ

ダーダスト

ガス化

溶融炉

溶融メタル

鉄 電気炉

非鉄金属
（銅・アルミ・真鍮・ステン）

三井金属鉱業（株）

共英製鋼（株）

山口事業所

国内非鉄金属リサイクル事業者
（三井金属鉱業（株）ほか）

ピックアップ回収

大井不燃物埋立処分場

共英製鋼（株）
山口事業所

（月１回）
＜大井不燃物埋立処分場＞
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ウ 防府市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 岩国市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象機器の回収 回収・運搬 分別・保管 解体・破砕・選別
レアメタル等の回収

（売却・委託処理）

ボックス回収（13ヶ所）
・市役所（1ヶ所）

・文化福祉会館（1ヶ所）
・クリーンセンター（1ヶ所）
・出張所（10ヶ所）

イベント回収

※イベント会場から防府市
クリーンセンターまでは市
で運搬

共英製鋼（株）
山口事業所

（週１回程度）
ボックス設置場所

共英製鋼（株）
山口事業所

防府市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

共英製鋼（株）
山口事業所

保管倉庫

共英製鋼（株）山口事業所

選別 手解体 基板類

破砕
処理

シュレッ

ダーダスト

ガス化

溶融炉

溶融メタル

鉄 電気炉

非鉄金属
（銅・アルミ・真鍮・ステン）

三井金属鉱業（株）

共英製鋼（株）

山口事業所

国内非鉄金属リサイクル事業者
（三井金属鉱業（株）ほか）

対象機器の回収 回収・運搬 分別・保管 解体・破砕・選別
レアメタル等の回収

（売却・委託処理）

ボックス回収（22ヶ所）
・市役所（1ヶ所）
・総合支所（７ヶ所）
・出張所（14ヶ所）

イベント回収

※イベント会場から市の保管施

設までは市で運搬

共英製鋼（株）
山口事業所

（週１回程度）
ボックス設置場所

共英製鋼（株）
山口事業所

共英製鋼（株）
山口事業所

保管倉庫

共英製鋼（株）山口事業所

選別 手解体 基板類

破砕
処理

シュレッ
ダーダスト

ガス化

溶融炉

溶融メタル

鉄 電気炉

非鉄金属
（銅・アルミ・真鍮・ステン）

三井金属鉱業（株）

共英製鋼（株）
山口事業所

国内非鉄金属リサイクル事業者
（三井金属鉱業（株）ほか）

ピックアップ回収

岩国市リサイクルプラザ

共英製鋼（株）
山口事業所

（週１回）
岩国市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ



- 山口県 13 - 

4  住民への周知・啓発について 

各市の広報、ウェブサイト、情報誌での周知、啓発に加え、ちらしを住民に配布、

のぼりを回収ボックスにあわせて掲示するなどの手段より、住民への啓発を図る。 
① 広報、ホームページ、情報誌での提供 
② ポスター、ちらし、パンフレット配布による周知、啓発 
③ 環境学習、講座等での周知、啓発 
 

図表 10 住民への広報・啓発活動の概要 
自治体名 のぼり ちらし ポスター その他の主な広報 

山口市 30 本 81,875 枚 - ・ウェブサイト 

萩市 25 本 24,500 枚 - ・広報誌 

防府市 30 本 53,000 枚 300 枚 
・広報誌、ウェブサイト 
・住民説明会の開催 
（延べ 455 回、20,211 人を対象） 

岩国市 23 本 65,000 枚 - ・ウェブサイト、広報誌 

（注）のぼりは回収ボックス設置場所にて掲示（回収ボックス正面右側に設置） 
ちらしは各市とも全戸配布 

 
 

図表 11 各市ののぼり（山口市、萩市、防府市、岩国市） 
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（山口市ちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（山口市ウェブサイト 平成 26 年 11 月 7 日更新） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（http://www.city.yamaguchi.lg.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=10070）（平成 26 年 2 月 3 日取得） 
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（萩市ちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市報 HAGI 2013（平成 25）年 11 月 15 日号） 
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（防府市ちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（防府市ポスター）           （広報ほうふ 2013 年 10 月 1 日号） 
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（防府市ウェブサイト（2013 年 10 月 17 日更新）） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/16/kodenkaisyu.html）（平成 26 年 2 月 3 日取得） 

 
（「新しいごみの分け方・出し方」（18 ページ）） 

（注）本冊子を用い住民向けの説明会を実施。その際、小型家電回収への協力依頼を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/uploaded/attachment/52492.pdf） 

  

＜住民向け説明会の概要＞ 

■開催期間 

・平成 25 年 10 月１日～12 月 19 日 

■対象自治会 

・264 自治会 

■延べ開催回数 

・455 回 

■参加人数 

・20,211 人 
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（岩国市ちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岩国市ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（http://www.city.iwakuni.lg.jp/www/contents/1383201846086/index.html）（平成 26 年 2 月 3 日取得） 
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（広報いわくに 2013 年 11 月 15 日号） 
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第3 実証事業結果 

1  収集運搬状況 

山口市での収集運搬の状況について整理する。平成 25 年 11 月 1 日から開始した本実

証事業において、中間処理事業者による初回回収時の状況を整理する。収集運搬は中間

処理事業者（共英製鋼株式会社）から委託を受けた収集運搬事業者（国山株式会社）が

実施している。 
山口市での初回回収は 11 月 6 日（水）に実施され、山口市リサイクルプラザを皮切

りに、順次回収ボックスから回収を行った。各回収ボックスは施錠管理されており、開

錠後、ボックス内部に設置された内容器から使用済小型家電を回収、収集運搬車両に人

力で詰め込む。量に応じて、回収車両は適宜選択されているが、初回回収時はワゴン車

にて運搬を行った。 
以下、山口市リサイクルプラザ、山口総合支所、白石地域交流センターでの回収の状

況を整理する。 
 

 

（山口市リサイクルプラザ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボックス設置状況 回収の様子 

・リサイクルプラザに入館して 10m ほど先のロビー真ん中に２台設置 
・来館者の目に付く場所に２台並んで設置されている 
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（山口総合支所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容器の内部 収集運搬車両への詰め込み（フレコン） 

ボックス設置状況 回収の様子 

内容器の内部 

・２箱とも内容器の１／３程度の量が回収されている。 
・回収された品目としては、テプラ、FAX、電話子機、電卓、携帯電話、リモコン（テレビ

やビデオデッキ等）、懐中電灯など 
・携帯電話が数個投入されていたが、破砕処理は行われていなかった。 

・内容器のいっぱいの量が回収されている。 
・回収された品目としては、電話機、扇風機、

リモコン、携帯電話、ケーブルなど。 
・新聞紙、ビデオテープなどの異物が混入。 
・携帯電話は、半分に割られているが破砕機は

使用されていなかった。 
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（白石地域交流センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容器の内部 

ボックス設置状況 回収の様子 

・内容器の１／３程度の量が回収されている。 
・回収された品目としては、小型のワープロ

機、 
懐中電灯、オーディオ機の一部、電卓、デ

ジカメ、携帯電話など 
・携帯電話は、破砕処理は行われていなかっ
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2  使用済小型電子機器等の回収結果 

(1) 回収数量 

使用済小型電子機器等の回収は、平成 25 年 11 月 1 日より一斉に開始し、平成 26 年

2 月 28 日までとした。なお、萩市のボックス回収は 11 月 15 日より開始している。 
防府市では、10 月 19 日に「愛情防府フリーマーケット」でイベント回収を実施、岩

国市では、11 月 16 日に「エコフレンズまつり 2013」でイベント回収を実施している。 
 

図表 12 使用済小型電子機器等の回収期間 
自治体名 回収開始日 回収終了日（注） 備考 

山口市 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日  
萩市 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・ボックス回収は 11 月 15 日から 

防府市 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・10 月 19 日にイベント回収 

岩国市 平成 25 年 11 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・11 月 16 日にイベント回収 
（注）実証事業としての回収を終了する日時 

 

ア 実証事業期間中の回収数量 
平成 25 年 11 月から平成 26 年 2 月までの回収結果を図表 13 および図表 14 に整理

する。４市合計で 42,107kg、うちボックスでの回収が４市合計で 12,005kg、ピックアッ

プが２市合計で 30,102kg となっている。 
萩市が最も多く 28,247kg、次いで防府市が 6,140kg、岩国市が 6,080kg、山口市が

1,640kg となっている。回収方法別にみると、萩市のピックアップ回収が最も多く

27,882kg、次いで防府市のボックス回収が 6,140kg、岩国市のボックス回収 3,860kg、
ピックアップ回収が 2,220kg と続く。 
 

図表 13 使用済小型電子機器等の回収結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注 1）萩市のボックス回収は 11 月 15 日より開始。11 月実績は半月分の回収実績。 
（注 2）防府市：10 月 19 日にイベント回収を実施（愛情防府フリーマーケット）。11 月実績に含む。 
（注 3）岩国市：11 月 16 日にイベント回収を実施（エコフレンズまつり 2013）。11 月実績に含む。 

 

 

(単位:kg）

平成25年 平成26年 合計
11月 12月 １月 ２月 (方法別） （市別）

山口市 ボックス 540 400 400 300 1,640 1,640
萩市 ボックス 5 180 100 80 365

ピックアップ 6,713 9,434 6,070 5,664 27,882
防府市 ボックス 1,460 2,100 1,420 1,160 6,140 6,140
岩国市 ボックス 1,240 1,240 980 400 3,860

ピックアップ 460 1,300 400 60 2,220

合計 10,418 14,654 9,370 7,664

（うちボックス） 3,245 3,920 2,900 1,940 12,005
（うちピックアップ） 7,173 10,734 6,470 5,724 30,102

28,247

6,080

42,107
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図表 14 使用済小型電子機器等の回収結果（市別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 月別の回収数量の推移 
各市での月別・回収方法別の回収数量の推移を図表 15 から図表 16 に整理する。 
 
山口市での月別の回収実績を図表 15 に整理する。実証事業開始の 11 月が 540kg と

最も多い。次いで、12 月、１月がそれぞれ 400kg、2 月が 300kg となっており、回収

量は減少する傾向がみられる。 
 

図表 15 山口市での月別の回収実績（ボックス回収） 
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萩市での月別の回収実績を図表 16 に整理する。 
ピックアップ回収について、12 月が 9,434kg と最も多い。次いで、11 月が 6,713kg、

１月が 6,070kg、２月が 5,664kg となっており、回収量は減少する傾向がみられる。 
ボックス回収については、ピックアップ回収同様、12 月が 180kg と最も多い。次い

で、1 月が 100kg、2 月が 80kg となっており、回収量は減少する傾向がみられる。 
 

図表 16 萩市での月別の回収実績（ボックス回収、ピックアップ回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）萩市のボックス回収は 11 月 15 日より実施。 

 

防府市での月別の回収実績を図表 17 に整理する。 
実証事業開始の 12月が 2,100kgと最も多い。次いで、11月が 1,460kg、１月が 1,420kg、

２月が 1,160kg となっており、回収量は減少する傾向がみられる。 
 

図表 17 防府市での月別の回収実績（ボックス回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）防府市のボックス回収には 10 月 19 日のイベント回収を含む 
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岩国市での月別の回収実績を図表 18 に整理する。 
ボックス回収について、実証事業開始の 11 月と 12 月が 1,240kg と同数で多くなっ

ている。次いで、１月が 980kg、２月が 400kg となり、回収量は減少する傾向がみら

れる。 
ピックアップ回収について、12 月が 1,300kg と最も多い。次いで、11 月が 460kg、

１月が 400kg、２月は 60kg となっており、回収量は減少する傾向がみられる。 
 

図表 18 岩国市での月別の回収実績（ボックス回収、ピックアップ回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 人口１人あたりの排出量 
人口１人あたりの使用済小型電子機器等の回収量について、実証事業の回収期間か

ら、年間回収数量を推計する（1 人当たりの回収量［kg/人･年］＝回収量［kg］÷４

［月］×12［月/年］÷人口［人］）。また、設置したボックスあたりの回収数量（＝ボッ

クスでの回数数量÷ボックス設置数）も合わせて図表 19 および図表 20 に整理する。 
人口１人あたりの回収数量について、図表 20 によると、最も多いのは萩市の 1.60kg/

人・年、次いで防府市 0.16kg/人・年、岩国市 0.13 kg/人・年、山口市の 0.03 kg/人・年

となっている。ボックス回収及びピックアップ回収を実施している萩市が他市と比較

して圧倒的に多く回収されており、ボックス回収のみである山口市、防府市、ボック

ス回収及びピックアップ回収を並行実施している岩国市よりも人口１人あたりの回

収数量も多くなっている。 
また、図表 19 によると、ボックスあたりの回収数量は、防府市が最も多く 472kg/

ボックス、岩国市 175kg/ボックス、山口市 57kg/ボックス、萩市 52kg/ボックスとなっ

ている。 
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図表 19 住民１人あたり、回収ボックスあたりの使用済小型電子機器等の回収量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）１人当たりの回収量[kg/人・年]＝回収量［kg］÷４［月］×12［月/年］÷人口［人］ 

合計については 4 市合計の人口で除している 
 

図表 20 人口１人あたりの使用済小型電子機器等の回収量（推計） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）１人当たりの回収量[kg/人・年]＝回収量［kg］÷４［月］×12［月/年］÷人口［人］ 
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（うちピックアップ） 30,102 0.06 0.18 -
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(2) 品目別の回収状況 

平成 25 年 12 月～平成 26 年 1 月に回収された使用済小型電子機器等を品目別に分別

し、その数量及び重量を品目別に計測する。 
分別の区分は施行令第１条に定められた 28品目およびガイドラインに示された特定

対象品目 16 分類に沿って行った。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市より収集された使用済小型電子機器類（フレコンで保管） 

対象品目ごとの分別２ 

対象品目ごとの分別１ 
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分別作業の様子１ 

分別後の様子２ 

計測の様子（品目ごと） 
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ア 山口市ボックス回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 12 月から平成 26 年 1 月に回収された 962

個、806.3kg を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品

目（16 品目）とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「1.携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」（なお、山口

市ではパーソナルコンピュータの回収は行っていない）が最も多く 163 個、次い

で「11.理容用機器」が 116 個、「16.これらの付属品」が 97 個と続く。 
・重量では、「5.映像用機器」が最も多く 102.3kg、次いで「2.電話機、ファクシミリ」

が 79.8kg、「16 これらの付属品」が 70.8kg と続く。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が最も多く 2.84kg/個、次いで「15.カー用

品」が 1.48kg/個と続く。 
 

図表 21 品目別の個数・重量の計測結果（山口市ボックス回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（その他を除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

 

 

 

品目 ①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 163 57.5 16.9% 7.1% 0.35

2 電話機、ファクシミリ 81 79.8 8.4% 9.9% 0.98

3 ラジオ 45 3.4 4.7% 0.4% 0.07

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 49 16.1 5.1% 2.0% 0.33

5 映像用機器 36 102.3 3.7% 12.7% 2.84

6 音響機器 28 5.7 2.9% 0.7% 0.20

7 補助記憶装置 34 12.2 3.5% 1.5% 0.36

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 65 10.9 6.8% 1.3% 0.17

10 電子血圧計、電子体温計 14 11.5 1.5% 1.4% 0.82

11 理容用機器 116 29.4 12.1% 3.6% 0.25

12 懐中電灯 55 12.0 5.7% 1.5% 0.22

13 時計 38 21.8 4.0% 2.7% 0.57

14 ゲーム機 31 12.5 3.2% 1.6% 0.40

15 カー用品 22 32.6 2.3% 4.0% 1.48

16 これらの付属品 97 70.8 10.1% 8.8% 0.73

17 その他（上記分類が困難なもの） 88 327.2 9.1% 40.6% 3.72

962 805.3 100.0% 100.0% 0.84合計



- 山口県 31 - 

個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が最も多く全

体の 16.9％を占め、次いで「理容用機器」が 12.1％、「これらの付属品」が 10.1％
と続く。「電話機・ファクシミリ」「電子製品、電卓」を含め、上位 6 品目で全体

の 54.3％を占めている。 
・重量では、「映像用機器」が最も多く全体の 12.7％、「電話機、ファクシミリ」が

9.9％と。「これらの付属品」が 8.8％と続く「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナ

ルコンピュータ」「カー用品」を含め、上位 5 品目で全体の 42.6％を占める。 
 
 
図表 22 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（山口市ボックス回収） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 163 1 映像用機器 102.3

2 理容用機器 116 2 電話機、ファクシミリ 79.8

3 これらの付属品 97 3 これらの付属品 70.8

4 電話機、ファクシミリ 81 4 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 57.5

5 電子辞書、電卓 65 5 カー用品 32.6

その他 440 その他 462.4
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イ 萩市ボックス回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 12 月から平成 26 年 1 月に回収された 52

個、183.5kg を対象に実施した。品目の分類は、施行令第一条に示された制度対象品

目（28 品目）とし、「上記品目の付属品」、「その他」として分類困難なものを計測し

た。 
・個数では、「13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具」が最も多く 10

個、次いで「1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」が 9 個、

「8 プリンターその他の印刷装置」が 5 個と続く。 
・重量では、「1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」が最も多く

56.4kg、次いで「13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具」が 38.2kg
と続く。 

・１個当たり重量では、「1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」

が最も多く 6.27kg、次いで「8 プリンターその他の印刷装置」が 4.40kg/個、「24 電

気芝刈機その他の園芸用電気機械器具」が 4.20kg/個と続く。 
 

図表 23 品目別の個数・重量の計測結果（萩市ボックス回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（その他を除く） 
（注２）品目は制度対象品目 28 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

品目 ①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 9 56.4 17.3% 30.7% 6.27

2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 4 0.4 7.7% 0.2% 0.10

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 0 0.0 - - -

4
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用
機械器具

1 0.2 1.9% 0.1% 0.20

5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気
音響機械器具

2 8.2 3.8% 4.5% 4.10

6 パーソナルコンピュータ 3 11.2 5.8% 6.1% 3.73
7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶媒体 1 0.2 1.9% 0.1% 0.20
8 プリンターその他の印刷装置 5 22.0 9.6% 12.0% 4.40
9 ディスプレイその他の表示装置 2 6.6 3.8% 3.6% 3.30
10 電子書籍端末 0 0.0 - - -
11 電動ミシン 0 0.0 - - -
12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 0 0.0 - - -
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 10 38.2 19.2% 20.8% 3.82
14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 0 0.0 - - -
15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 0 0.0 - - -
16 フィルムカメラ 0 0.0 - - -
17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 0 0.0 - - -
18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具 0 0.0 - - -

19
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電
気機械器具

1 1.4 1.9% 0.8% 1.40

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 1 1.7 1.9% 0.9% 1.70
21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 2 0.6 3.8% 0.3% 0.30
22 電気マッサージ器 0 0.0 - - -
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 0 0.0 - - -
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 1 4.2 1.9% 2.3% 4.20
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 0 0.0 - - -
26 電子時計及び電気時計 0 0.0 - - -
27 電子楽器及び電気楽器 0 0.0 - - -
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 2 0.6 3.8% 0.3% 0.30
29 上記品目の付属品 1 4.2 1.9% 2.3% 4.20

30 その他（上記分類が困難なもの） 7 27.4 13.5% 14.9% 3.91

52 183.5 100.0% 100.0% 3.53合計



- 山口県 33 - 

 

個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具」が最も多く全体の

19.2％を占め、次いで「電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」

が 17.3％、「プリンターその他の印刷装置」が 9.6％と続く。「携帯電話端末、ＰＨ

Ｓ端末その他の無線通信機械器具」「パーソナルコンピュータ」を含め、上位 5
品目で全体の 59.6％を占めている。 

・重量では、「電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」が最も多く全

体の 30.7％、「電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具」が 20.8%、「プリ

ンターその他の印刷装置」が 12.0％と続く。「パーソナルコンピュータ」「デジタ

ルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具」を含め、

上位 5 品目で全体の 74.1％を占める。 
 
 
図表 24 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（萩市ボックス回収） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 10 1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 56.4

2 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 9 2 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 38.2

3 プリンターその他の印刷装置 5 3 プリンターその他の印刷装置 22.0

4 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 4 4 パーソナルコンピュータ 11.2

5 パーソナルコンピュータ 3 5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

8.2

その他 21 その他 47.5

19.2%

17.3%

9.6%
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ウ 萩市ピックアップ回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 12 月から平成 26 年 1 月に回収されたも

のを中心に 5,499 個、9573.5kg を対象に実施した。品目の分類は、施行令第一条に示

された制度対象品目（28 品目）とし、「上記品目の付属品」、「その他」として分類困

難なものを計測した。 
・個数では、「ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も多く

914 個、次いで「上記品目の付属品が」811 個、「携帯電話端末、PHS 端末その他

の無線通信機械器具」が 785 個と続く。 
・重量でも、「ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も多く

2,736.5kg、次いで「電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気

機械器具」737.5kg と、「デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他

の電気音響機械器具」652.4kg となっている。 
・１個当たり重量では、「9. ディスプレイその他の表示装置」が 9.21kg/個が最も多

く、次いで「8. プリンターその他の印刷装置」が 7.26kg/個と続く。 
 

図表 25 品目別の個数・重量の計測結果（萩市ピックアップ回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（その他を除く） 
（注２）品目は制度対象品目 28 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

品目 ①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 258 260.9 4.7% 2.7% 1.01
2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 785 92.2 14.3% 1.0% 0.12

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 108 88.8 2.0% 0.9% 0.82

4
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用
機械器具

138 517.7 2.5% 5.4% 3.75

5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気
音響機械器具

270 652.4 4.9% 6.8% 2.42

6 パーソナルコンピュータ 184 495.1 3.3% 5.2% 2.69
7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶媒体 56 31.4 1.0% 0.3% 0.56
8 プリンターその他の印刷装置 84 610.0 1.5% 6.4% 7.26
9 ディスプレイその他の表示装置 38 349.9 0.7% 3.7% 9.21
10 電子書籍端末 0 0.0 - - -
11 電動ミシン 14 71.0 0.3% 0.7% 5.07
12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 42 62.7 0.8% 0.7% 1.49
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 34 90.6 0.6% 0.9% 2.66
14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 21 31.0 0.4% 0.3% 1.48
15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 24 29.1 0.4% 0.3% 1.21
16 フィルムカメラ 43 21.1 0.8% 0.2% 0.49
17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 914 2,736.5 16.6% 28.6% 2.99
18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具 156 487.4 2.8% 5.1% 3.12

19
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電
気機械器具

390 737.5 7.1% 7.7% 1.89

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 199 355.9 3.6% 3.7% 1.79
21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 391 111.4 7.1% 1.2% 0.28
22 電気マッサージ器 33 79.8 0.6% 0.8% 2.42
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 0 0.0 - - -
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 4 13.9 0.1% 0.1% 3.48
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 367 505.1 6.7% 5.3% 1.38
26 電子時計及び電気時計 0 0.0 - - -
27 電子楽器及び電気楽器 9 34.2 0.2% 0.4% 3.80
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 126 80.4 2.3% 0.8% 0.64
29 上記品目の付属品 811 257.9 14.7% 2.7% 0.32
30 その他（上記分類が困難なもの） - 769.8 - 8.0% -

5,499 9,573.5 100.0% 100.0% 1.74合計
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（注３）萩市では、本実証事業の開始前より小型家電のピックアップ回収を行っており、本実証事業において 11
月以前に回収された小型家電も搬出している。平成 25 年 12 月回収分のうち、一部について、回収後に他の

月の回収分と 12 月回収分との区別が付かなくなり、一部他の月の組成調査結果で補完して示している。（12
月回収分の一部、１月回収分の全数、2 月の回収分の一部より集計） 

 

個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も多く

全体の 16.6％を占め、次いで「上記項目の付属品」が 14.7％、「携帯電話端末、Ｐ

ＨＳ端末その他の無線通信機械器具」の 14.3％となっており、「ヘアドライヤー、

電気かみそりその他の理容用電気機械器具」「電気アイロン、電気掃除機その他の

衣料用又は衛生用の電気機械器具」と含め、上位品目で全体の 59.8％を占めてい

る。 
・重量では、「ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が最も多く

全体の 28.6%を占め、「電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電

気機械器具」が 7.7％、デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の

電気音響機械器具の 6.8％と続く。「プリンターその他の印刷装置」「デジタルカメ

ラ、ビデオカメラ、DVD レコーダーその他の映像用機械器具」を含め、上位 5
品目で全体の 54.9％を占める。 

 
図表 26 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（萩市ピックアップ回収） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器
具

914 1
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器
具

2,736.5

2 上記品目の付属品 811 2
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用
の電気機械器具

737.5

3 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 785 3
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

652.4

4
ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械
器具

391 4 プリンターその他の印刷装置 610.0

5
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用
の電気機械器具

390 5
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映
像用機械器具

517.7

その他 2208 その他 4,319.4

16.6%

14.7%

14.3%

7.1%
7.1%

40.2%

ジャー炊飯器、電子レンジその

他の台所用電気機械器具

上記品目の付属品

携帯電話端末、PHS端末その他

の無線通信機械器具

ヘアドライヤー、電気かみそり

その他の理容用電気機械器具

電気アイロン、電気掃除機その

他の衣料用又は衛生用の電気

機械器具

その他

28.6%

7.7%

6.8%

6.4%

5.4%

45.1%

ジャー炊飯器、電子レンジその他

の台所用電気機械器具

電気アイロン、電気掃除機その

他の衣料用又は衛生用の電気

機械器具

デジタルオーディオプレーヤー、

ステレオセットその他の電気音響

機械器具

プリンターその他の印刷装置

デジタルカメラ、ビデオカメラ、

DVDレコーダーその他の映像用

機械器具

その他
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エ 防府市ボックス回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 2,476 個、4,107.9kg

を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）

とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「1.携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が最も多く

802 個、次いで「11.理容用機器」が 166 個、「14.ゲーム機」の 150 個と続く。 
・重量では、「1.携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 2,495.0kg

と多く、次いで「5.映像用機器」237.3kg、「2.電話、ファクシミリ」の 190.9kg と

なっている。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」最も多く 3.16kg/個、「1. 携帯電話端末・PHS

端末、パーソナルコンピュータ」が 3.11kg/個となっている。 
 

図表 27 品目別の個数・重量の計測結果（防府市ボックス回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（その他を除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

 

 

品目 ①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 802 2,495.0 32.4% 60.7% 3.11

2 電話機、ファクシミリ 110 190.9 4.4% 4.6% 1.74

3 ラジオ 51 20.9 2.1% 0.5% 0.41

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 109 33.7 4.4% 0.8% 0.31

5 映像用機器 75 237.3 3.0% 5.8% 3.16

6 音響機器 47 8.1 1.9% 0.2% 0.17

7 補助記憶装置 49 21.7 2.0% 0.5% 0.44

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 58 8.1 2.3% 0.2% 0.14

10 電子血圧計、電子体温計 15 3.6 0.6% 0.1% 0.24

11 理容用機器 166 45.9 6.7% 1.1% 0.28

12 懐中電灯 53 10.6 2.1% 0.3% 0.20

13 時計 118 46.4 4.8% 1.1% 0.39

14 ゲーム機 150 99.4 6.1% 2.4% 0.66

15 カー用品 52 54.8 2.1% 1.3% 1.05

16 これらの付属品 90 175.2 3.6% 4.3% 1.95

17 その他（上記分類が困難なもの） 531 656.8 21.4% 16.0% 1.24

2,476 4,107.9 100.0% 100.0% 1.66合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が最も多く全

体の 32.4%を占め、次いで「理容用機器」が 6.7%、「ゲーム機」が 6.1％、と続く。

「時計」「電話機、ファクシミリ」を含め、上位 5 品目で全体の 54.4％を占めてい

る。 
・重量では、「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が最も多く全

体の 60.7％、「映像用機器」が 5.8%、「電話機、ファクシミリ」が 4.6％と続く。

「これらの付属品」「ゲーム機」を含め、上位 5 品目で全体の 77.8％を占める。 
 
 
図表 28 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（防府市ボックス回収） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 802 1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 2,495.0

2 理容用機器 166 2 映像用機器 237.3

3 ゲーム機 150 3 電話機、ファクシミリ 190.9

4 時計 118 4 これらの付属品 175.2

5 電話機、ファクシミリ 110 5 ゲーム機 99.4

その他 1130 その他 910.3

32.4%

6.7%

6.1%
4.8%4.4%

45.6%

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

理容用機器

ゲーム機

時計

電話機、ファクシミリ

その他

60.7%

5.8%

4.6%

4.3%

2.4%

22.2%

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

映像用機器

電話機、ファクシミリ

これらの付属品

ゲーム機

その他
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オ 岩国市ボックス回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 1,358 個、1959.8.kg

を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）

とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「1.携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が最も多く

349 個、次いで「14.ゲーム機」が 105 個、「2.電話機・ファクシミリ」が 101 個と

続く。 
・重量では、「1.携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が多く 611.0kg、

次いで「5.映像用機器」が 352.2kg、「16.これらの付属品」が 180.4kg となってい

る。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が 4.17kg/個、次いで「16.これらの付属品」

が 2.86kg/個、「1. 携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 1.75kg/
個と続く。 

 

図表 29 品目別の個数・重量の計測結果（岩国市ボックス回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（その他を除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

品目 ①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 349 611.0 25.7% 31.2% 1.75

2 電話機、ファクシミリ 101 137.9 7.4% 7.0% 1.36

3 ラジオ 38 11.4 2.8% 0.6% 0.30

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 64 24.4 4.7% 1.2% 0.38

5 映像用機器 78 325.2 5.7% 16.6% 4.17

6 音響機器 22 10.9 1.6% 0.6% 0.49

7 補助記憶装置 10 3.1 0.7% 0.2% 0.31

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 44 6.4 3.2% 0.3% 0.14

10 電子血圧計、電子体温計 8 2.5 0.6% 0.1% 0.31

11 理容用機器 84 18.3 6.2% 0.9% 0.22

12 懐中電灯 56 13.9 4.1% 0.7% 0.25

13 時計 54 18.0 4.0% 0.9% 0.33

14 ゲーム機 105 38.1 7.7% 1.9% 0.36

15 カー用品 13 19.8 1.0% 1.0% 1.52

16 これらの付属品 63 180.4 4.6% 9.2% 2.86

17 その他（上記分類が困難なもの） 269 538.9 19.8% 27.5% 2.00

1,358 1,959.8 100.0% 100.0% 1.44合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が最も多く全

体の 25.7％を占め、次いで「ゲーム機」が 7.7％、「電話機、ファクシミリ」が、

7.4％と続く。「理容用機器」「映像用機器」を含め、上位 5 品目で全体の 52.8％を

占めている。 
・重量では、「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が最も多く全

体の 31.2％、「映像用機器」が 16.6%、「これらの付属品」が 9.2％と続く。「電話

機、ファクシミリ」「ゲーム機」を含め、上位 5 品目で全体の 65.9％を占める。 
 
 
図表 30 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（岩国市ボックス回収） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 349 1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 611.0

2 ゲーム機 105 2 映像用機器 325.2

3 電話機、ファクシミリ 101 3 これらの付属品 180.4

4 理容用機器 84 4 電話機、ファクシミリ 137.9

5 映像用機器 78 5 ゲーム機 38.1

その他 641 その他 667.4

25.7%

7.7%

7.4%

6.2%5.7%
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携帯電話端末・PHS端末、
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ゲーム機

電話機、ファクシミリ

理容用機器

映像用機器

その他

31.2%

16.6%

9.2%

7.0%1.9%

34.1%

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

映像用機器

これらの付属品

電話機、ファクシミリ

ゲーム機

その他
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カ 岩国市ピックアップ回収 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 885 個、1,438.7kg

を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）

とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が最も多く 127 個、次いで「6.音響機器」が 115

個、「17.1 その他小型家電（制度対象品目）」が 112 個、「1. 携帯電話端末・PHS
端末、パーソナルコンピュータ」が 107 個と続く。 

・重量では、「6.音響機器」が 347.5kg で最も多く、次いで「17.1 その他小型家電（制

度対象品目）」が 240.3kg、「4. デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」

が 210.4kg となっている。 
・１個当たり重量では、「5. 映像用機器」が最も重く 3.47kg/個、次いで「6. 音響機

器」が 3.02kg/個、「4. デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」が 2.86kg/
個と続く。 

 

図表 31 品目別の個数・重量の計測結果（岩国市ピックアップ回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（その他を除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 
（注３）実際の組成調査では、制度対象品目の 28 分類を実施しており、その結果を特定対象品目の分類に再集計

している。分類の都合により、「15.カー用品」については、「17.1 その他小型家電」に含まれている。 

品目 ①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 107 82.9 12.1% 5.8% 0.77

2 電話機、ファクシミリ 88 123.2 9.9% 8.6% 1.40

3 ラジオ 27 29.5 3.0% 2.1% 1.09

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 74 210.4 8.3% 14.6% 2.86

5 映像用機器 59 202.9 6.6% 14.1% 3.47

6 音響機器 115 347.5 13.0% 24.2% 3.02

7 補助記憶装置 6 5.2 0.7% 0.4% 0.86

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 20 5.0 2.3% 0.3% 0.25

10 電子血圧計、電子体温計 8 3.5 0.9% 0.2% 0.43

11 理容用機器 52 13.6 5.9% 0.9% 0.26

12 懐中電灯 4 5.0 0.5% 0.3% 1.24

13 時計 4 1.6 0.5% 0.1% 0.39

14 ゲーム機 61 59.7 6.9% 4.1% 0.98

15 カー用品 0 0.0 - - -

16 これらの付属品 127 14.7 14.3% 1.0% 0.12

17 その他小型家電（制度対象品目） 112 240.3 12.7% 16.7% 2.14

17 その他（上記分類が困難なもの） 22 94.0 2.5% 6.5% 4.27

885 1,438.7 100.0% 100.0% 1.62合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 14.3％を占め、次いで「音響機器」

が 13.0％、「その他小型家電（制度対象品目）」が 12.7％と続く。「携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」「電話機、ファクシミリ」を含め、上位品

目で全体の 62.1％を占めている。 
・重量では、「音響機器」が最も多く全体の 24.2%を占め、「その他小型家電（制度

対象品目）」が 16.7%、「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」が 14.6％
と続く。「映像用機器」「電話機、ファクシミリ」を含め、上位 5 品目で全体の 78.1％
を占める。 

 
図表 32 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（岩国市ピックアップ回収） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 127 1 音響機器 347.5

2 音響機器 115 2 その他小型家電（制度対象品目） 240.3

3 その他小型家電（制度対象品目） 112 3 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 210.4

4 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 107 4 映像用機器 202.9

5 電話機、ファクシミリ 88 5 電話機、ファクシミリ 123.2

その他 336 その他 314.5

14.3%

13.0%

12.7%

12.1%9.9%

37.9%

これらの付属品

音響機器

その他小型家電（制度対

象品目）

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

電話機、ファクシミリ

その他

24.2%

16.7%

14.6%

14.1%

8.6%

21.9%

音響機器

その他小型家電（制度対

象品目）

デジタルカメラ、ビデオカ

メラ、フィルムカメラ

映像用機器

電話機、ファクシミリ

その他
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(3) 中間処理の重量 

山口市、萩市、防府市、岩国市４市から回収された使用済小型電子機器等のうち、12
月に回収されたものを中心に、中間処理後の金属類等の含有状況について整理を行った。 
全体で 15,420kg を共英製鋼株式会社の協力を得て中間処理した際の品種別の割合を

見ると「シュレッダーA（鉄）」が最も多く 43.7％、「ダスト」が 40.9％と両者で全体の

8 割以上を占める。次いで、「アルミ主」が 4.3％、「モーターコア」が 4.0％、「リターン」

が 2.7％、「ハーネス」が 2.3％、「ステンレス主」と「基板」がそれぞれ 1.0％となる。 
鉄材（シュレッダーA）は、共英製鋼山口事業所において再度鉄材として利用、非鉄

金属（アルミ、ステンレス、ハーネスなど）は有用金属として他の事業者に販売、基板

及びダストを溶融した後に得られる溶融メタルは製錬にて金属回収される。 
 

図表 33 中間処理後の金属類等の重量（表） 
 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）品種は共英製鋼株式会社での分類基準 
（注２）シュレッダーA は、具体的な内容物は鉄。モーターコアはモーターの中核部品であり銅

を含む有価物。ハーネスは、主に電線等のケーブルであり銅を含む有価物。 
（注３）リターンは中間処理において回収しきれなかった残さ等。再度リサイクル工程に戻され

る。（ダストとは区別される） 
（注４）ダストは、ガス化溶融炉に入れ、溶融メタル及び溶融スラグ（40％）となる。残り（60％）

はガス化され熱回収する。 
 

図表 34 中間処理後の金属類等の重量（グラフ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

シュレッダーＡ, 
43.7%

アルミ主, 4.3%

ステンレス主, 
1.0%

モーターコア, 
4.0%

ハーネス, 2.3%

リターン, 2.7%

ダスト, 40.9%

基板, 1.0%

品種 重量（kg) 割合（％）
シュレッダーＡ 6,740 43.7%
アルミ主 660 4.3%
ステンレス主 160 1.0%
モーターコア 620 4.0%
ハーネス 360 2.3%
リターン 420 2.7%
ダスト 6,300 40.9%
基板 160 1.0%

合計 15,420 100%
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なお、同社では平成 26 年 12 月に、手選別ラインを備えた小型家電専用の破砕設備

を新たに設置し、本格稼働に向けての調整を進めている。今後、同専用破砕設備にお

いて破砕することで、より効率的なリサイクルが実施できるようになる。 
小型家電専用の破砕設備が本格稼働した際の分別・解体・破砕・選別フロー及びそ

の概観を以下に示す。 
 

図表 35 小型家電の分別・解体・破砕・選別のフロー（共英製鋼） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）共英製鋼提供資料 

 
 

図表 36 小型家電専用の破砕装置（本格稼働に向けて実証中） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設備外観）                （破砕後の状況） 
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3  住民アンケート 

(1) 防府市でのイベント回収時の住民アンケート 

ア 実施概要 
平成 25 年 10 月 19 日（土）に開催された「愛情防府フリーマーケット」において、

来場した市民の方を対象にアンケート調査を実施した。アンケート調査票は市職員が手

渡しし、その場で回答・回収を行った。 
回答数は 22 件であった。 
 

イ 結果概要 

(ア) 小型家電回収の認知状況 
「「愛情防府フリーマーケット」で使用済小型家電の回収を実施していることを

どのように知りましたか？（問１）」との設問に対し、「ちらし」との回答が最も多

く 54.5％（12 件）、次いで「広報紙」が 45.5％（10 件）、「市の説明会」が 31.8％（7
件）と続く。 

「その他」（4.5％、1 件）では、“新聞”といった回答が挙げられている。 
 

図表 37 小型家電回収の認知状況（防府市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 

 

◆「その他」の具体的な回答 
・新聞 

 

 

  

N=22 

9.1%

31.8%

54.5%

45.5%

4.5%

0.0%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

１．フリーマーケットに来て知った

２．市の説明会

３．ちらし

４．広報紙

５．インターネット

６．友人知人から

７．その他
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(イ) 持参した製品・使用期間について 
回収ボックスに持参してもらった製品及びその使用期間について、アンケートに

回答してくれた方（22 人）からの回収数は 28 件であった。 
品目別には、「携帯電話・PHS、パソコン」が最も多く 57.1％（16 件）、次いで「付

属品（リモコン、アダプタなど）」が 21.4％（6 件）、「ドライヤー、電気かみそり

など」が 7.1%（2 件）と続く。 
 

図表 38 アンケート回答者からの回収品目（防府市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回収ボックスに排出するまでの使用年数について、「携帯電話・PHS、パソコン」

（N=15）は平均 10.0 年、最大 15 年、最小 3 年となっている。「付属品（リモコン、

アダプタなど）」（N=6）は平均 6.8 年、最大 15 年、最小 2 年となっている。 
 

図表 39 アンケート回答者からの回収品目・使用年数（防府市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．携帯電話・PHS、パソコン

57.1%

２．電話機、ファクシミリ

3.6%

６．音響機器

（MD・CDﾌﾟﾚｰﾔｰ）
3.6%

７．ハードディスク、USBメモリなど

3.6%

10．電子血圧計、体温計

3.6%

11．ドライヤー、電気かみそりなど

7.1%

16．上記の付属品

（ﾘﾓｺﾝ、ｱﾀﾞﾌﾟﾀなど）
21.4%

品目別回収数 使用状況（年）

回答数 （割合） 平均 最大 最小 回答数

１．携帯電話・PHS、パソコン 16 57.1% 10.0 15 3 15
２．電話機、ファクシミリ 1 3.6% 10.0 10 10 1
３．ラジオ 0 0.0% - - - -
４．デジカメ、ビデオカメラなど 0 0.0% - - - -
５．映像機器（ﾋﾞﾃﾞｵ、ﾚｺｰﾀﾞｰなど） 0 0.0% - - - -
６．音響機器（MD・CDﾌﾟﾚｰﾔｰなど） 1 3.6% 8.0 8 8 1
７．ハードディスク、USBメモリなど 1 3.6% 5.0 5 5 1
８．電子書籍端末 0 0.0% - - - -
９．電子辞書、電卓 0 0.0% - - - -
10．電子血圧計、体温計 1 3.6% 10.0 10 10 1
11．ドライヤー、電気かみそりなど 2 7.1% 4.3 5 3 3
12．懐中電動 0 0.0% - - - -
13．電子時計 0 0.0% - - - -
14．ゲーム機（据置型、携帯型） 0 0.0% - - - -
15．カー用品（ｶｰﾅﾋﾞ、ｽﾃﾚｵなど） 0 0.0% - - - -
16．上記の付属品（ﾘﾓｺﾝ、ｱﾀﾞﾌﾟﾀなど） 6 21.4% 6.8 15 2 6
合計 28 100.0% - - - -

N=28 
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(ウ) 自宅で眠っている製品について 
「使用せず自宅で眠っている製品について」当てはまる製品を回答してもらった。 
「携帯電話・PHS、パソコン」との回答が最も多く 13.6％（3 件）となっており、

「デジカメ、ビデオカメラなど」「映像機器（ビデオ、レコーダーなど）」「ドライ

ヤー、電気かみそりなど」「ゲーム機（据置型、携帯型）」がそれぞれ 9.1％（2 件）、

「電話機、ファクシミリ」「ラジオ」がそれぞれ 4.5％（１件）となっている。 
 

図表 40 自宅で眠っている製品について（防府市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、また、該当するものがな

い場合には無回答となる。上記回答の合計は 100％とならない。 
 

(エ) 今後の小型家電回収ボックスの利用意向 
小型家電回収ボックスの今後の利用意向について、全ての人が「利用してみたい」

（100.0%、22 件）との回答であり、「利用しない」との回答はなかった。 
 

図表 41 小型家電の回収ボックスの利用意向（防府市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．利用してみたい

100.0%

２．利用しない

0.0%

N=22 

N=22 

13.6%

4.5%

4.5%

9.1%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

1．携帯電話・PHS、パソコン

2．電話機、ファクシミリ

3．ラジオ

4．デジカメ、ビデオカメラなど

5．映像機器（ﾋﾞﾃﾞｵ、ﾚｺｰﾀﾞｰなど）

6．音響機器（MD・CDﾌﾟﾚｰﾔｰなど）

7．ハードディスク、USBメモリなど

8．電子書籍端末

9．電子辞書、電卓

10．電子血圧計、体温計

11．ドライヤー、電気かみそりなど

12．懐中電動

13．電子時計

14．ゲーム機（据置型、携帯型）

15．カー用品（ｶｰﾅﾋﾞ、ｽﾃﾚｵなど）

16．上記の付属品（ﾘﾓｺﾝ、ｱﾀﾞﾌﾟﾀなど）
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（参考）使用したアンケート調査票 
 

防府市 使用済小型家電リサイクルに関するアンケート 
 
環境省では、平成 25 年 4 月からの「小型家電リサイクル法」施行を踏まえ、使用済小型家電の回収

に関する実証事業を実施しています。防府市は、実証事業対象地域の 1 つとして実証事業に参加、市

民の皆様から不用となった小型家電の回収・リサイクルを行っています。 
実証事業の一環として、小型家電を持参いただいた皆様に、その状況や小型家電リサイクルの取組

みに対するご意見をいただきたく、アンケートにご協力をいただけますと幸いです。 
 

問１ 「愛情防府フリーマーケット」で使用済小型家電回収を実施していることをどのように知りまし

たか？（当てはまるものすべてに○） 
 
１．フリーマーケットに来て知った（事前には知らなかった） 

２．市の説明会    ３．ちらし    ４．広報紙      ５．インターネット 

６．友人知人から   ７．その他（            ） 
 

問２ 持参いただいた製品、その使用期間、使用せず自宅に眠っている製品について回答ください。 
※「１」には、本日持参した小型家電について、該当する製品すべてに○を付けてください。 

「２」には、その製品をどの程度の期間使っていたか、おおよその年数を記入してください。 
「３」には、使用せず自宅で眠っている製品について、該当するものすべてに○を付けてください。 

 

 １．持参した製品 ２．使っていた 
期間 

３．自宅で眠って

いる製品 
（記入例）１．携帯電話・PHS、パソコン ○ ６年くらい ○ 
１．携帯電話・PHS、パソコン  年くらい  
２．電話機、ファクシミリ  年くらい  
３．ラジオ  年くらい  
４．デジカメ、ビデオカメラなど  年くらい  
５．映像機器（ﾋﾞﾃﾞｵ、ﾚｺｰﾀﾞｰなど）  年くらい  
６．音響機器（MD・CD ﾌﾟﾚｰﾔｰなど）  年くらい  
７．ハードディスク、USB メモリなど  年くらい  
８．電子書籍端末  年くらい  
９．電子辞書、電卓  年くらい  
10．電子血圧計、体温計  年くらい  
11．ドライヤー、電気かみそりなど  年くらい  
12．懐中電動  年くらい  
13．電子時計  年くらい  
14．ゲーム機（据置型、携帯型）  年くらい  
15．カー用品（ｶｰﾅﾋﾞ、ｽﾃﾚｵなど）  年くらい  
16．上記の付属品（ﾘﾓｺﾝ、ｱﾀﾞﾌﾟﾀなど）  年くらい  

※品目の分類は、回収ボックスの天板に記載している「回収品目」、またはちらし等もご参照ください 
 

問３ 防府市では、今後も小型家電回収ボックス使った回収事業を進めていく予定です。 
今後も、小型家電回収ボックスを利用したいと思いますか？（当てはまるもの１つに○） 

 
１．利用してみたい    ２．利用しない    ３．分からない 
 

問４ 使用済小型家電の回収・リサイクルについてご意見があれば自由にご記入ください。 
 
 
  

~以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございます~ 
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第4 実証事業結果の考察 

前述の実証事業結果を踏まえ、異物混入対策、個人情報保護への対策、人口１人あた

りの年間回収重量、効率的な回収方法について考察を行った。 
 
○異物混入物への対策 

・回収ボックスでの回収を中心に、異物混入状況について整理する（ここでは、回収対

象ではない使用済み小型電子機器、小型家電以外のもの）。前述「品目別の回収状況」

（28～40 ページ）にて報告したうち、「その他」（山口市、防府市、岩国市では「17
その他」、萩市では「30 その他」）に整理されたものが異物となり、各市でその割合は

異なるが、１割～４割確認されている（いずれも重量割合）。 
・具体的な異物の内容について、品目別の回収状況の計測時の確認では、「使用済み小

型家電以外のもの」の異物混入は限定的であったが、本実証事業での回収対象でない

使用済み小型家電が一定量含まれていた。例えば、小型家電以外の異物としては、プ

リンタの交換カードリッジ、カセットテープ、ゲームソフト、ケーブル類、プラスチッ

ク類・紙類（特に家庭から持参する際に用いた紙袋・ビニール袋など）のごみなどが

確認されている。 
・回収ボックスからの回収を担当した事業者への聞き取りからは「異物としては、弁当

の容器包装、新聞・雑誌など、一般的なごみが多かった。場合によってはごみ箱と間

違えて入れてしまった人もいるのではないかと感じている。」とのことであった。 
・他の地域での実証事業でも一定量の異物混入が確認されており、ちらしや回収ボック

スでの案内等で丁寧に説明はしていても、住民にとっては、いずれが回収対象なのか

判断が難しい、または、“回収ボックスの投入口に入れば回収してもらえるのであろ

う”、“せっかく持ってきたから入れてしまおう”という心理が働いていることも推測

される。 
・また、携帯電話の充電式であるリチウムイオン電池、時計などの一次電池などが内蔵

された状態で排出されることも多く確認された。ちらしや回収ボックスでの案内等で

「出せないもの」の例として「充電式電池」「乾電池」を明記し、取り出してからの

排出を依頼しているが十分に対応されたとは言い難い状況である。電池類は回収時ま

たは中間処理施設での破砕時に火災・事故等に繋がる可能性もあり、取り外して排出

していただくことを徹底していく必要がある。 
・回収ボックスに入りきらない小型家電が置き去りにされている事例が数件確認されて

いる。例えば、音響機器やデスクトップ PC が回収ボックス周辺に置き去りにされて

いる事例、回収ボックスの投入口（40cm×20cm）に入りきらないのに無理矢理デス

クトップ PC を投入している事例などが報告されている。 
・これらは不適切な事案であり、住民への周知徹底とともに、合わせて、それら機器の

排出方法を丁寧に案内していくことが必要と考えられる。ちらし等には回収ボックス

以外の排出方法（燃えないごみ、金属ごみ等で排出することも可能な旨）を案内して

いるが、徹底していくことが求められる。 
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○個人情報保護への対策 

・本実証事業では「個人情報は必ず消去してください」という注意事項をちらし、回

収ボックス等で明記した上で回収を行っている。特に、パソコン、携帯電話におい

て個人情報保護が求められる。 
・パソコンに関しては、「例え、自らがデータを削除しても、専門の業者であればデー

タを復旧させることが可能であり、漏洩する可能性はゼロではないのではないか」

との問い合わせが寄せられている。 
・また、山口市においては、回収ボックスに携帯電話破壊工具を設置し、必要に応じ

て利用してもらうよう促している。事業実施当初には、携帯電話破壊工具の使用方

法等に関して問い合わせがあると想定されていたがほとんど寄せられることはなく、

また携帯電話破壊工具を利用しているケースも一部にとどまった。 
・問い合わせが少ないこと、または同工具の利用が少ないという事実に対して、“市民

自らが排出時点で個人情報を消去しているので問題ない”ということか、“市が回収

するのだから安心であろう”ということか、または違う考え方に基づくものか判断

は困難であるが、万全を期して回収していくことが必要である。 
・個人情報の削除は、住民の自らの責任で行うことが原則である。住民が排出した時

点から、中間処理事業者での回収・保管・リサイクルの過程において、回収された

小型家電の管理徹底が行われているが、仮に住民が携帯電話を排出する時点で個人

情報の消去を行わなかった場合には、懸念・リスクはゼロにはならないため、引き

続き住民に対しての周知徹底していくことが望ましい。 
 
○人口１人あたりの年間回収重量、効率的な回収方法について 

・人口１人あたりの回収量（kg/人・年）について、小型家電リサイクル法の基本方針に

おいて、「市町村または認定事業者等により回収され再資源化を実施する量の目標【平

成 27 年度までに 14 万ｔ/年、１人当たり１㎏/年 （回収率約 20％）】」とされている。 
 

（ボックス回収について） 

・１人あたりの年間回収量（kg/人・年）では、防府市が最も多く 0.16 kg/人・年、岩国

市が 0.08 kg/人・年、山口市が 0.03 kg/人・年、萩市が 0.02 kg/人・年となっている。 
・このボックス回収での回収量の大小は、「排出対象となる人口」、「回収対象品目（例

えば、パソコンを含めるか）」、「ボックスの設置位置・利便性（例えば、設置施設の

開館時間など）」、「使用済み小型電子機器等の他の回収方法（例えば、金属ごみなど）」

などによって変わることが想定される。 
・また、いずれの市でも回収量は実証事業開始当初よりも、減少する傾向にある。（24

ページなど） 
・各市でのボックス回収の特徴を整理する。 
－山口市では、「金属・小型家電製品」として従来から小型家電製品を明記して回収

を行っていること、対象品目からパソコンを対象外としていることなどが特徴とし

てあげられる。 
－萩市では、ピックアップ回収も行っていること、制度対象品目全般を対象に回収を
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行っていること、「燃やせないごみ」として従来から回収を行っていること（ただ

し、パソコンは本実証事業から回収対象となる）ことが特徴としてあげられる。 
－防府市では、「燃やせないごみ」として従来から回収を行っていること、平成 26 年

4 月からごみの分別区分の見直しに合わせて「新しいごみ分け方・出し方」を作成・

配布、小型家電の回収を位置づけている。同冊子をもとに住民への説明会を開催す

るなど、他の地域よりも積極的な市民への周知を行っている。（なお、住民アンケー

トにおいても、認知機会として「ちらし」（54.5％）、「広報紙」（45.5％）に次ぎ、「市

の説明会」（31.8％）が挙げられている。（詳細は 44 ページ参照）） 
－岩国市では、ピックアップ回収も行っていること、「金属類及び破砕ごみ」として

従来から回収を行っていることが特徴としてあげられる。（ただし、パソコンはボッ

クス回収のみ） 
・実証事業の開始時（11 月～12 月頃）の回収量が相対的に多くなっているのは、市民

への広報・啓発の結果と考えられる。防府市において、他の地域に比べて回収量が

多くなっているのは住民への説明会開催ということも１つの要因として考えられる。

住民からの排出を促すという観点では、ライフスタイルとして定着するまで、定期

的・継続的な広報・啓発が求められる。 
 

（ピックアップ回収について） 

・１人あたりの年間回収量（kg/人・年）では、萩市が 1.58 kg/人・年、岩国市が 0.05 kg/
人・年となっている。 

・両市での違いとしては、萩市では制度対象品目全般を対象に、岩国市では特定対象

品目のみを対象としている点がある。 
・萩市は、他地域での実証事業の結果と比しても、回収量が多くなっているが、定性

的には、丁寧なピックアップ作業（有料ごみ袋で収集しているが、全ての袋を開封

し、小型家電が排出されているか確認していること）、他に引取ってくれる事業者・

店舗等が相対的に少ないこと、といったことが理由として考えられる。 
・また、萩市では、本実証事業の開始前から小型家電製品のピックアップを実施して

おり、実証事業開始前である平成24年1月～平成25年5月までの回収量は81,210kg、
1 ヵ月あたりに換算すると 4,512kg/月となっている。本実証事業の期間中（4 ヵ月）

の平均回収量は 6,970kg/月であり、約 1.5 倍に増加している。増加している要因とし

ては、本実証事業に合わせて市民への周知を行ったことに加え、①ピックアップの

対象品目を拡大し、制度対象品目（28 品目）を対象とし、従来はピックアップして

いなかった比較的小型な製品も丁寧にピックアップしたこと（品目の拡大について

は、例えば、全体重量の 5%程度を占めるパソコンが回収対象に追加された（詳細は

図表 25））、②実証事業では他の月と比べて回収量が多いと考えられる 12 月を含ん

だ４ヵ月の平均値であること、などが想定されるが、詳細については、今後小型家

電の回収を継続し１年程度の実績蓄積を待って検討する必要がある。 
 

（効果的・効率的な回収について） 

・本実証事業において山口県で実証した方式は、中間処理事業者が各市に設置された
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回収ボックスから回収を行っている点が特徴である（他の地域での実証事業では、

回収ボックスから各市の一次保管場所までの運搬は各市が実施するケースが多い）。 
・回収ボックスからの回収を担当した事業者への聞き取りからは「毎週回収を行った

が、市街地や人口の多い地点に設置された回収ボックスからは毎回一定量が回収さ

れたが、山間部で設置された回収ボックスでは全く入っていない、または１つだけ

ということもあった。効率的な回収としては、設置場所の特性に応じて回収頻度を

見直すことも必要ではないか。」とのことであった。 
・本実証事業においても、萩市では、ボックス内の数量が少ない場合には事前に回収

事業者に連絡をいれ、当該週は回収しなくて良いとの指示を出しており、設置場所

の特性に応じて回収頻度を工夫していた。 
・本実証事業において山口県で実証した方式は、各市で回収ボックスからの回収体制

を構築することなく、中間処理事業者に委託することで効率的な小型家電の回収が

期待されるが、一方で、中間処理事業者で収集運搬コストが発生しており、場合に

よってはその収集運搬費用を市から支払うケースも想定される。これは、各市と中

間処理事業者との契約内容であり、回収された小型家電の数量や品目を考慮した資

源価値によっても異なるが、いずれが各市で望ましいのかは地域の実情に応じての

検討が必要となる。 
・山口県で実証した中間処理事業者が各回収ボックスから回収を行う方式、または他

の地域で実証した各市が一次保管場所まで運搬する方式、いずれにせよ、各回収ボッ

クスによって投入される小型家電の量は異なり、回収ボックスごとの回収頻度につ

いては効率化を図っていくことが必要である（多い回収ボックスは週に１回、少な

いところは２週に１回など）。 
 

（以上） 
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第1 実証事業の目的 

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（以下「小型家電リサイク

ル法」という。）が平成 25 年４月から施行されたことを受け、環境省、経済産業省及

び地方公共団体においては、家庭より排出される使用済小型電子機器等（デジタルカ

メラ、ゲーム機等）の回収のための体制整備を順次行うこととしている。 
このため、本事業は、住民から排出される使用済み小型電子機器等を効率的に回収

する方法を検討することを目的とし、環境省で募集を行った「小型電子機器等リサイ

クルシステム構築実証事業」（平成 24 年度第二次）において認定を受けた地域を対象

として、実証事業を行ったものである。 
また、本実証事業は、小型家電リサイクル法に基づくリサイクルシステムの構築及

び更なる改良のための試験研究を想定していることから、実施に当たっては、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）を遵守するとともに、

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律及び基本方針、使用済小型電子

機器等の回収に係るガイドライン並びに使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関

する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引きに準用した運用を図った。 
 

図表 1 （参考）小型電気電子機器の回収・中間処理・製錬のイメージ 
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第2 実証事業実施計画 

香川県では、17 市町全市町において、小型電子機器等リサイクルシステムの構築に取

り組む意向がある。そのうち「平成 24 年度小型電子機器等リサイクルシステム構築実

証事業（第二次）」に参加する市町は 13 市町（高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市、

土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう

町）である。13 市町の総人口は 77.2 万人、世帯数は 31.6 万世帯、人口密度は各市町に

よって差があるが平均すると 549.6 人/km2 となっている。 
当該地域には、都市部、山間部、離島が含まれ、地理的条件もさまざまであることか

ら、各市町の地域特性に応じた回収方法を採用することとする。 
事業の実施期間は、平成 25 年 10 月 1 日より平成 26 年 2 月 28 日までとする。 
本実証事業では、認定事業者である金城産業株式会社（認定番号 第８号、認定年月

日 平成 25 年 6 月 28 日）にて再資源化を行うこととする。同社が申請し、環境大臣及

び経済産業大臣の認定を受けた「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

に係る再資源化事業計画」に基づいて再資源化を行うものとする。 
 

図表 2 実証事業実施市町の人口・世帯数等（香川県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（注）香川県人口移動調査報告（平成 25 年 1 月 1 日現在） 

  

自治体名
人口
(人）

世帯数
（世帯）

総面積
（km2）

人口密度
（人/km2）

香川県 988,920 396,438 1,876.55 527.1
1 高松市 420,978 178,254 375.14 1,120.4
2 丸亀市 110,686 43,820 111.79 990.4
3 さぬき市 51,609 19,679 158.90 325.7
4 東かがわ市 32,579 12,835 153.35 213.0
5 土庄町 14,570 6,189 74.39 196.4
6 小豆島町 15,644 6,637 95.63 164.1
7 三木町 28,160 10,818 75.78 372.2
8 直島町 3,233 1,518 14.23 227.0
9 宇多津町 18,555 8,122 8.07 2,305.2
10 綾川町 24,090 8,492 109.67 220.2
11 琴平町 9,558 3,773 8.46 1,135.9
12 多度津町 23,280 9,283 24.34 956.5
13 まんのう町 18,809 6,528 194.33 97.0
上記、13市町合計 771,751 315,948 1,404.08 549.6
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図表 3 実証事業実施地域（香川県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 回収について 

(1) 使用済小型電子器機等の回収方法 

回収方法は大別して４つの方法で行う。各回収方法の概要は下記の通り。ボックス

回収は 12 市町（68 箇所）、ピックアップ回収は１町、持ち込み回収は 2 市町、イベン

ト回収は 1 市で実施する。いずれの市町でもちらし等を用いて、個人情報を消去した

上での排出を促し、また携帯電話破壊工具を用いての物理的な破壊も行う。 
なお、丸亀市では平成 23 年 11 月から小型家電の回収・リサイクルを実施しており、

本実証事業において回収ボックスの設置場所を増やしている（市独自で 9 ヵ所、本実

証事業で 20 ヵ所を追加設置）。 
 
○ボックス回収 

高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津

町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町で実施する。庁舎（支所及び出張所

含む。）、公民館、コミュニティセンター、その他市町管理施設にボックスを設置

し、回収する。設置箇所は合計 68 箇所。 
 
○ピックアップ回収 

直島町で実施。通常月１～２回定期収集している「不燃ごみ」を集積所に搬入

後、その中から小型家電を回収する。 
 
○持ち込み回収 

丸亀市及び多度津町で実施。保管場所において、小型家電の持ち込みを受け付

ける。 

■香川県（13市町）
高松市
丸亀市
さぬき市
東かがわ市
土庄町
小豆島町
三木町
直島町
宇多津町
綾川町
琴平町
多度津町
まんのう町

高松市

三木町

さぬき市

東かがわ市綾川町

まんのう町

丸亀市

琴平町

宇多津町

多度津町

直島町

土庄町

小豆島町
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○イベント回収 

丸亀市で実施。市及びコミュニティ主催のイベントにおいて、既存の回収ボッ

クス（９個）を設置し、リサイクル啓発活動の一環として小型家電を回収する。 
 

図表 4 市町別の回収方法（香川県） 

 
自治体名 

ボックス 

回収 

ピックアップ 

回収 

直接持ち込み 

回収 

イベント 

回収 

1 高松市 ○ 
   

2 丸亀市 ○ 
 

○ ○ 

3 さぬき市 ○ 
   

4 東かがわ市 ○ 
   

5 土庄町 ○ 
   

6 小豆島町 ○ 
   

7 三木町 ○ 
   

8 直島町 
 

○ 
  

9 宇多津町 ○ 
   

10 綾川町 ○ 
   

11 琴平町 ○ 
   

12 多度津町 ○ 
 

○ 
 

13 まんのう町 ○ 
   

実施市町数 12 1 2 1 
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（作成した回収ボックス（上部からの投入型）） 

・高松市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、 

琴平町、まんのう町 

・投入口 40cm×20cm 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作成した回収ボックス（側面からの投入型）） 

・丸亀市、多度津町 

・投入口 25cm×15cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回収ボックス全体 前面を開いた状態 のぼり設置場所、内容器 

回収ボックス全体 前面を開いた状態、内容器 
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図表 5 回収ボックスの設置個数と設置場所（香川県） 

  

ボックス 

個数 
設置場所 

携帯電話 

破壊工具 

1 高松市 15 

○高松市役所（一階ロビー） 

○山田支所、塩江支所、牟礼支所、庵治支所、 

香川支所、香南支所、国分寺支所 

○太田出張所、古高松出張所、林出張所、 

仏生山出張所、香西主張所、一宮出張所 

○環境業務センター 

15 

2 丸亀市 20 

○丸亀市役所 

○綾歌市民総合センター 

○飯山市民総合センター 

○本島・広島市民センター 

○各コミュニティセンター 

○クリーンセンター丸亀 

20 

3 さぬき市 5 
○さぬき市役所本庁 

○津田支所、長尾支所、寒川支所、大川支所 
5 

4 東かがわ市 3 ○引田庁舎、白鳥庁舎、大内庁舎 3 

5 土庄町 7 

○土庄町役場（一階ロビー） 

○戸形公民館、北浦公民館、四海公民館、 

豊島公民館、大部公民館、アクティブ大鐸 

7 

6 小豆島町 2 
○小豆島町役場（内海庁舎南館 1階） 

○小豆島町役場（池田庁舎 1階） 
2 

7 三木町 2 
○三木町役場 

○サンサン館みき 
2 

8 直島町 － （ピックアップ回収） 1 

9 宇多津町 3 

○宇多津町役場 

○ユープラザうたづ 

○やすらぎプラザ 

3 

10 綾川町 2 
○綾川町役場 

○綾上支所 
2 

11 琴平町 1 ○琴平町役場一階（東側入口付近） 1 

12 多度津町 4 

○多度津町役場一階 

○豊原農村婦人の家 

○四箇地区公民館 

○白方地区公民館 

4 

13 まんのう町 4 

○まんのう町役場本庁舎 

○琴南支所 

○仲南支所 

○美合出張所 

4 

上記、13 市町合計 68 － 69 
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(1) 回収対象品目 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の制度対象品目は、消費者が

通常家庭で使用する電気器具であって、効率的な収集運搬が可能であり、経済性の面

における制約が著しくないもので施行令において定められているものである（28 分類）。 
また、制度対象品目とは別に、資源性と分別のしやすさから特にリサイクルすべき

品目として、国が特定対象品目を「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」

において指定している（16 分類）。 
本実証事業においては、ガイドラインに示された特定対象品目を中心に、各市町が

複数品目を選定、次の通りチラシにて例示した。なお、丸亀市、宇多津町は制度対象

品目を中心に選定している。 
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図表 6 実証事業での回収対象品目（ちらしにて例示）（香川県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回収対象品目（ちらしにて例示したもの） 備考

1 高松市

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

パソコンは対象外

2 丸亀市

携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ（モニターを含む）※これらには、タブレット型情報通信端
末を含む 、電話機、ファクシミリ 、ラジオ 、デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 、映像用機器
（DVD－ビデオ、HDDレコーダ、BDレコーダ/プレーヤ、ビデオテープレコーダ（セット）、チューナ、STB） 、
音響機器（MDプレーヤ、デジタルオーディオプレーヤー（フラッシュメモリ）、デジタルオーディオプレーヤー
（HDD）、CDプレーヤ、デッキ除くテープレコーダ、ヘッドフォン及びイヤホン、ICレコーダ、補聴器） 、補助
記憶装置（ハードディスク、USBメモリ、メモリーカード） 、電子書籍端末 、電子辞書、電卓 、電子血圧計、
電子体温計、理容用機器（ヘアドライヤー、ヘアーアイロン、電気かみそり、電気バリカン、電気かみそり洗浄
機、電動歯ブラシ） 、懐中電灯 、時計 、ゲーム機（据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘルドゲーム
（ミニ電子ゲーム）、ハイテク系トレンドトイ） 、カー用品（カーナビ、カーカラーテレビ、カーチューナ、
カーステレオ、カーラジオ、カーCDプレーヤ、カーDVD、カーMD、カースピーカ、カーアンプ、VICSユニット、
ETC車載ユニット） 、これらの付属品（リモコン、ACアダプタ、ケーブル、プラグ・ジャック、充電器　等）

制度対象品目すべて

3 さぬき市

携帯電話、公衆用ＰＨＳ端末、電話機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＭＤプレーヤ、デジタルオーディオプ
レーヤ（フラッシュメモリ）、デジタルオーディオプレーヤ（ＨＤＤ）、ＣＤプレーヤ、テープレコーダ、
（デッキ除く）、ＩＣレコーダ、電子辞書、据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ＶＩＣＳユニット、ＥＴＣ車載
ユニット、ポータブルラジオ、ポータブルＤＶＤビデオ、電卓、カーナビ、電子機器附属品（リモコン、ＡＣア
ダプタ、ケーブル、充電器、デジタルチューナー等）

パソコンは対象外

4 東かがわ市

デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、携帯型ゲーム機、据置型ゲーム機、電話機、ポータブルラジオ、
ポータブルDVDビデオ、MDプレーヤー、デジタルオーディオプレーヤー（フラッシュメモリー）、デジタルオー
ディオプレーヤー（HDD）、CDプレーヤー、テープレコーダー（デッキを除く）、ICレコーダ、電子辞書、電
卓、カーナビゲーションシステム、VICSユニット、ETC車載ユニット、携帯電話（情報通信端末を含む）、公衆
用PHS端末、電子機器付属品（リモコン、ACアダブタ、ケーブル、充電器等）

パソコンは対象外

5 土庄町

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

パソコンは対象外

6 小豆島町

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

パソコンは対象外

7 三木町

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

パソコンは対象外

8 直島町

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

ピックアップ回収
パソコンは対象外

9 宇多津町

○携帯電話端末： 1.携帯電話　(PHS)
○電話機・FAX他： 2.パソコン部品　3.パソコン周辺機器　4.電話機　5.ファクシミリ 6.電話端末　7.無線LAN
8.ラジオ　9.デジタルカメラ　10.ビデオカメラ
○映像用機器：11.CD.MD.MPプレーヤー
○音響機器：12.DVDデッキ　13.チューナー
○車輌設備機器等：14.カーナビ　15.カーテレビ　16.外付け内臓HDドライブ 17.CDドライブ　18.カーオーディ
オ　19.DVDドライブ 20.ETC車載器　21.GPS関係装置　22.インターホン　23.カードリーダー　24.ワープロ
25.電子体温計　26.電子手帳  27.電子辞書　28.トランシーバー　29.電卓　30.ゲーム機(ソフト含む)　31.小
型液晶テレビ　32.防犯用監視カメラ　33.時計　34.理容用機器(ドライヤー・電気カミソリ等)
○付属品等：35.充電器　36.ACアダプター　37.接続コード　　38.リモコン　39.ヘッドホン　40.イヤホン
41.USBメモリー　42.コンパクトフラッシュ　43.スマートメディア　44.SDカード　45.メモリースティック

制度対象品目を中心
パソコン本体は対象外
（部品・周辺機器は対
象）

10 綾川町

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

パソコンは対象外

11 琴平町

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

パソコンは対象外

12 多度津町

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

パソコンは対象外

13 まんのう町

デジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯型ゲーム機，据置型ゲーム機，電話機，ポータブルラジオ，ポータブル
DVDビデオ，MDプレーヤ，デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリ），デジタルオーディオプレーヤ
（HDD），CDプレーヤ，テープレコーダ（デッキを除く），ICレコーダ，電子辞書，電卓，カーナビゲーション
システム，VICSユニット，ETC車載ユニット，携帯電話（情報通信端末を含む），公衆用PHS端末，電子機器付属
品（リモコン，ACアダプタ，ケーブル，充電器等）

パソコンは対象外
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2 収集運搬について 

一時保管場所（クリーンセンターなど）までの運搬は、各市町にて実施する。一時

保管場所での保管方法について、必要に応じてフレキシブルコンテナバックを中間処

理事業者より貸与する。 

(1) ボックスからの収集運搬について 

高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津

町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町で実施する。庁舎（支所及び出張所

含む。）、公民館、コミュニティセンター、その他市町管理施設に設置したボック

スより使用済小型電子機器等を回収、各市町の保管場所に運搬し一時保管し、そ

の後中間処理事業者に引き渡す。 
 

○回収主体：各市町の職員が回収する。なお、綾川町については、シルバー人材センター

に委託して回収する。 
○回収頻度：１～２箇月に１回。ただし、回収量に応じて、適宜、回数を調整する。 
○運搬先：実施自治体の各保管場所（クリーンセンター等）に運搬し、一時保管する。 
○計量方法：回収したコンテナごとに計量を行う。 

(2) ピックアップについて 

直島町で実施する。通常月１～２回定期収集している「不燃ごみ」を集積所に

搬入後、その中から小型家電を回収する。従来から使用済小型電子機器を回収し

ており、町民は従来どおり専用袋を用いて「不燃ごみ」として排出する。 
 

○回収業者：廃棄物収集運搬委託業者（「不燃ごみ」の収集運搬を委託している業者） 
○回収頻度：１箇月に１～２回（通常の「不燃ごみ」の回収に合わせる。） 
○運搬先：リサイクル施設に搬入された後、小型家電をピックアップし、一時保管する。 
○計量方法：小型家電のみをトラックスケールで計量する。 

(3) 持ち込み回収について 

丸亀市はクリーンセンターで、多度津町はリサイクルプラザで、随時、持込み

を受け付ける。 

(4) イベント回収について 

丸亀市で実施する。市及びコミュニティ主催のイベントにおいて、回収ボック

ス（９個）を設置し、リサイクル啓発活動の一環として小型家電を回収する。 
 

○回収業者：職員が回収する。 
○回収頻度：年 10 回程度のイベントにおいて回収する。 

（平成 25 年 10 月 27 日（日）にイベント回収実施） 
○運搬先：市の保管場所（クリーンセンター）に運搬し、一時保管する。 
○計量方法：回収したコンテナごとに計量を行う。 
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3 中間処理・金属回収について 

実証事業においては、回収した使用済小型家電は中間処理事業者に無償で譲渡する

ものとする（一時保管場所から中間処理施設までの運搬費用は、実証事業にて負担）。

実証事業で測定する項目は以下の通りである。 
 
○実証事業の期間中（平成 25 年 10 月 1 日～平成 26 年 2 月 28 日）の測定項目 
・「市町別、使用済小型電子機器等の重量」 

 
○実証事業期間中に設定する２ヶ月間の詳細測定項目 
・「市町別、品目別の個数及び重量」 
・「香川県全体での中間処理後の基板や鉄・非鉄スクラップ等の重量」 
 

(1) 中間処理施設への運搬 

中間処理業者は実施市町の回収量に応じて、１～６ヵ月に１回程度、保管場所（ク

リーンセンター等）に一時保管している使用済小型電子機器等を回収し、中間処理施

設（愛媛県松山市）へ運搬する。なお、島嶼部においては、期間中に数回の回収とす

る。 
各市町は、一時保管場所での保管状況を勘案し、１週間程度の猶予を見て、中間処

理事業者に回収を依頼する。各市町から連絡を受けた中間処理事業者は、回収日時を

調整の上、一時保管場所から中間処理施設へ運搬を行う。 

(2) 中間処理・有用金属回収 

中間処理施設内ストックヤードに搬入された小型家電は、分別、解体、破砕、選別

を行う。 
中間処理施設に搬入された小型家電は、市町ごとに重量を計測し、ストックヤード

で分別・保管し、一定量がまとまった段階で中間処理を行う。有用なレアメタル等が

含まれている基盤類等は手選別により分別する。それ以外のものについては、破砕・

選別処理を行い、リサイクル可能な資源ごとに分別する。 
精錬所、非鉄金属回収業者等において、ベースメタル、貴金属、レアメタル等に分

類して精錬し、金属として再資源化、材料化を行い、資源の循環利用を図る。 
プラスチック、非鉄金属、鉄については、それぞれ原材料として再資源化する。ま

た、レアメタルを含有する基盤類、ダスト類は、精錬所へ搬出し、マテリアルリサイ

クル、サーマルリサイクル、最終処分を行う。 
 

  



- 香川県 12 - 

 

各市町の実証事業の概要、分別、解体、破砕、選別から有用金属回収に至るまでの

フロー図を以下に示す。 
 

ア 高松市 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

イ 丸亀市 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ さぬき市 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

市 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別

ボックス回収
・市役所本庁
・支所（7箇所）
・出張所（6箇所）
・環境業務センター

高松市

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

環境業務
センター

市
中間処理業者

排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別

ボックス回収
・市役所
・市民センター（3箇所）

・コミュニティセンター
（17箇所）

丸亀市

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

クリーンセンター
丸亀

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

イベント回収

持込み

市
氏市

中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別

ボックス回収
・市役所
・支所（4箇所）

さぬき市(町) 

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

・津田クリーンセンター

・六番作業所
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エ 東かがわ市 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

オ 土庄町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ 小豆島町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キ 三木町 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別ボックス回収
・市役所庁舎（3箇所）

東かがわ市

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

大内
クリーンセンター

市
氏市

町 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別
ボックス回収
・役場
・公民館（6箇所）

土庄町

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収
・最終処分

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

町有施設

町 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別

小豆島町

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

町有施設

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

ボックス回収
・役場庁舎（2箇所）

町 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別

ボックス回収
・役場
・町管理施設

三木町

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

三木町
クリーンセンター
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ク 直島町 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 宇多津町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コ 綾川町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サ 琴平町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

町 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別

ピックアップ回収

直島町

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

直島町
不燃物減容施設

町 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別

ボックス回収
・役場
・町管理施設

（2箇所）

宇多津町

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

シルバー人材
センター倉庫

町 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別ボックス回収
・役場
・支所

綾川町

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収
・最終処分

町役場
倉庫

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

町 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別ボックス回収
・役場

琴平町

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収
・最終処分

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

町役場
倉庫
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シ 多度津町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ス まんのう町 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

町 中間処理業者排出者

受入れ

↓
手分解作業

↓
破砕・選別

ボックス回収
・役場
・公民館（3箇所）

多度津町

住民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

環境課
リサイクルプラザ

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト

持込み

町 中間処理業者排出者

受入れ
↓

手分解作業
↓

破砕・選別
ボックス回収
・役場
・支所（2箇所）

・出張所

まんのう町

住 民

精錬業者

原材料として出荷

・金属精錬
・熱回収

・最終処分

リサイクル
ステーション

選別
重量測定

プラスチック
非鉄金属

鉄

基盤類
ダスト
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4 住民への周知・啓発について 

各市町の広報、ウェブサイト、CATV 等での周知、啓発に加え、ちらしを住民に配

布、のぼりを庁舎や公民館等にて掲示などの手段より、住民への啓発を図る。 
また、平成 25 年 10 月 5 日（土）に四国新聞において広告を掲載した。 
 
①広報、ホームページ、ＣＡＴＶ等での周知、啓発。 
②ポスター、チラシ配布による周知、啓発。 
③メディア（ＣＡＴＶ、行政放送等）の活用による情報発信等。 
④役場、公民館等でのぼり旗を掲示。 
⑤新聞広告 
 

図表 7 各市ののぼり・ちらし作成数量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）のぼりは回収ボックス設置場所にて掲示（デザインは各市町共通） 
（注２）ちらしは各市とも全戸配布 

 
  

のぼり ちらし

0 香川県 2 4,000
1 高松市 30 160,000
2 丸亀市 44 47,000
3 さぬき市 10 21,000
4 東かがわ市 6 14,500
5 土庄町 7 7,200
6 小豆島町 4 7,440
7 三木町 4 12,000
8 直島町 5 1,500
9 宇多津町 6 9,000
10 綾川町 4 8,150
11 琴平町 1 4,000
12 多度津町 10 8,000
13 まんのう町 8 7,500

合計 141 307,290
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図表 8 のぼり（デザインは各市町共通） 
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（香川県ちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四国新聞への広告掲載（平成 25 年 10 月 5 日（土）） 
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ア 高松市 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸へ配布 
広報誌を用いた広報周知 ・「広報たかまつ 2013.9.15 号」で紹介 
ホームページを用いた広報周知 ・高松市ウェブサイト 
ケーブルテレビ ・高松市ケーブルテレビで紹介 
住民向け懇談会 ・小型家電リサイクル事業の紹介 
市長定例記者会見 ・9 月 5 日の記者会見で小型家電リサイクル事業の紹介 

 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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（広報たかまつ 2013.9.15 号） 
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イ 丸亀市 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸へ配布 
広報誌を用いた広報周知 ・「広報丸亀 10 月号」で紹介 

ホームページを用いた広報周知 ・丸亀市ウェブサイト 
（http://www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i16963/） 

出前講座 ・まちづくり出前講座にて小型家電リサイクルを紹介 
 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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（広報丸亀 2013.10 月号） 
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ウ さぬき市 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸へ配布 

ホームページを用いた広報周知 ・さぬき市ウェブサイト 
（http://www.city.sanuki.kagawa.jp/18824） 

ケーブルテレビでの紹介 

・平成 25 年 9 月 24 日（火）、ケーブルテレビ文字放送にて

事業開始の紹介。 
・平成 25 年 11 月 1 日（金）、19 時から、ケーブルテレビで

事業の紹介 
 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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エ 東かがわ市 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸配布（広報東かがわ１０月号に同時配布） 

ポスター掲示等での広報周知 
・引田庁舎、白鳥庁舎、大内庁舎など３箇所でポスター掲

示、のぼり設置 
広報誌を用いた広報周知 ・「広報東かがわ ７月号」で紹介 

ホームページを用いた広報周知 ・東かがわ市ウェブサイト 
（https://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i5932/index.shtml） 

 
（広報・周知用に作成したちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（広報東かがわ ７月号） 
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オ 土庄町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸配布（広報 25 年 10 月号に折込） 
ポスター掲示等での広報周知 ・庁舎に掲示（1 ヶ所） 

ホームページを用いた広報周知 ・土庄町ウェブサイト 
（http://www.town.tonosho.kagawa.jp/tns/info127.html） 

 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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カ 小豆島町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・広報 10 月号にちらしを折込 
ポスター掲示等での広報周知 ・内海庁舎・池田庁舎の計２箇所でポスターを掲示 

ホームページを用いた広報周知 
・小戸島町ウェブサイト 
（ http://www.town.shodoshima.lg.jp/kurashi/kurashi_kankyo/go
mi_sinyou_recycle.html#kogatakaden-recy） 

その他 ・来庁された住民の方に口頭で説明 
 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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キ 三木町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸配布 

ポスター掲示等での広報周知 ・三木町庁舎内、サンサン館みき 

広報誌を用いた広報周知 ・広報みき 10 月号 

ホームページを用いた広報周知 ・三木町ウェブサイト 
（http://www.town.miki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=1684） 

 
（広報・周知用に作成したちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広報みき 10 月号） 
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ク 直島町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸配布 １０月 

ポスター掲示等での広報周知 ・役場庁舎 １箇所でポスター掲示 
その他（のぼりの設置） ・役場庁舎、ピックアップ回収場所 

 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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ケ 宇多津町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・広報 10 月号折込みにて全戸配布 
ポスター掲示等での広報周知 ・庁舎内と他回収場所に貼付して周知 
広報誌を用いた広報周知 ・広報うたづ 7 月号から 10 月号まで毎月掲載にて周知 

ホームページを用いた広報周知 
・宇多津町ウェブサイト（http://town.utazu.kagawa.jp/news/） 
「おしらせ：使用済み小型家電の回収・リサイクルを始め

ています（10 月 4 日）」 
 

（広報・周知用に作成したちらし） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広報うたづ 10 月号） 
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コ 綾川町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸配布 

広報誌を用いた広報周知 ・広報あやがわ 2013 年 10 月号にて事業開始の紹介 
・広報あやがわ 2013 年 12 月号にて回収状況の紹介 

 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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（広報あやがわ 10 月号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広報あやがわ 12 月号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 香川県 32 - 

サ 琴平町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸配布 
ポスター掲示等での広報周知 ・本庁舎に１ヶ所ポスター掲示 

ホームページを用いた広報周知 ・琴平町ウェブサイトにてちらし等を公開 
（http://www.town.kotohira.kagawa.jp） 

 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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シ 多度津町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・自治会を通じた全戸配布 
ポスター掲示等での広報周知 ・町環境課事務所入口付近にポスター掲示 
広報誌を用いた広報周知 ・広報たどつ １０月号で紹介 

ホームページを用いた広報周知 ・多度津町ウェブサイト 
(http://www.town.tadotsu.kagawa.jp/) 

 

（広報・周知用に作成したちらし） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広報たどつ 10 月号） 
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ス まんのう町 

（主な住民への周知活動について） 
項目 具体的な内容 

ちらしを用いた広報周知 ・全戸配布 

ホームページを用いた広報周知 ・まんのう町ウェブサイト 
(http://www.town.manno.lg.jp/) 

 

（広報・周知用に作成したちらし） 
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第3 実証事業結果 

1 収集運搬状況 

平成 25 年 10 月 1 日から開始した本実証事業において、中間処理事業者による初回回

収時の状況を整理する。収集運搬は中間処理事業者（金城産業株式会社）が実施、高松

市、丸亀市での初回回収は 11 月 6 日（水）に実施された。 

(1) 高松市 

高松市における中間処理事業者による初回回収は 11 月 6 日（水）10 時から行われた。 
高松市の一次保管場所は、高松市環境業務センター（高松市木太町 2282 番地 1）であ

り、各回収ボックスから集められた使用済小型家電を庁舎１階に施錠して保管している。

セキュリティ対策として、民間の警備会社と契約している。 
回収した使用済小型家電は、回収ボックス設置場所別（15 ヶ所別）に、品目別の重量

及び個数を計測して、品目別に分けて保管されている。分類しやすいよう、イラストの

ついたプレートをつけて保管している。 
中間処理事業者による収集は、各カゴから、品目別にフレコンに移し替えて回収を

行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

一次保管場所入口 セキュリティ設定・解除の装置 

品目別の保管の様子 
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破壊機で破壊された携帯電話 破壊機で破壊された携帯電話 

収集車両 中間処理事業者の収集の様子 

品目別保管の例（携帯電話） 品目別保管の例（ポータブル DVD ビデオ） 



- 香川県 37 - 

(2) 丸亀市 

丸亀市における中間処理事業者による初回回収は 11 月 6 日（水）14 時から行われた。 
丸亀市の一次保管場所は、クリーンセンター丸亀（丸亀市川西町南乙 66-1）であり、

各回収ボックスから集められた使用済小型家電及び市民から持ち込みがあった使用済

小型家電を施錠できる駐車場の一角を利用して保管している。当初は事務所の２階にて

保管をしていたが、作業効率化のために移動させた。 
なお、パソコンについては、ハードディスクを取り出し、物理的な破壊を行っている。 
中間処理事業者による収集は、フレコンに移し替えて、フォークリフトを用いて車両

に積み込んだ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一次保管場所（施錠できる駐車場の一角） 回収された使用済小型家電 

積み込みの様子 
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また、各回収ボックスからの回収の状況について下記に整理する。（例として、丸亀

市庁舎、城南コミュニティセンター） 
 

（丸亀市庁舎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容器の内部 

ボックス設置状況 

回収の様子 

・市庁舎入口に回収ボックスを設置。左側は丸亀市が本実証事業前に独自に作成した回収ボック

ス（木製） 
・携帯電話、ひげそり、音響機器など。ビニールに入れられた状態での排出もあり。 
・入口の総合受付において、携帯電話破壊機を設置。市民からの質問にも応じている。 

携帯破壊装置（受付に設置） 
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（城南コミュニティセンター（ふれあい南）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボックス設置状況 回収の様子 

内容器の内部 

・コミュニティセンターの開館時間に入口付

近に設置、閉館とともに室内で保管。 
・回収された品目としては、音響機器、電卓、

アダプターなど。 
・ビニール袋に入れられた状態の製品あり。 



- 香川県 40 - 

2 使用済小型電子機器等の回収結果 

(1) 回収数量 

使用済小型電子機器等の回収は、平成 25 年 10 月 1 日より 13 市町で一斉に開始し、

平成 26 年 2 月 28 日までとした。なお、丸亀市では、10 月 27 日にイベント回収を実施

している。 
 

図表 9 使用済小型電子機器等の回収期間 
 回収開始日 回収終了日（注） 備考（収集運搬実施日） 

高松市 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・11/6、12/10、1/10、2/10、3/11 
丸亀市 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・11/6、1/10、3/11 
さぬき市 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・12/10、1/10、3/11 
東かがわ市 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・12/10、1/10、3/11 
土庄町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・1/8、3/12 
小豆島町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・1/8、3/12 
三木町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・12/10、1/10、3/11 
直島町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・11/16、1/22、3/11 
宇多津町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・12/10、1/10、3/11 
綾川町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・12/13、1/8、1/10、3/12 
琴平町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・12/13、1/8、3/12 
多度津町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・12/10、1/10、3/11 
まんのう町 平成 25 年 10 月 1 日 平成 26 年 2 月 28 日 ・12/13、1/8、3/12 
（注）実証事業としての回収を終了する日時 

 

ア 実証事業期間中の回収数量 
平成 25 年 10 月から平成 26 年 2 月までの回収結果を図表 10、図表 11 に整理する。

13 市町合計で 5,444kg、うちボックスを中心とした回収が 12 市町合計で 5,071kg、ピッ

クアップが１町（直島町）で 373kg となっている。 
市町別の回収量を見ると、丸亀市が最も多く 1,950kg、次いで高松市が 1,182kg、直

島町が 373kg、三木町が 351kg、さぬき市が 345kg となっている。 
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図表 10 使用済小型電子機器等の回収結果（市町別、期間別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注１）直島町はピックアップ回収、その他 12 市町はボックス回収を中心に回収。 

丸亀市はイベント回収及び直接持ち込み回収を、宇多津町では直接持ち込み回収を実施。 
（注２）期間別の回収量は、中間処理事業者による収集運搬のタイミングに合わせて集計。 

 

図表 11 使用済小型電子機器等の回収結果（市町別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）直島町はピックアップ回収、その他 12 市町はボックス回収を中心。 

丸亀市はイベント回収及び直接持ち込み回収を、宇多津町では直接持ち込み回収を実施。 
 

  

10月 11月 12月 1月 2月
1 高松市 1,182 501 232 191 124 134
2 丸亀市 1,950 444
3 さぬき市 345 147
4 東かがわ市 311 127
5 土庄町 74
6 小豆島町 124
7 三木町 351 107
8 直島町 373 97 87 97
9 宇多津町 301 77
10 綾川町 158 47 47 27
11 琴平町 56 2 9 9
12 多度津町 134 37 - 40
13 まんのう町 85 7 17 7

13市町合計 5,444
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回収総量（kg)
（10～2月）
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（参考）高松市における回収ボックスごとの月別回収数量の推移 
高松市では、市内 15 ヵ所に設置している回収ボックスごとに、回収数量・重量、品

目別の組成調査を実施している。高松市環境業務センターにご提供いただいた資料をも

とに、回収ボックスごとの月別回収数量を図表 12 に整理する。 
回収ボックスによって回収数量は異なり、「①市役所」が最も多く、「④牟礼」「⑧国

分寺」「⑨太田」「⑩古高松」などが他のボックスに比して多い。回収数量の比較的多い

回収ボックス（①、④、⑧、⑨、⑩）を中心に、実証事業を開始した 10 月の回収数量

が最も多く、徐々に減少していく傾向が確認される。 
 

図表 12 回収ボックスごとの月別回収数量（高松市）（単位 kg） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）図中では略称で表記している。①高松市役所、②山田支所、③塩江支所、④牟礼支所、⑤庵

治支所、⑥香川支所、⑦香南支所、⑧国分寺支所、⑨太田出張所、⑩古高松出張所、⑪林出張

所、⑫仏生山出張所、⑬香西主張所、⑭一宮出張所、⑮高松市環境業務センター。 
（出典）高松市環境業務センター提供資料をもとに作成 
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イ 人口１人あたりの排出量 
人口１人あたりの使用済小型電子機器等の回収量について、実証事業の回収期間か

ら、年間回収数量を推計する（1 人当たりの回収量［kg/人･年］＝回収量［kg］÷５

［月］×12［月/年］÷人口［人］）。また、設置したボックスあたりの回収数量（＝ボッ

クスでの回数数量÷ボックス設置数）も合わせて図表 13 に整理する。 
人口１人あたりの回収数量について、最も多いのは直島町 0.277kg/人・年、次いで

丸亀市の 0.042kg/人・年、宇多津町が 0.039 kg/人・年、三木町 0.030 kg/人・年となっ

ている。 
また、直島町を除く地域について、ボックスあたりの回収数量は、三木町が最も多

く 176kg/ボックス、東かがわ市が 104kg/ボックス、宇多津町が 100kg/ボックス、高松

市、宇多津町が 79kg/ボックスとなっている。ただし、丸亀市、宇多津町はイベント

回収、直接持ち込み回収等も実施しているため、単純な比較はできないことに留意が

必要である。 
 

図表 13 住民１人あたり、回収ボックスあたりの使用済小型電子機器等の回収量 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）ボックスあたりの回収量について、丸亀市は市独自に設置している 9 ヵ所及び本実証事業

で追加設置した 20 ヵ所の合計 29 ヵ所で除して算出している。 
（注２）ボックスあたりの回収量について、丸亀市はイベント回収及び直接持ち込み回収、宇多津

町は直接持ち込み回収を実施しており、その回収数量も含めて推計しているため、単純な比較は

できないことに留意が必要。 
  

自治体名
①回収総量（kg)

（10～12月）
②人口あたり

（kg/人）
②'人口あたり
（kg/人・年）

③ボックスあたり
(kg/ボックス）

1 高松市 1,182 0.003 0.007 79
2 丸亀市 1,950 0.018 0.042 67
3 さぬき市 345 0.007 0.016 69
4 東かがわ市 311 0.010 0.023 104
5 土庄町 74 0.005 0.012 11
6 小豆島町 124 0.008 0.019 62
7 三木町 351 0.012 0.030 176
8 直島町 373 0.115 0.277 -
9 宇多津町 301 0.016 0.039 100
10 綾川町 158 0.007 0.016 79
11 琴平町 56 0.006 0.014 56
12 多度津町 134 0.006 0.014 34
13 まんのう町 85 0.005 0.011 21
上記、13市町合計 5,444 0.007 0.017 66
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図表 14 人口１人あたりの使用済小型電子機器等の回収量（推計） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）１人当たりの回収量[kg/人・年]＝回収量［kg］÷５［月］×12［月/年］÷人口［人］ 
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(2) 品目別の回収状況 

平成 25 年 11 月～12 月（土庄町、小豆島町、三木町、琴平町、多度津町は 10 月～12
月）に回収された使用済小型電子機器等を品目別に分別し、その数量及び重量を品目

別に計測する。 
分別の区分は施行令第１条に定められた 28品目およびガイドラインに示された特定

対象品目 16 分類に沿って行った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集された使用済小型電子機器類（フレコンの状態で、施錠できるコンテナ内で保管） 

分別計測作業の様子２ 

分別計測作業の様子１ 
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分別後の様子１ 

分別後の様子２（左：携帯電話、右：ゲーム機） 

分別後の様子３（左：電話機、右：理容機器） 
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ア 高松市 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 1,227 個、426.7kg

を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）

とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 537 個と最も多く、次いで「1.携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 256 個、「2.電話機、ファクシミリ」が

113 個と続く。 
・重量では、「2.電話機、ファクシミリ」が最も多く 111.4kg、次いで「16.これらの

付属品」が 84.2kg、「15.カー用品」が 51.9kg となっている。 
・１個当たり重量では、「15.カー用品」が最も重く 1.85 kg/個、次いで「14.ゲーム

機」が 1.43kg/個、「2.電話機、ファクシミリ」が 0.99kg/個と続く。 
 

図表 15 品目別の個数・重量の計測結果（高松市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 256 30.4 20.9% 7.1% 0.12

2 電話機、ファクシミリ 113 111.4 9.2% 26.1% 0.99

3 ラジオ 33 10.6 2.7% 2.5% 0.32

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 57 20.0 4.6% 4.7% 0.35

5 映像用機器 1 0.7 0.1% 0.2% 0.74

6 音響機器 56 41.7 4.6% 9.8% 0.75

7 補助記憶装置 1 0.5 0.1% 0.1% 0.48

8 電子書籍端末 1 0.6 0.1% 0.1% 0.62

9 電子辞書、電卓 36 5.1 2.9% 1.2% 0.14

10 電子血圧計、電子体温計 2 1.7 0.2% 0.4% 0.87

11 理容用機器 17 3.4 1.4% 0.8% 0.20

12 懐中電灯 4 0.8 0.3% 0.2% 0.21

13 時計 5 1.8 0.4% 0.4% 0.37

14 ゲーム機 18 25.8 1.5% 6.0% 1.43

15 カー用品 28 51.9 2.3% 12.2% 1.85

16 これらの付属品 537 84.2 43.8% 19.7% 0.16

17 その他（上記分類が困難なもの） 62 36.0 5.1% 8.4% 0.58

1,227 426.7 100.0% 100.0% 0.35合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 43.8％を占め、次いで「1.携帯電

話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 20.9％、「電話機、ファクシミ

リ」が 9.2％と続く。「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」「音響機

器」を含め、上位 5 品目で全体の 83.0％を占めている。 
・重量では、「電話機、ファクシミリ」が最も多く全体の 26.1％、「これらの付属品」

が 19.7％、「カー用品」が 12.2％と続く。「音響機器」「携帯電話端末・PHS 端末、

パーソナルコンピュータ」を含め、上位 5 品目で全体の 74.9％を占める。 
 

図表 16 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（高松市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 537 1 電話機、ファクシミリ 111.4

2 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 256 2 これらの付属品 84.2

3 電話機、ファクシミリ 113 3 カー用品 51.9

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 57 4 音響機器 41.7

5 音響機器 56 5 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 30.4

その他 208 その他 107.1

43.8%

20.9%

9.2%

4.6%

4.6%

17.0%

これらの付属品

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

電話機、ファクシミリ

デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、フィルムカメラ

音響機器

その他

26.1%

19.7%
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7.1%

25.1%
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カー用品

音響機器

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ
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イ 丸亀市 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 1,611 個、939.1kg

を対象に実施した。品目の分類は、施行令第一条に示された制度対象品目（28 品目）

とし、「上記品目の付属品」、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「29. 上記品目の付属品」が最も多く 926 個、次いで「1.電話機、ファ

クシミリ装置その他の有線通信機械器具」が 109 個と続く。 
・重量では、「6.パーソナルコンピュータ」が 252.9kg と最も多く、次いで「9.ディ

スプレイその他の表示装置」が 138.5kg と続く。 
・１個当たり重量では、「9.ディスプレイその他の表示装置」が最も重く 7.29 kg/個、

次いで「17. ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具」が 5.13kg/
個と続く。 

図表 17 品目別の個数・重量の計測結果（丸亀市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（30.その他は除く） 
（注２）「2.携帯電話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具」について、他の品目とは別に施錠・一時保管して

おり、本調査の際には対象外となっている。丸亀市の調査では、11～12 月に 180 個排出されている。 
（注３）品目は制度対象品目 28 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 109 54.9 6.8% 5.8% 0.50

2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 1 0.2 0.1% 0.0% 0.16

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 25 9.4 1.6% 1.0% 0.38

4
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映
像用機械器具

37 62.9 2.3% 6.7% 1.70

5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

64 64.9 4.0% 6.9% 1.01

6 パーソナルコンピュータ 47 252.9 2.9% 26.9% 5.38

7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶媒体 17 7.5 1.1% 0.8% 0.44

8 プリンターその他の印刷装置 44 61.5 2.7% 6.6% 1.40

9 ディスプレイその他の表示装置 19 138.5 1.2% 14.7% 7.29

10 電子書籍端末 2 0.5 0.1% 0.1% 0.24

11 電動ミシン 0 0.0 - - -

12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 1 1.0 0.1% 0.1% 1.04

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 55 26.7 3.4% 2.8% 0.48

14
ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械
器具

5 4.1 0.3% 0.4% 0.82

15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 0 0.0 - - -
16 フィルムカメラ 13 4.1 0.8% 0.4% 0.31

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 7 35.9 0.4% 3.8% 5.13

18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具 2 4.4 0.1% 0.5% 2.21

19
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用
の電気機械器具

8 17.0 0.5% 1.8% 2.13

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 1 0.8 0.1% 0.1% 0.76

21
ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械
器具

56 12.1 3.5% 1.3% 0.22

22 電気マッサージ器 1 1.0 0.1% 0.1% 0.96
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 0 0.0 - - -
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 0 0.0 - - -
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 3 0.3 0.2% 0.0% 0.09
26 電子時計及び電気時計 43 6.5 2.7% 0.7% 0.15
27 電子楽器及び電気楽器 0 0.0 - - -
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 23 17.0 1.4% 1.8% 0.74
29 上記品目の付属品 926 134.8 57.5% 14.4% 0.15
30 その他（上記分類が困難なもの） 102 20.4 6.3% 2.2% 0.20

1,611 939.1 100.0% 100.0% 0.58合計



- 香川県 50 - 

 

個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「上記品目の付属品」が最も多く全体の 57.5％を占め、次いで「電話機、

ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具」が 6.8％、「デジタルオーディオプ

レーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具」が 4.0％と続く。「ヘアド

ライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具」「電子式卓上計算機その他

の事務用電気機械器具」を含め、上位 5 品目で全体の 75.1％を占めている。 
・重量では、「パーソナルコンピュータ」が最も多く全体の 26.9％、「ディスプレイ

その他の表示装置」が 14.7%、「上記品目の付属品」が 14.4％と続く。「デジタル

オーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具」「デジタルカ

メラ、ビデオカメラ、DVD レコーダーその他の映像用機械器具」を含め、上位 5
品目で全体の 69.6％を占める。 

 
 

図表 18 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（丸亀市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注２）「2.携帯電話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具」について、他の品目とは別に施錠・一時保管して

おり、本調査の際には対象外となっている。丸亀市の調査では、11～12 月に 180 個排出されている。 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 上記品目の付属品 926 1 パーソナルコンピュータ 252.9

2 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 109 2 ディスプレイその他の表示装置 138.5

3
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

64 3 上記品目の付属品 134.8

4
ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械
器具

56 4
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

64.9

5 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 55 5
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映
像用機械器具

62.9

その他 401 その他 285.1

57.5%

6.8%
4.0%

3.5%

3.4%

24.9%

上記品目の付属品

電話機、ファクシミリ装置その他

の有線通信機械器具

デジタルオーディオプレー

ヤー、ステレオセットその他の

電気音響機械器具

ヘアドライヤー、電気かみそり

その他の理容用電気機械器具

電子式卓上計算機その他の事

務用電気機械器具

その他

26.9%

14.7%

14.4%

6.9%

6.7%

30.4%

パーソナルコンピュータ

ディスプレイその他の表示装置

上記品目の付属品

デジタルオーディオプレーヤー、

ステレオセットその他の電気音響

機械器具

デジタルカメラ、ビデオカメラ、

DVDレコーダーその他の映像用

機械器具

その他
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ウ さぬき市 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 522 個、137.7kg

を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）

とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 279 個と最も多く、次いで「2.電話機、ファク

シミリ」が 50 個、「1.携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 36
個と続く。 

・重量では、「2.電話機、ファクシミリ」が最も多く 42.9kg、次いで「16.これらの付

属品」が 35.9kg、「14.ゲーム機」が 12.9kg となっている。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が最も重く 1.54 kg/個、次いで「15.カー用

品」が 1.52kg/個、「2.電話機、ファクシミリ」が 0.86kg/個と続く。 
 

図表 19 品目別の個数・重量の計測結果（さぬき市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

 

 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 36 3.6 6.9% 2.6% 0.10

2 電話機、ファクシミリ 50 42.9 9.6% 31.2% 0.86

3 ラジオ 7 3.3 1.3% 2.4% 0.47

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 24 6.5 4.6% 4.7% 0.27

5 映像用機器 3 4.6 0.6% 3.4% 1.54

6 音響機器 23 10.9 4.4% 7.9% 0.47

7 補助記憶装置 7 4.0 1.3% 2.9% 0.58

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 18 2.0 3.4% 1.5% 0.11

10 電子血圧計、電子体温計 2 0.7 0.4% 0.5% 0.33

11 理容用機器 3 0.8 0.6% 0.6% 0.28

12 懐中電灯 3 0.5 0.6% 0.4% 0.17

13 時計 3 0.7 0.6% 0.5% 0.23

14 ゲーム機 16 12.9 3.1% 9.3% 0.80

15 カー用品 1 1.5 0.2% 1.1% 1.52

16 これらの付属品 279 35.9 53.4% 26.0% 0.13

17 その他（上記分類が困難なもの） 47 6.9 9.0% 5.0% 0.15

522 137.7 100.0% 100.0% 0.26合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 53.4％を占め、次いで「電話機、

ファクシミリ」が 9.6％、「携帯電話端末・PHS 端末・パーソナルコンピュータ」

が 6.9％と続く。「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」「音響機器」

を含め、上位 5 品目で全体の 78.9％を占めている。 
・重量では、「電話機、ファクシミリ」が最も多く全体の 31.2％、「これらの付属品」

が 26.0％、「ゲーム機」が 9.3％と続く。「音響機器」「デジタルカメラ、ビデオカ

メラ、フィルムカメラ」を含め、上位 5 品目で全体の 79.2％を占める。 
 

図表 20 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（さぬき市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 279 1 電話機、ファクシミリ 42.9

2 電話機、ファクシミリ 50 2 これらの付属品 35.9

3 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 36 3 ゲーム機 12.9

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 24 4 音響機器 10.9

5 音響機器 23 5 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 6.5

その他 110 その他 28.7

53.4%

9.6%

6.9%

4.6%

4.4%

21.1%

これらの付属品

電話機、ファクシミリ

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、フィルムカメラ

音響機器

その他

31.2%

26.0%
9.3%

7.9%

4.7%

20.8%

電話機、ファクシミリ

これらの付属品

ゲーム機

音響機器

デジタルカメラ、ビデオカ

メラ、フィルムカメラ

その他
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エ 東かがわ市 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 255 個、114.9kg

を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）

とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 84 個と最も多く、次いで「2.電話機、ファク

シミリ」が 36 個、「9.電子辞書、電卓」が 20 個と続く。 
・重量では、「2.電話機、ファクシミリ」が最も多く 21.4kg、次いで「3.ラジオ」が

16.8kg、「16.これらの付属品」が 15.7kg となっている。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が最も重く 2.27 kg/個、次いで「3.ラジオ」

が 1.40kg/個、「15.カー用品」が 0.88kg/個と続く。 
 

図表 21 品目別の個数・重量の計測結果（東かがわ市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 
 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 15 1.3 5.9% 1.1% 0.09

2 電話機、ファクシミリ 36 21.4 14.1% 18.6% 0.59

3 ラジオ 12 16.8 4.7% 14.6% 1.40

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 9 4.8 3.5% 4.2% 0.54

5 映像用機器 3 6.8 1.2% 5.9% 2.27

6 音響機器 1 0.2 0.4% 0.1% 0.16

7 補助記憶装置 0 0.0 - - -

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 20 6.9 7.8% 6.0% 0.35

10 電子血圧計、電子体温計 0 0.0 - - -

11 理容用機器 5 1.2 2.0% 1.1% 0.25

12 懐中電灯 0 0.0 - - -

13 時計 3 1.0 1.2% 0.9% 0.35

14 ゲーム機 12 9.4 4.7% 8.2% 0.79

15 カー用品 1 0.9 0.4% 0.8% 0.88

16 これらの付属品 84 15.7 32.9% 13.6% 0.19

17 その他（上記分類が困難なもの） 54 28.5 21.2% 24.8% 0.53

255 114.9 100.0% 100.0% 0.45合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 32.9％を占め、次いで「電話機、

ファクシミリ」が 14.1％、「電子辞書、電卓」が 7.8％と続く。「携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」「ラジオ」を含め、上位 5 品目で全体の 65.5％
を占めている。 

・重量では、「電話機、ファクシミリ」が最も多く全体の 18.6％、「ラジオ」が 14.6％、

「これらの付属品」が 13.6％と続く。「ゲーム機」「電子辞書、電卓」を含め、上

位 5 品目で全体の 61.1％を占める。 
 

図表 22 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（東かがわ市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 84 1 電話機、ファクシミリ 21.4

2 電話機、ファクシミリ 36 2 ラジオ 16.8

3 電子辞書、電卓 20 3 これらの付属品 15.7

4 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 15 4 ゲーム機 9.4

5 ラジオ 12 5 電子辞書、電卓 6.9

その他 88 その他 44.7

32.9%

14.1%

7.8%
5.9%

4.7%

34.5%

これらの付属品

電話機、ファクシミリ

電子辞書、電卓

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

ラジオ

その他

18.6%

14.6%

13.6%

8.2%
6.0%

38.9%

電話機、ファクシミリ

ラジオ

これらの付属品

ゲーム機

電子辞書、電卓

その他
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オ 土庄町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 10～12 月に回収された 151 個、59.8kg を

対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）と

し、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 76 個と最も多く、次いで「1.携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 30 個、「2.電話機、ファクシミリ」が 12
個と続く。 

・重量では、「5.映像用機器」が最も多く 14.4kg、次いで「16.これらの付属品」が

12.6kg、「2.電話機、ファクシミリ」が 11.5kg となっている。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が最も重く 2.40 kg/個、次いで「音響機器」

が 1.94kg/個、「14.ゲーム機」が 1.05kg/個と続く。 
 

図表 23 品目別の個数・重量の計測結果（土庄町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 30 3.1 19.9% 5.1% 0.10

2 電話機、ファクシミリ 12 11.5 7.9% 19.2% 0.96

3 ラジオ 4 1.1 2.6% 1.8% 0.27

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 8 3.0 5.3% 4.9% 0.37

5 映像用機器 6 14.4 4.0% 24.1% 2.40

6 音響機器 3 5.8 2.0% 9.7% 1.94

7 補助記憶装置 0 0.0 - - -

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 4 0.8 2.6% 1.3% 0.20

10 電子血圧計、電子体温計 0 0.0 - - -

11 理容用機器 0 0.0 - - -

12 懐中電灯 0 0.0 - - -

13 時計 1 0.3 0.7% 0.5% 0.28

14 ゲーム機 7 7.3 4.6% 12.3% 1.05

15 カー用品 0 0.0 - - -

16 これらの付属品 76 12.6 50.3% 21.0% 0.17

17 その他（上記分類が困難なもの） 0 0.0 - - -

151 59.8 100.0% 100.0% 0.40合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 50.3％を占め、次いで「携帯電話

端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 19.9％、「電話機、ファクシミリ」

が 7.9％と続く。「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」「ゲーム機」

を含め、上位 5 品目で全体の 88.1％を占めている。 
・重量では、「映像用機器」が最も多く全体の 24.1％、「これらの付属品」が 21.0％、

「電話機、ファクシミリ」が 19.2％と続く。「ゲーム機」「音響機器」を含め、上

位 5 品目で全体の 86.3％を占める。 
 

図表 24 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（土庄町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 76 1 映像用機器 14.4

2 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 30 2 これらの付属品 12.6

3 電話機、ファクシミリ 12 3 電話機、ファクシミリ 11.5

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 8 4 ゲーム機 7.3

5 ゲーム機 7 5 音響機器 5.8

その他 18 その他 8.2

50.3%

19.9%

7.9%

5.3%

4.6% 11.9%
これらの付属品

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

電話機、ファクシミリ

デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、フィルムカメラ

ゲーム機

その他

24.1%

21.0%

19.2%

12.3%

9.7%

13.7%
映像用機器

これらの付属品

電話機、ファクシミリ

ゲーム機

音響機器

その他
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カ 小豆島町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 10～12 月に回収された 127 個、70.2kg を

対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）と

し、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 53 個と最も多く、次いで「1.携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 23 個、「2.電話機、ファクシミリ」が 15
個と続く。 

・重量では、「2.電話機、ファクシミリ」が最も多く 25.9kg、次いで「16.これらの付

属品」が 8.7kg、「14.ゲーム機」が 6.8kg となっている。 
・１個当たり重量では、「2.電話機、ファクシミリ」が最も重く 1.73kg/個、次いで

「6.音響機器」が 1.63kg/個、「5.映像用機器」が 1.42kg/個と続く。 
 

図表 25 品目別の個数・重量の計測結果（小豆島町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 
 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 23 2.3 18.1% 3.3% 0.10

2 電話機、ファクシミリ 15 25.9 11.8% 36.9% 1.73

3 ラジオ 2 0.2 1.6% 0.3% 0.11

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 5 2.6 3.9% 3.8% 0.53

5 映像用機器 2 2.8 1.6% 4.0% 1.42

6 音響機器 3 4.9 2.4% 7.0% 1.63

7 補助記憶装置 5 2.3 3.9% 3.2% 0.45

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 0 0.0 - - -

10 電子血圧計、電子体温計 0 0.0 - - -

11 理容用機器 0 0.0 - - -

12 懐中電灯 0 0.0 - - -

13 時計 1 0.1 0.8% 0.1% 0.08

14 ゲーム機 5 6.8 3.9% 9.7% 1.36

15 カー用品 0 0.0 - - -

16 これらの付属品 53 8.7 41.7% 12.4% 0.16

17 その他（上記分類が困難なもの） 13 13.5 10.2% 19.3% 1.04

127 70.2 100.0% 100.0% 0.55合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 41.7％を占め、次いで「携帯電話

端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 18.1％、「電話機、ファクシミリ」

が 11.8％と続く。「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」「補助記憶

装置」を含め、上位 5 品目で全体の 79.5％を占めている。 
・重量では、「電話機、ファクシミリ」が最も多く全体の 36.9％、「これらの付属品」

が 12.4％、「ゲーム機」が 9.7％と続く。「音響機器」「映像用機器」を含め、上位

5 品目で全体の 70.1％を占める。 
 

図表 26 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（小豆島町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 53 1 電話機、ファクシミリ 25.9

2 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 23 2 これらの付属品 8.7

3 電話機、ファクシミリ 15 3 ゲーム機 6.8

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 5 4 音響機器 4.9

5 補助記憶装置 5 5 映像用機器 2.8

その他 26 その他 21.0

41.7%

18.1%

11.8%

3.9%

3.9%

20.5%

これらの付属品

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

電話機、ファクシミリ

デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、フィルムカメラ

補助記憶装置

その他

36.9%

12.4%
9.7%

7.0%4.0%

29.9%

電話機、ファクシミリ

これらの付属品

ゲーム機

音響機器

映像用機器

その他
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キ 三木町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 10～12 月に回収された 1,048 個、275.9kg

を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）

とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 575 個と最も多く、次いで「1.携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 120 個、「2.電話機、ファクシミリ」が

58 個と続く。 
・重量では、「16.これらの付属品」が最も多く 57.0kg、次いで「2.電話機、ファクシ

ミリ」が 53.3kg、「6.音響機器」が 49.0kg となっている。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が最も重く 3.70kg/個、次いで「6.音響機器」

が 1.75kg/個、「15.カー用品」が 1.46kg/個と続く。 
 

図表 27 品目別の個数・重量の計測結果（三木町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 120 17.0 11.5% 6.2% 0.14

2 電話機、ファクシミリ 58 53.3 5.5% 19.3% 0.92

3 ラジオ 16 5.9 1.5% 2.1% 0.37

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 28 11.2 2.7% 4.0% 0.40

5 映像用機器 5 18.5 0.5% 6.7% 3.70

6 音響機器 28 49.0 2.7% 17.8% 1.75

7 補助記憶装置 19 15.3 1.8% 5.6% 0.81

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 19 2.2 1.8% 0.8% 0.12

10 電子血圧計、電子体温計 0 0.0 - - -

11 理容用機器 14 3.4 1.3% 1.2% 0.24

12 懐中電灯 2 0.6 0.2% 0.2% 0.32

13 時計 10 1.1 1.0% 0.4% 0.11

14 ゲーム機 16 10.9 1.5% 4.0% 0.68

15 カー用品 4 5.8 0.4% 2.1% 1.46

16 これらの付属品 575 57.0 54.9% 20.7% 0.10

17 その他（上記分類が困難なもの） 134 24.5 12.8% 8.9% 0.18

1,048 275.9 100.0% 100.0% 0.26合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 54.9％を占め、次いで「携帯電話

端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 11.5％、「電話機、ファクシミリ」

が 5.5％と続く。「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」「音響機器」

を含め、上位 5 品目で全体の 77.2％を占めている。 
・重量では、「これらの付属品」が最も多く全体の 20.7％、「電話機、ファクシミリ」

が 19.3％、「音響機器」が 17.8％と続く。「映像用機器」「携帯電話端末・PHS 端

末、パーソナルコンピュータ」を含め、上位 5 品目で全体の 70.6％を占める。 
 

図表 28 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（三木町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 575 1 これらの付属品 57.0

2 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 120 2 電話機、ファクシミリ 53.3

3 電話機、ファクシミリ 58 3 音響機器 49.0

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 28 4 映像用機器 18.5

5 音響機器 28 5 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 17.0

その他 239 その他 81.0
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11.5%

5.5%
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デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、フィルムカメラ

音響機器

その他

20.7%

19.3%

17.8%

6.7%

6.2%

29.4%

これらの付属品

電話機、ファクシミリ

音響機器

映像用機器

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

その他
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ク 直島町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収されたものを中心に 359

個、56.2kg を対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目

（16 品目）とし、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 250 個と最も多く、次いで「2.電話機、ファク

シミリ」が 23 個、「1.携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 16
個と続く。 

・重量では、「16.これらの付属品」が最も多く 23.8kg、次いで「14.ゲーム機」が 6.2kg、
「2.電話機、ファクシミリ」が 6.1kg となっている。 

・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が最も重く 1.52kg/個、次いで「14.ゲーム

機」が 0.89kg/個、「7.補助記憶装置」が 0.66kg/個と続く。 
 

図表 29 品目別の個数・重量の計測結果（直島町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 16 3.7 4.5% 6.6% 0.23

2 電話機、ファクシミリ 23 6.1 6.4% 10.9% 0.27

3 ラジオ 5 2.3 1.4% 4.0% 0.45

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 4 0.7 1.1% 1.3% 0.18

5 映像用機器 1 1.5 0.3% 2.7% 1.52

6 音響機器 8 2.3 2.2% 4.1% 0.29

7 補助記憶装置 1 0.7 0.3% 1.2% 0.66

8 電子書籍端末 1 0.4 0.3% 0.8% 0.44

9 電子辞書、電卓 7 0.7 1.9% 1.3% 0.11

10 電子血圧計、電子体温計 3 1.2 0.8% 2.2% 0.41

11 理容用機器 9 1.6 2.5% 2.8% 0.18

12 懐中電灯 0 0.0 - - -

13 時計 2 0.4 0.6% 0.7% 0.19

14 ゲーム機 7 6.2 1.9% 11.1% 0.89

15 カー用品 1 0.1 0.3% 0.2% 0.14

16 これらの付属品 250 23.8 69.6% 42.3% 0.10

17 その他（上記分類が困難なもの） 21 4.4 5.8% 7.9% 0.21

359 56.2 100.0% 100.0% 0.16合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 69.6％を占め、次いで「電話機、

ファクシミリ」が 6.4％、「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」

が 4.5％と続く。「理容用機器」「音響機器」を含め、上位 5 品目で全体の 85.2％を

占めている。 
・重量では、「これらの付属品」が最も多く全体の 42.3％、「ゲーム機」が 11.1％、

「電話機、ファクシミリ」が 10.9％と続く。「携帯電話端末・PHS 端末、パーソ

ナルコンピュータ」「音響機器」を含め、上位 5 品目で全体の 74.9％を占める。 
 

図表 30 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（直島町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 250 1 これらの付属品 23.8

2 電話機、ファクシミリ 23 2 ゲーム機 6.2

3 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 16 3 電話機、ファクシミリ 6.1

4 理容用機器 9 4 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 3.7

5 音響機器 8 5 音響機器 2.3

その他 53 その他 14.1
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4.5%

2.5%

2.2% 14.8%
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その他

42.3%
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6.6%

4.1%

25.1%

これらの付属品

ゲーム機

電話機、ファクシミリ

携帯電話端末・PHS端末、
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音響機器

その他
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ケ 宇多津町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 664 個、248.6kg

を対象に実施した。品目の分類は、施行令第一条に示された制度対象品目（28 品目）

とし、「上記品目の付属品」、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「29. 上記品目の付属品」が最も多く 310 個、次いで「2.携帯電話端末、

PHS 端末その他の無線通信機械器具」が 53 個と続く。 
・重量では、「5.デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響

機械器具」が 42.4kg と最も多く、次いで「29.上記品目の付属品」が 40.9kg と続

く。 
・１個当たり重量では、「8.プリンターその他の印刷装置」が最も重く 4.97kg/個、

次いで「9.ディスプレイその他の表示装置」が 3.94kg/個と続く。 
 

図表 31 品目別の個数・重量の計測結果（宇多津町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（30.その他は除く） 
（注２）品目は制度対象品目 28 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 33 28.3 5.0% 11.4% 0.86

2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 53 6.4 8.0% 2.6% 0.12

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 4 3.2 0.6% 1.3% 0.79

4
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映
像用機械器具

17 22.6 2.6% 9.1% 1.33

5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電
気音響機械器具

27 42.4 4.1% 17.0% 1.57

6 パーソナルコンピュータ 10 23.0 1.5% 9.3% 2.30

7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶媒体 7 3.6 1.1% 1.5% 0.52

8 プリンターその他の印刷装置 3 14.9 0.5% 6.0% 4.97

9 ディスプレイその他の表示装置 1 3.9 0.2% 1.6% 3.94

10 電子書籍端末 1 0.2 0.2% 0.1% 0.22

11 電動ミシン 0 0.0 - - -

12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 0 0.0 - - -

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 12 13.1 1.8% 5.3% 1.09

14
ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械
器具

3 0.6 0.5% 0.2% 0.19

15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 0 0.0 - - -
16 フィルムカメラ 0 0.0 - - -
17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 1 2.0 0.2% 0.8% 2.00
18 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具 1 1.5 0.2% 0.6% 1.46

19
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用
の電気機械器具

0 0.0 - - -

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 0 0.0 - - -

21
ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械
器具

21 5.6 3.2% 2.3% 0.27

22 電気マッサージ器 0 0.0 - - -
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 0 0.0 - - -
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 0 0.0 - - -
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 2 1.2 0.3% 0.5% 0.61
26 電子時計及び電気時計 15 5.4 2.3% 2.2% 0.36
27 電子楽器及び電気楽器 0 0.0 - - -
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 48 14.4 7.2% 5.8% 0.30
29 上記品目の付属品 310 40.9 46.7% 16.5% 0.13
30 その他（上記分類が困難なもの） 95 15.3 14.3% 6.1% 0.16

664 248.6 100.0% 100.0% 0.37合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「上記品目の付属品」が最も多く全体の 46.7％を占め、次いで「携帯電

話端末、PHS 端末その他の無線通信機械器具」が 8.0％、「ゲーム機その他の電子

玩具及び電動式玩具」が 7.2％と続く。「電話機、ファクシミリ装置その他の有線

通信機械器具」「デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音

響機械器具」を含め、上位 5 品目で全体の 70.9％を占めている。 
・重量では、「デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機

械器具」が最も多く全体の 17.0％、「上記品目の付属品」が 16.5%、「電話機、ファ

クシミリ装置その他の有線通信機械器具」が 11.4％と続く。「パーソナルコン

ピューター」「デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコーダーその他の映像用

機械器具」を含め、上位 5 品目で全体の 63.2％を占める。 
 
 

図表 32 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（宇多津町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 上記品目の付属品 310 1
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

42.4

2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 53 2 上記品目の付属品 40.9

3 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 48 3 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 28.3

4 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 33 4 パーソナルコンピュータ 23.0

5
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の
電気音響機械器具

27 5
デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映
像用機械器具

22.6

その他 193 その他 91.4

46.7%

8.0%
7.2%5.0%

4.1%

29.1%

上記品目の付属品

携帯電話端末、PHS端末その他

の無線通信機械器具

ゲーム機その他の電子玩具及

び電動式玩具

電話機、ファクシミリ装置その他

の有線通信機械器具

デジタルオーディオプレー

ヤー、ステレオセットその他の

電気音響機械器具

その他

17.0%

16.5%

11.4%

9.3%

9.1%

36.8%

デジタルオーディオプレーヤー、

ステレオセットその他の電気音響

機械器具

上記品目の付属品

電話機、ファクシミリ装置その他

の有線通信機械器具

パーソナルコンピュータ

デジタルカメラ、ビデオカメラ、

DVDレコーダーその他の映像用

機械器具

その他
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コ 綾川町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 248 個、74.8kg を

対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）と

し、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 121 個と最も多く、次いで「1.携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 48 個、「2.電話機、ファクシミリ」が 22
個と続く。 

・重量では、「2.電話機、ファクシミリ」が最も多く 32.9kg、次いで「5.映像用機器」

が 10.9kg、「16.これらの付属品」が 10.4kg となっている。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が最も重く 2.72 kg/個、次いで「2.電話機、

ファクシミリ」が 1.50kg/個、「7.補助記憶装置」が 1.13kg/個と続く。 
 

図表 33 品目別の個数・重量の計測結果（綾川町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 48 4.2 19.4% 5.7% 0.09

2 電話機、ファクシミリ 22 32.9 8.9% 44.0% 1.50

3 ラジオ 4 0.6 1.6% 0.7% 0.14

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 6 0.9 2.4% 1.2% 0.15

5 映像用機器 4 10.9 1.6% 14.5% 2.72

6 音響機器 5 1.4 2.0% 1.9% 0.28

7 補助記憶装置 3 3.4 1.2% 4.5% 1.13

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 15 1.9 6.0% 2.5% 0.13

10 電子血圧計、電子体温計 1 0.3 0.4% 0.4% 0.32

11 理容用機器 4 0.7 1.6% 0.9% 0.17

12 懐中電灯 0 0.0 - - -

13 時計 0 0.0 - - -

14 ゲーム機 4 1.8 1.6% 2.4% 0.46

15 カー用品 0 0.0 - - -

16 これらの付属品 121 10.4 48.8% 13.9% 0.09

17 その他（上記分類が困難なもの） 11 5.4 4.4% 7.2% 0.49

248 74.8 100.0% 100.0% 0.30合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 48.8％を占め、次いで「携帯電話

端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 19.4％、「電話機、ファクシミリ」

が 8.9％と続く。「電子辞書、電卓」「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカ

メラ」を含め、上位 5 品目で全体の 85.5％を占めている。 
・重量では、「電話機、ファクシミリ」が最も多く全体の 44.0％、「映像用機器」が

14.5％、「これらの付属品」が 13.9％と続く。「携帯電話端末・PHS 端末、パーソ

ナルコンピュータ」「補助記憶装置」を含め、上位 5 品目で全体の 82.7％を占める。 
 

図表 34 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（綾川町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 121 1 電話機、ファクシミリ 32.9

2 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 48 2 映像用機器 10.9

3 電話機、ファクシミリ 22 3 これらの付属品 10.4

4 電子辞書、電卓 15 4 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 4.2

5 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 6 5 補助記憶装置 3.4

その他 36 その他 13.0

48.8%

19.4%

8.9%

6.0%

2.4% 14.5%

これらの付属品

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

電話機、ファクシミリ

電子辞書、電卓

デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、フィルムカメラ

その他

44.0%

14.5%

13.9%

5.7%

4.5%

17.3%

電話機、ファクシミリ

映像用機器

これらの付属品

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

補助記憶装置

その他
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サ 琴平町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 10～12 月に回収された 113 個、48.2kg を

対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）と

し、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 39 個と最も多く、次いで「2.電話機、ファク

シミリ」が 22 個、「1.携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 7
個と続く。 

・重量では、「2.電話機、ファクシミリ」が最も多く 23.3kg、次いで「6.音響機器」

が 8.7kg、「16.これらの付属品」が 4.7kg となっている。 
・１個当たり重量では、「6.音響機器」が最も重く 1.45kg/個、次いで「5.映像用機器」

が 1.32kg/個、「2.電話機、ファクシミリ」が 1.06kg/個と続く。 
 

図表 35 品目別の個数・重量の計測結果（琴平町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 
 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 7 2.2 6.2% 4.6% 0.32

2 電話機、ファクシミリ 22 23.3 19.5% 48.3% 1.06

3 ラジオ 3 0.6 2.7% 1.3% 0.21

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 6 2.6 5.3% 5.4% 0.43

5 映像用機器 1 1.3 0.9% 2.7% 1.32

6 音響機器 6 8.7 5.3% 18.0% 1.45

7 補助記憶装置 3 1.9 2.7% 4.0% 0.64

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 5 0.8 4.4% 1.7% 0.16

10 電子血圧計、電子体温計 0 0.0 - - -

11 理容用機器 0 0.0 - - -

12 懐中電灯 1 0.1 0.9% 0.3% 0.14

13 時計 0 0.0 - - -

14 ゲーム機 1 0.2 0.9% 0.5% 0.24

15 カー用品 0 0.0 - - -

16 これらの付属品 39 4.7 34.5% 9.7% 0.12

17 その他（上記分類が困難なもの） 19 1.7 16.8% 3.5% 0.09

113 48.2 100.0% 100.0% 0.43合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 34.5％を占め、次いで「電話機、

ファクシミリ」が 19.5％、「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」

が 6.2％と続く。「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」「音響機器」

を含め、上位 5 品目で全体の 70.8％を占めている。 
・重量では、「電話機、ファクシミリ」が最も多く全体の 48.3％、「音響機器」が 18.0％、

「これらの付属品」が 9.7％と続く。「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルム

カメラ」「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」を含め、上位 5
品目で全体の 86.0％を占める。 

 
図表 36 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（琴平町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 39 1 電話機、ファクシミリ 23.3

2 電話機、ファクシミリ 22 2 音響機器 8.7

3 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 7 3 これらの付属品 4.7

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 6 4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 2.6

5 音響機器 6 5 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 2.2

その他 33 その他 6.8

34.5%

19.5%

6.2%

5.3%

5.3%

29.2%

これらの付属品

電話機、ファクシミリ

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、フィルムカメラ

音響機器

その他

48.3%

18.0%

9.7%

5.4%

4.6%
14.0%

電話機、ファクシミリ

音響機器

これらの付属品

デジタルカメラ、ビデオカ

メラ、フィルムカメラ

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

その他
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シ 多度津町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 10～12 月に回収された 408 個、76.7kg を

対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）と

し、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 137 個と最も多く、次いで「1.携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 55 個、「6.音響機器」が 31 個と続く。 
・重量では、「16.これらの付属品」が最も多く 24.6kg、次いで「6.音響機器」が 11.6kg、

「2.電話機、ファクシミリ」が 7.0kg となっている。 
・１個当たり重量では、「5.映像用機器」が最も重く 1.42 kg/個、次いで「15.カー用

品」が 1.38kg/個、「13.時計」が 0.84kg/個と続く。 
 

図表 37 品目別の個数・重量の計測結果（多度津町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 55 4.8 13.5% 6.3% 0.09

2 電話機、ファクシミリ 20 7.0 4.9% 9.2% 0.35

3 ラジオ 4 0.8 1.0% 1.0% 0.19

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 14 5.1 3.4% 6.7% 0.37

5 映像用機器 1 1.4 0.2% 1.9% 1.42

6 音響機器 31 11.6 7.6% 15.2% 0.38

7 補助記憶装置 0 0.0 - - -

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 21 1.6 5.1% 2.1% 0.08

10 電子血圧計、電子体温計 0 0.0 - - -

11 理容用機器 9 1.6 2.2% 2.0% 0.17

12 懐中電灯 0 0.0 - - -

13 時計 3 2.5 0.7% 3.3% 0.84

14 ゲーム機 3 1.6 0.7% 2.1% 0.54

15 カー用品 2 2.8 0.5% 3.6% 1.38

16 これらの付属品 137 24.6 33.6% 32.1% 0.18

17 その他（上記分類が困難なもの） 108 11.2 26.5% 14.7% 0.10

408 76.7 100.0% 100.0% 0.19合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 33.6％を占め、次いで「携帯電話

端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 13.5％、「音響機器」が 7.6％と続

く。「電子辞書、電卓」「電話機、ファクシミリ」を含め、上位 5 品目で全体の 64.7％
を占めている。 

・重量では、「これらの付属品」が最も多く全体の 32.1％、「音響機器」が 15.2％、

「電話機、ファクシミリ」が 9.2％と続く。「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィ

ルムカメラ」「携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」を含め、上

位 5 品目で全体の 69.4％を占める。 
 

図表 38 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（多度津町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 137 1 これらの付属品 24.6

2 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 55 2 音響機器 11.6

3 音響機器 31 3 電話機、ファクシミリ 7.0

4 電子辞書、電卓 21 4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 5.1

5 電話機、ファクシミリ 20 5 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 4.8

その他 144 その他 23.5

33.6%

13.5%

7.6%
5.1%

4.9%

35.3%

これらの付属品

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

音響機器

電子辞書、電卓

電話機、ファクシミリ

その他

32.1%

15.2%

9.2%
6.7%

6.3%

30.6%

これらの付属品

音響機器

電話機、ファクシミリ

デジタルカメラ、ビデオカ

メラ、フィルムカメラ

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

その他
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ス まんのう町 
品目別の個数・重量の計測は、平成 25 年 11～12 月に回収された 162 個、40.3kg を

対象に実施した。品目の分類は、ガイドラインに示された特定対象品目（16 品目）と

し、「その他」として分類困難なものを計測した。 
・個数では、「16.これらの付属品」が 94 個と最も多く、次いで「1.携帯電話端末・

PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 16 個、「2.電話機、ファクシミリ」が 13
個と続く。 

・重量では、「16.これらの付属品」が最も多く 8.5kg、次いで「2.電話機、ファクシ

ミリ」が 8.3kg、「6.音響機器」が 6.9kg となっている。 
・１個当たり重量では、「6.音響機器」が最も重く 0.99 kg/個、次いで「9.電子辞書、

電卓」が 0.80kg/個、「5.映像用機器」が 0.78kg/個と続く。 
 

図表 39 品目別の個数・重量の計測結果（まんのう町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）①個数、②重量、③１個当たり重量について、上位 5 品目について色つきのセルで表示（17.その他は除く） 
（注２）品目は特定対象品目 16 品目で分類しているが、表中は略称で記載している。 

 

  

①個数（個） ②重量（kg) ①'個数割合 ②'重量割合
③１個当たり重量

（kg/個）

1 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 16 1.7 9.9% 4.3% 0.11

2 電話機、ファクシミリ 13 8.3 8.0% 20.5% 0.64

3 ラジオ 4 2.2 2.5% 5.6% 0.56

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 6 2.1 3.7% 5.2% 0.35

5 映像用機器 1 0.8 0.6% 1.9% 0.78

6 音響機器 7 6.9 4.3% 17.2% 0.99

7 補助記憶装置 0 0.0 - - -

8 電子書籍端末 0 0.0 - - -

9 電子辞書、電卓 6 4.8 3.7% 11.9% 0.80

10 電子血圧計、電子体温計 1 0.1 0.6% 0.2% 0.08

11 理容用機器 1 0.1 0.6% 0.3% 0.12

12 懐中電灯 0 0.0 - - -

13 時計 2 0.3 1.2% 0.7% 0.15

14 ゲーム機 0 0.0 - - -

15 カー用品 3 2.2 1.9% 5.4% 0.72

16 これらの付属品 94 8.5 58.0% 21.1% 0.09

17 その他（上記分類が困難なもの） 8 2.3 4.9% 5.8% 0.29

162 40.3 100.0% 100.0% 0.25合計
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個数、重量のそれぞれ上位５品目の構成比を以下に整理する。 
・個数では、「これらの付属品」が最も多く全体の 58.0％を占め、次いで「携帯電話

端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ」が 9.9％、「電話機、ファクシミリ」

が 8.0％と続く。「音響機器」「デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ」

を含め、上位 5 品目で全体の 84.0％を占めている。 
・重量では、「これらの付属品」が最も多く全体の 21.1％、「電話機、ファクシミリ」

が 20.5％、「音響機器」が 17.2％と続く。「電子辞書、電卓」「ラジオ」を含め、上

位 5 品目で全体の 76.2％を占める。 
 

図表 40 品目別の個数・重量の上位５品目の構成比（まんのう町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個数の上位（５つ） 重量の上位（５つ）

品目 個数（個） 品目 重量（ｋｇ）

1 これらの付属品 94 1 これらの付属品 8.5

2 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ 16 2 電話機、ファクシミリ 8.3

3 電話機、ファクシミリ 13 3 音響機器 6.9

4 音響機器 7 4 電子辞書、電卓 4.8

5 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 6 5 ラジオ 2.2

その他 26 その他 9.6

58.0%

9.9%

8.0%

4.3%

3.7%

16.0%

これらの付属品

携帯電話端末・PHS端末、

パーソナルコンピュータ

電話機、ファクシミリ

音響機器

デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、フィルムカメラ

その他

21.1%

20.5%

17.2%

11.9%

5.6%

23.8%

これらの付属品

電話機、ファクシミリ

音響機器

電子辞書、電卓

ラジオ

その他
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(3) 中間処理の重量 

回収された使用済小型電子機器等について、金城産業の協力を得て、金属類等の含有

状況について整理を行う。 
図表 41 に金城産業での小型家電類の中間処理のフローを整理する。 
中間処理は大きく２段階に分かれる。一次破砕段階ではシュレッダーで破砕したのち、

風力選別、磁気選別、渦電流選別にて「鉄」、「ステンレス」、「アルミ・銅」を得る。一

次破砕において選別された「重量残さ」は二次破砕され、風力選別、磁気選別、渦電流

選別にて「軽量残さ」、「鉄」、「ステンレス」、「アルミ・銅・基板等」を得る。 
二次破砕で得られた「軽量残さ」、「基板」は製錬所で金属回収される。 
なお、一次破砕で得られる「軽量残さ」、二次破砕で得られる「重量残さ」は廃棄物

として製錬所にて委託処理、焼却・溶融され、「飛灰」は製錬工程でメタル回収、残り

は「スラグ」としてコンクリート骨材等に再利用される。 
 

図表 41 金城産業での中間処理のフロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典）金城産業株式会社提供資料より作成  

（ｺﾝｸﾘｰﾄ材等） 

（製錬所で金属回収) 

集積・保管、分別 

一次破砕（シュレッダー） 

軽量残さ 

鉄 

選 別 

渦電流選別 

ステンレス 

一次破砕 

風力選別 

二次破砕 

二次破砕 

濃 縮 

鉄 

アルミ・銅 
基板等 

渦電流選別 

ステンレス 

磁気選別 

粒度調整 

磁気選別 

アルミ・銅 

重量残さ 
重量残さ 

溶融炉 

スラグ 

飛 灰 

風力選別 軽量残さ 

（製錬所で金属回収) 

（基板は製錬所で金属回収) 
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13 市町から回収された使用済小型電子機器等のうち、10～12 月（３ヵ月）に回収さ

れたものを中心に図表 41 のフローに従い中間処理した結果を整理する。 
対象とする重量は 4,080kg であった。中間処理した際の品種別の割合を見ると、「鉄」

が最も多く 33.1％、「軽量残さ」が 31.7％、「基板類等」が 14.6％と続く。上位３つで全

体の約 8 割を占める。次いで、「重量残さ」が 9.2％、「処理ロス」が 6.5％、「アルミ・

銅」が 3.5％、「ステンレス」が 1.3％となっている。 
 
 

図表 42 中間処理後の金属類等の重量（表） 
 

 

 

 

 

 

 

 
（注）分類は金城産業株式会社での分類基準 

 

図表 43 中間処理後の金属類等の重量（グラフ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鉄

33.1%

アルミ・銅

3.5%

ステンレス

1.3%
基板類等

14.6%

軽量残渣

31.7%

重量残さ

9.2%

処理ロス

6.5%

重量（kg) 割合（％）

鉄 1,351     33.1%

アルミ・銅 144       3.5%

ステンレス 53        1.3%

基板類等 594       14.6%

軽量残さ 1,294     31.7%

重量残さ 377       9.2%

処理ロス 267       6.5%

合計 4,080     100.0%
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3 住民アンケート 

高松市、丸亀市、東かがわ市の協力を得て、住民向けアンケート調査を実施した。 
高松市、東かがわ市では、回収ボックスを利用した市民を対象にアンケート調査を実

施した。アンケート調査票は回収ボックス近くに設置し、その場で回答いただき、回収

を行った。 
丸亀市では、平成 25 年 10 月 27 日（日）に開催されたイベントにおいて、来場した

市民の方を対象にアンケート調査を実施した。アンケート調査票は市職員が手渡しし、

その場で回答・回収を行った。 

(1) 高松市の住民アンケート結果（回収ボックス） 

ア 実施概要 
使用済小型家電の回収ボックスを利用した市民を対象にアンケート調査を実施した。

アンケート調査票は回収ボックス近くに設置し、その場で回答いただき、回収を行った。 
回答数は 118 件であった（内訳は、高松市役所 17 件、山田支所 7 件、塩江支所 8 件、

牟礼支所 17 件、庵治支所 3 件、香南支所 3 件、国分寺支所 17 件、古高松出張所 12 件、

林出張所 2 件、仏生山出張所 5 件、香西出張所 2 件、一宮出張所 2 件、環境業務センター

23 件）。 

イ 結果概要 

(ア) 小型家電回収の認知状況 
「小型家電の回収を実施していることを、どのようなきっかけでご存知になられ

ましたか？（問１）」との設問に対し、「広報誌」との回答が最も多く 56.8％（67 件）、

次いで「ちらし」が 38.1％（45 件）、さらに「新聞・テレビ等」が 20.3％（24 名）

となっている。 
「その他」（5.1％、6 件）では、“来所してみて”または“職場で知った”といっ

た回答が挙げられている。 
 

図 1 小型家電の認知状況（高松市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 

 

N=118 

38.1%

56.8%

5.9%

20.3%

9.3%

5.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

１．ちらし

２．広報誌

３．インターネット

４．新聞・テレビ等

５．友人知人から聞いた

６．その他
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◆「その他」の具体的な回答 
・支所に来所してみて知った（２件） 
・職場で知った （３件） 

 

(イ) 小型家電回収ボックスに投入した品目について 
「どの品目を小型家電回収ボックスに投入しましたか？（問２）」との設問に対し

て、「携帯電話」との回答が最も多く 30.5％（36 件）、次いで、「上記の付属品」が

22.0％（26 件）、「デジカメ」が 16.1%（19 件）、「電話機」と「電卓」が同数の 12.7％
（15 件）となっている。 

 
図 2 小型家電回収ボックスに投入した品目（高松市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 
 
 
また、自由回答の中には、「パソコンも回収可能としてほしい」「中型の家電も対

象にして欲しい（例えば、コンポ、ステレオ）」といった要望があげられている。 
 

  

N=118 
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2.5%

2.5%
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0.0%

0.8%
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0.8%

1.7%

0.0%
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0.8%

22.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

１．デジカメ

２．ビデオカメラ

３．携帯型ゲーム機

４．据置型ゲーム機

５．電話機

６．ラジオ

７．ポータブルDVDビデオ

８．MDプレーヤー

９．デジタルオーディオプレー…

10．デジタルオーディオプレー…

11．CDプレーヤー

12．テープレコーダー

13．ICレコーダー

１４.電子辞書

15．電卓

16．カーナビ

17．VICSユニット

18．ETC車載ユニット

19．携帯電話

20．PHS

21．上記の付属品
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(ウ) 小型家電回収ボックスを利用した理由について 
「小型家電回収ボックスを利用しようと思った理由を教えてください。（問３）」

との設問に対して、「環境に優しい取り組みだから」を回答するする人が最も多く、

48.3%（57 件）となっている。次いで「きちんリサイクルされそうだから」が 47.5％
（56 件）、「高松市が積極的に実施している事業であったから」が 25.4％（30 件）と

なっている。事業そのもの意義への共感、市の事業としての信頼感が利用へとつな

がっていると思われる。 
 

図 3 小型家電回収ボックスを利用した理由（高松市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 

 

 

(エ) 投入した製品の使用頻度について 
「小型家電回収ボックスに投入した製品の直前までの使用頻度を教えてください。

（問４）」との設問に対して、「１年以上使用していなかった」との回答が最も多く

44.1％（52 件）、次いで、「「毎日」使用していた」21.2％（25 件）となっている。 
回収ボックスによって回収されたものは、「１年以上使用していなかった」製品が

約半数を占めており、退蔵されていた小型家電が多く排出されたことが推測される 
一方、「毎日使用していたもの」という回答も２割以上存在しており、これは買い

換え等によって不要になったものと推測される。（問３において「ちょうど不用品が

発生したから」との回答が 23.7％となっており、回答結果に矛盾はない。） 
アンケート結果からは「排出された小型電子機器は、約半数は使用されずに退蔵

されていたもの、残り半数は使用されていたが買い換え等によって不用になったも

の」と推測される。ただし、品目によって排出前の状況は異なると想定されること

に留意する必要がある。 
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48.3%

47.5%
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14.4%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．環境にやさしい取り組みだから

２．きちんとリサイクルされそうだったから

３．高松市が積極的に実施している事業であったから

４．個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できたから

５．ちらし等で引き取ってもらえる製品（品目）だと分かったから

６．ちらし等を見て、回収ボックスの存在を知ったから

７．回収ボックスが近くにあったから

８．職員の方などに勧められたから

９．ちょうど不用品が発生したから

10．煩雑な手続きや準備をしなくてすむから

11．ごみとして捨てるとお金がかかるから

12．その他
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図 4 小型家電回収ボックスに投入した製品の使用頻度（高松市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(オ) 小型家電の回収ボックスの利用意向・理由 
「今後も小型家電回収ボックスを利用したいと思いますか？（問５）」との設問に

対して、「利用してみたい」との回答が 82.2％（97 件）となっており、「利用しない」

との回答はなかった。 
 

図 5 小型家電の回収ボックスの利用意向（高松市） 
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２．「１週間に数回程
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４．「１年間に数回程度」使

用していた, 11.0%
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無回答・無効回答, 11.9%
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2．利用しない

0.0%

3．分からない

14.4%

無回答・無効回答

3.4%
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(カ) 小型家電回収・リサイクルに対する自由意見 
自由意見としては、本事業趣旨そのものに対する肯定的な意見が挙げられている。 
今後の利用拡大を考えたときに、設置場所の増加、利便性の向上（スーパー等へ

の設置や土日の利用への配慮）、回収品目の増加への要望もみられた。また、現状で

は PR 不足も指摘されており、今後の工夫が望まれる。さらに、携帯電話といったも

のも回収することにより、「個人情報の保護」について、懸念する意見もみられた。 
 
◆自由意見（問６） 
【意義に関するもの】 
・資源の少ない日本にとって貴重な金属を回収する事は大切なことである 
・大変便利 
・今まで捨てるのに困っていたので助かりました。これからも利用します。 
・携帯電話などは、ショップに持って行くのが面倒であるので、近くに回収 BOX

があると便利です。ごみとして捨てるよりは、資源として活用される方が、環

境にいいと思うため、捨てるものがあれば協力したいです。 
・良い取組だと思います。実際どれくらい利用されるかは分かりませんが、ゴミ

にせずに済むのでボックスに入れることで満足です。 
【回収品目に関するもの】 
・回収品目をもっと増やして欲しい（5 件） 
・パソコンも回収可にしてほしい 
・中型もＯＫにして欲しい（ex コンポ、ステレオ） 
・大型の回収もお願いしたい 

【設置場所に関するもの】 
・回収ボックスの設置個所を増やしてほしい（4 件） 
・スーパー等駐車場があり、土・日使える場所に置いてほしい。 
・市内のコミュニティセンターでも回収できるように！ 
・利用しやすい場所（コンビニ、スーパー）にも設置を。（2 件） 
【広報に関するもの】 
・ＰＲ不足 
・広く市民に周知し、ごみ分別のように、市民全体が協力しやすい状況に早く環

境を整えられたら良いと思う。 
【その他】 
・回収状況、要した経費を公表してほしい。 
・個人情報がもれない様に!! 
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（参考）使用したアンケート調査票 

高松市 使用済小型家電リサイクルに関するアンケート 

環境省では、平成 25 年 4 月からの「小型家電リサイクル法」施行を踏まえ、使用済小型家電の回収

に関する実証事業を実施しています。高松市は、実証事業対象地域の 1 つとして実証事業に参加、市

民の皆様から不用となった小型家電の回収・リサイクルを行っています。 
実証事業の一環として、小型家電を持参いただいた皆様に、小型家電リサイクルの取組みに対する

ご意見をいただきたく、アンケートにご協力をいただけますと幸いです。 
 

問１ 小型家電の回収を実施していることを、どのようなきっかけでご存知になられましたか？ 
（当てはまるものすべてに○） 
１．ちらし  ２．広報紙  ３．インターネット  ４．新聞・テレビ等 

５．友人知人から聞いた  ６．その他（                   ） 
問２ どの品目を小型家電回収ボックスに投入しましたか？（当てはまるものすべてに○） 

１．デジカメ  ２．ビデオカメラ   ３．携帯型ゲーム機     ４．据置型ゲーム機 
５．電話機   ６．ポータブルラジオ ７．ポータブル DVD ビデオ ８．MD プレーヤー 
９．デジタルオーディオプレーヤー（ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ） 10．デジタルオーディオプレーヤー（HDD） 
11．CD プレーヤー  12．テープレコーダー 13．IC レコーダー  14．電子辞書 
15．電卓      16．カーナビ     17．VICS ユニット  18．ETC 車載ユニット 
19．携帯電話    20．PHS       21．上記の付属品 

問３ 小型家電回収ボックスを利用しようと思った理由を教えてください。 
（当てはまるものすべてに○） 

１．環境にやさしい取り組みだから 

２．きちんとリサイクルされそうだったから 

３．高松市が積極的に実施している事業であったから 

４．個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できたから 

５．ちらし等で引き取ってもらえる製品（品目）だと分かったから 

６．ちらし等を見て、回収ボックスの存在を知ったから 

７．回収ボックスが近くにあったから 

８．職員の方などに勧められたから 

９．ちょうど不用品が発生したから 

10．煩雑な手続きや準備をしなくてすむから 

11．ごみとして捨てるとお金がかかるから 

12．その他（具体的に                          ） 
 

問４ 小型家電回収ボックスに投入した製品の直前までの使用頻度を教えてください。 
（当てはまるもの１つに○）※複数ある場合は、最も代表的なもの１つを想定してご回答ください。 

１．「毎日」使用していた         ２．「１週間に数回程度」使用していた 

３．「１か月に数回程度」使用していた   ４．「１年間に数回程度」使用していた 

５．「１年以上使用していなかった」 

問５ 高松市として、小型家電の回収事業を進めていく予定です。今後も、小型家電回収ボックスを利

用したいと思いますか？（当てはまるもの１つに○） 

１．利用してみたい    ２．利用しない   ３．分からない 

問６ 使用済小型家電の回収・リサイクルについてご意見があれば自由にご記入ください。 

 
  ~以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございます~ 
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(2) 東かがわ市の住民アンケート結果（回収ボックス） 

ア 実施概要 
使用済小型家電の回収ボックスを利用した市民を対象にアンケート調査を実施した。

アンケート調査票は回収ボックス近くに設置し、その場で回答いただき、回収を行った。 
回答数は 20 件であった。 
 

イ 結果概要 

(ア) 小型家電回収の認知状況 
「小型家電の回収を実施していることを、どのようなきっかけでご存知になられ

ましたか？（問１）」との設問に対し、「ちらし」との回答が最も多く 60.0％（12 件）、

次いで「広報誌」が 45.0％（9 件）、「友人知人から聞いた」が 20.0％（6 件）と続く。 
「その他」（10.0％、2 件）では、“テレビのニュース”、“職場においてあった”と

いった回答が挙げられている。 
 

図 6 小型家電の認知状況（東かがわ市） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 
 

◆「その他」の具体的な回答 
・職場においてあった 
・TV ニュース 

 

  

N=20 

60.0%

45.0%

10.0%

20.0%

10.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1．ちらし

2．広報誌

3．インターネット

4.．友人知人から聞いた

5．その他
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(イ) 小型家電回収ボックスに投入した品目について 
「どの品目を小型家電回収ボックスに投入しましたか？（問２）」との設問に対し

て、「携帯電話」との回答が最も多く 35.0％（7 件）、次いで、「上記の付属品」が 15.0％
（3 件）、「デジカメ」「電子辞書」「電卓」がともに 10.0％（2 件）となっている。 

 
図 7 小型家電回収ボックスに投入した品目（東かがわ市） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 
 

 

(ウ) 小型家電回収ボックスを利用した理由について 
「小型家電回収ボックスを利用しようと思った理由を教えてください。（問３）」

との設問に対して、「きちんとリサイクルされそうだったから」といった回答が 55.0％
（11 件）と最も多い。この 11 件の回答のうち 5 件は携帯電話の投入者であり、住民

の携帯電話のリサイクルに対する意識の高さとボックス回収の利便性の高さによっ

て、排出が進んだとことが推測される。 
また、次いで「ちらし等で引き取ってもらえる製品(品目)だと分かったから」40.0％

（8 件）、「ちょうど不用品が発生したから」の 25.0％（5 件）、となっている。 
全体として、市の取り組みとしての安心感、利便性、タイミングがその利用の要

因ではないかと推測される。 
 
 

  

N=20 
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0.0%
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10.0%

0.0%

0.0%

0.0%

35.0%

5.0%

15.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

1．デジカメ

2．ビデオカメラ

3．携帯型ゲーム機

4．据置型ゲーム機

5．電話機

6．ラジオ

7．ポータブルDVDビデオ

8．MDプレーヤー

9．デジタルオーディオプレーヤー

10．CDプレーヤー

11．テープレコーダー

12．ICレコーダー

13.電子辞書

14．電卓

15．カーナビ

16．VICSユニット

17．ETC車載ユニット

18．携帯電話

19．PHS

20．上記の付属品
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図 8 小型家電回収ボックスを利用した理由（東かがわ市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 
 

(エ) 投入した製品の使用頻度について 
「小型家電回収ボックスに投入した製品の直前までの使用頻度を教えてください。

（問４）」との設問に対して、「１年以上使用していなかった」が最も多く、45.0％（9
件）となっている。回収ボックスで回収されたものは、「１年以上使用していなかっ

た」製品が約半数を占めており、退蔵されていた小型家電が多く排出されたことが

推測される 
一方で、「毎日使用していた」という回答も 25.0％（5 件）見受けられ、これは買

い換え等によって不要になったものと推測される。（問３において「ちょうど不用品

が発生したから」との回答が 25.0％となっており、回答結果に矛盾はない。） 
アンケート結果からは「排出された小型電子機器は、約半数は使用されずに退蔵

されていたもの、残り半数は使用されていたが買い換え等によって不用になったも

の」と推測される。ただし、品目によって排出前の状況は異なると想定されること

に留意する必要がある。 
 

図 9 小型家電回収ボックスに投入した製品の使用頻度（東かがわ市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.0%

10.0%

55.0%

10.0%

40.0%

5.0%

0.0%

0.0%

15.0%

25.0%

15.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1．市が積極的に実施している事業であったから

2．ごみとして捨てるとお金がかかるから

3．きちんとリサイクルされそうだったから

4．個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できるから

5．ちらし等で引き取ってもらえる製品(品目)だと分かったから

6．職員の方などに勧められたから

7．ちらし等を見て、回収ボックスの存在を知ったから

8．回収ボックスが近くにあったから

9．煩雑な手続きや準備をしなくてすむから

10．ちょうど不用品が発生したから

11．環境にやさしい取り組みだから

12．その他

N=20 

１．「毎日」使用していた, 
25.0%

２．「１週間に数回程度」使

用していた, 10.0%

３．「１か月に数回程度」使

用していた, 0.0%

４．「１年間に数回程度」使

用していた, 15.0%

５．「１年以上使用していな

かった」, 45.0%

無回答, 5.0%

N=20 
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(オ) 小型家電の回収ボックスの利用意向・理由 
「今後も、小型家電回収ボックスを利用したいと思いますか？（問５）」との設問

に対して、「利用してみたい」との回答が 65.0％（13 件）となっている。「利用しな

い」も 5.0％（1 件）あったものの、概ね次回の利用も期待される結果といえる。 
 

図 10 小型家電の回収ボックスの利用意向（東かがわ市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(カ) 小型家電回収・リサイクルに対する自由意見 
自由意見としては、本事業に対する肯定的な意見と、ボックスそのものに対する

意見が挙げられている。投入口のわかりにくさについては、案内表示の仕方や形状

の変更など工夫の余地はあるものと考えられる。 
 
◆自由意見（問６） 
・環境にも市民にとってもやさしい事業だと思います。 
・ボックスの投入口が少し分かりにくいと思う。 

 
 

N=20 

1．利用してみたい

65.0%

2．利用しない

5.0%

3．分からない

20.0%

無回答・無効回答

10.0%
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（参考）使用したアンケート調査票 

東かがわ市 使用済小型家電リサイクルに関するアンケート 
 
環境省では、平成 25 年 4 月からの「小型家電リサイクル法」施行を踏まえ、使用済小型家電の回収

に関する実証事業を実施しています。東かがわ市は、実証事業対象地域の 1 つとして実証事業に参加、

市民の皆様から不用となった小型家電の回収・リサイクルを行っています。 
実証事業の一環として、小型家電を持参いただいた皆様に、小型家電リサイクルの取組みに対する

ご意見をいただきたく、アンケートにご協力をいただけますと幸いです。 
 

問１ 小型家電の回収を実施していることを、どのようなきっかけでご存知になられましたか？ 
（当てはまるものすべてに○） 
１．ちらし  ２．広報紙  ３．インターネット  ４．友人知人から聞いた 

６．その他（                   ） 
 

問２ どの品目を小型家電回収ボックスに投入しましたか？（当てはまるものすべてに○） 
１．デジカメ  ２．ビデオカメラ  ３．携帯型ゲーム機    ４．据置型ゲーム機 
５．電話機   ６．ラジオ     ７．ポータブル DVD ビデオ ８．MD プレーヤー 
９．デジタルオーディオプレーヤー  10．CD プレーヤー     11．テープレコーダー 
12．IC レコーダー   13．電子辞書  14．電卓   15．カーナビ 16．VICS ユニット 
17．ETC 車載ユニット 18．携帯電話  19．PHS  20．上記の付属品 

 
問３ 小型家電回収ボックスを利用しようと思った理由を教えてください。 

（当てはまるものすべてに○） 

１．東かがわ市が積極的に実施している事業であったから 

２．ごみとして捨てるとお金がかかるから 

３．きちんとリサイクルされそうだったから 

４．個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できたから 

５．ちらし等で引き取ってもらえる製品（品目）だと分かったから 

６．職員の方などに勧められたから 

７．ちらし等を見て、回収ボックスの存在を知ったから 

８．回収ボックスが近くにあったから 

９．煩雑な手続きや準備をしなくてすむから 

10．ちょうど不用品が発生したから 

11．環境にやさしい取り組みだから    

12．その他（具体的に                          ） 
 

問４ 小型家電回収ボックスに投入した製品の直前までの使用頻度を教えてください。 
（当てはまるもの１つに○）※複数ある場合は、最も代表的なもの１つを想定してご回答ください。 

１．「毎日」使用していた         ２．「１週間に数回程度」使用していた 

３．「１か月に数回程度」使用していた   ４．「１年間に数回程度」使用していた 

５．「１年以上使用していなかった」 
 

問５ 東かがわ市として、小型家電の回収事業を進めていく予定です。今後も、小型家電回収ボックス

を利用したいと思いますか？（当てはまるもの１つに○） 

１．利用してみたい    ２．利用しない   ３．分からない 
 

問６ 使用済小型家電の回収・リサイクルについてご意見があれば自由にご記入ください。 
 

  ~以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございます~ 
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(3) 丸亀市の住民アンケート結果（イベント開催時） 

ア 実施概要 
平成 25 年 10 月 27 日（日）に開催されたイベントにおいて、来場した市民の方を対

象にアンケート調査を実施した。アンケート調査票は市職員が手渡しし、その場で回

答・回収を行った。 
回答数は 42 件であった。 
 

イ 結果概要 

(ア) 回答者の属性 

性別 

回答者の性別は、「女性」が 61.9％（26 件）、「男性」が 33.3％（14 件）となって

いる。 
図 11 回答者の性別（丸亀市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢構成 

回答者の年齢層は、「60 歳代」が 35.7％（15 件）と最も多く、次いで「50 歳代」

（23.8％、10 件）、「40 歳代」（21.4％、9 件）と続く。 
 

図 12 回答者の年齢構成（丸亀市） 
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無回答・無効回答
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2.4% 20歳代

2.4%
30歳代

14.3%

40歳代

21.4%
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23.8%
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35.7%

N=42 

N=42 



- 香川県 87 - 

(イ) 小型家電回収の認知状況 
「小型家電の回収を実施していることを、どのようなきっかけでご存知になられ

ましたか？（問１）」との設問に対し、「広報紙」との回答が最も多く 40.5％（17 件）、

次いで「来て知った（事前には知らなかった）」が 23.8％（10 件）、「ちらし」が 14.3％
（6 件）と続く。 

「その他」（11.9％、5 件）では、“テレビ”、“コミュニティセンターで見た”といっ

た回答が挙げられている。 
 

図 13 小型家電の認知状況（丸亀市） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 

 
◆「その他」の具体的な回答 
・コミュニティセンターで見た 
・テレビ 
・ふれあいにある 

 

(ウ) 小型家電回収時に利用したい品目について 
「回収ボックスを利用するとしたら、どのような品目を持ってきたいと思います

か？（問２）」との設問に対して、「デジカメ」「携帯電話」との回答が最も多く 40.5％
（17 件）、次いで、「電話機」が 33.3％（14 件）、「電卓」31.0％（13 件）、「ビデオカ

メラ」23.8％（10 件）、「ラジオ」21.4％（3 件）と続く。 
また、選択肢以外で利用したい品目としては、「パソコン・パソコン用品」（5 件）、

「プリンター」（3 件）、「ワープロ」「おもちゃ」「充電式小型そうじき」「扇風機」「テ

レビ」といった意見が挙げられている。 
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図 14 小型家電回収で利用したい品目（丸亀市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 
 
◆その他の品目で利用したいもの（問３） 
・パソコン・パソコン用品（５件） 
・プリンター（３件） 
・ワープロ、おもちゃ、充電式小型そうじき、扇風機、テレビ（各１件） 

 

(エ) 小型家電の回収ボックスの利用意向・理由 

回収ボックスの利用意向 

「小型家電リサイクルのための回収ボックスを今後利用したいと思いますか？

（問４）」との設問に対して、「利用してみたい」との回答が 95.2％（40 件）となっ

ており、「利用しない」との回答はなかった。 
 

図 15 小型家電の回収ボックスの利用意向（丸亀市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．利用してみたい
95.2%

2．利用しない

0.0%

3．分からない

2.4%
無回答・無効回答

2.4%

N=42 

N=42 

40.5%

23.8%

16.7%

11.9%

33.3%

21.4%

7.1%

2.4%

0.0%

19.0%

14.3%

2.4%

7.1%

31.0%

2.4%

2.4%

2.4%

40.5%

2.4%

9.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

1．デジカメ

2．ビデオカメラ

3．携帯型ゲーム機

4．据置型ゲーム機

5．電話機

6．ラジオ

7．ポータブルDVDビデオ

8．MDプレーヤー

9．デジタルオーディオプレーヤー

10．CDプレーヤー

11．テープレコーダー

12．ICレコーダー

13.電子辞書

14．電卓

15．カーナビ

16．VICSユニット

17．ETC車載ユニット

18．携帯電話

19．PHS

20．上記の付属品



- 香川県 89 - 

利用してみたいと回答する理由 

「小型家電の回収ボックスを利用してみたいと思った理由を教えてください（問

4-1）」との設問に対して、「きちんとリサイクルされそうだったから」との回答が

80.0％（32 件）と最も多く、次いで「環境にやさしい取り組みだから」（45.0%、18
件）、「市が積極的に実施している事業であったから」（40.0%、16 件）、「ごみとして

捨てるとお金がかかるから」（37.5%、15 件）と続く。 
 

 
図 16 小型家電の回収ボックスの利用したい理由（丸亀市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）「小型家電リサイクルのための回収ボックスを今後利用したいと思いますか？」との設問に対して、「利用

してみたい」との回答（N=40）を対象。 
（注２）本設問は複数回答可（該当するものすべてを選択）としており、上記回答の合計は 100％とならない。 

 

  

40.0%

37.5%

80.0%

15.0%

12.5%

17.5%

20.0%

22.5%

45.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1．市が積極的に実施している事業であったから

2．ごみとして捨てるとお金がかかるから

3．きちんとリサイクルされそうだったから

4．個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できるから

5．ちらし等で引き取ってもらえる製品(品目)だと分かったから

6．職員の方などに勧められたから

7．煩雑な手続きや準備をしなくてすむから

8．ちょうど不用品があるから

9．環境にやさしい取り組みだから

10．その他

N=40 
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(オ) 小型家電回収・リサイクルに対する自由意見 
自由意見としては、本事業に対する肯定的な意見が挙げられている。 
広報の方法については、広報紙だけではなく、お祭り・イベント等でのアピールに

対して肯定的な意見が挙げられており、また、市民の方に直接説明する機会が効果的

との意見が挙げられている。 
「個人情報の保護」について、気にしている意見も挙げられており、どのような個

人情報保護の対策を講じているか市民への周知が求められている。 
 

◆自由意見（問５） 
・どんどんすすめていただきたい。 
・お金が多少かかっても使える金属など使いたい 
・処分の仕方が解らないのが多いので助かります。 
・個人情報の保護を十分担保してほしい。 
・個人情報がどのような形で守られているのか、しっかりわかりやすく市民に周知す

ること。 
・広報紙等など見ない人もいるので身近な啓発を考える。地域の祭りでアピールはい

いアイデアと思う。直接言葉で説明してくれたら頭に入ってきますね。 
・環境の教室をひらいてほしい。（交通安全教室みたいに） 
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（参考）使用したアンケート調査票 
 

丸亀市 使用済小型家電リサイクルに関するアンケート 
 
環境省では、平成 25 年 4 月からの「小型家電リサイクル法」施行を踏まえ、使用済小型家電の回収

に関する実証事業を実施しています。丸亀市は、実証事業対象地域の 1 つとして実証事業に参加、市

民の皆様から不用となった小型家電の回収・リサイクルを行っています。 
実証事業の一環として、小型家電を持参いただいた皆様に、小型家電リサイクルの取組みに対する

ご意見をいただきたく、アンケートにご協力をいただけますと幸いです。 
 

問１ 小型家電の回収を実施していることを、どのようなきっかけでご存知になられましたか？ 
（当てはまるものすべてに○） 
１．来て知った（事前には知らなかった） ２．ちらし ３．広報紙 ４．インターネット 

５．友人知人から聞いた  ６．その他（                 ） 
 

問２ 回収ボックスを利用するとしたら、どのような品目を持ってきたいと思いますか？ 
（当てはまるものすべてに○） 
１．デジカメ  ２．ビデオカメラ  ３．携帯型ゲーム機    ４．据置型ゲーム機 
５．電話機   ６．ラジオ     ７．ポータブル DVD ビデオ ８．MD プレーヤー 
９．デジタルオーディオプレーヤー  10．CD プレーヤー     11．テープレコーダー 
12．IC レコーダー  13．電子辞書  14．電卓   15．カーナビ 16．VICS ユニット 
17．ETC 車載ユニット 18．携帯電話  19．PHS  20．上記の付属品 

 
問３ 問２で示した小型家電以外に、小型家電回収で持ってきたいものはありますか？（自由回答）  

 
  

問４ 小型家電リサイクルのための回収ボックスを今後利用したいと思いますか？ 
（当てはまるもの１つに○） 
１．利用してみたい    ２．利用しない   ３．分からない 

 
問 4-1 問３で「１．利用してみたい」と回答された方にお伺い致します。小型家電の回収ボックスを

利用してみたいと思った理由を教えてください。（当てはまるものすべてに○） 

１．市が積極的に実施している事業であったから 

２．ごみとして捨てるとお金がかかるから 

３．きちんとリサイクルされそうだったから 

４．個人情報の保護など情報管理がしっかりしており、安心できるから 

５．ちらし等で引き取ってもらえる製品（品目）だと分かったから 

６．職員の方などに勧められたから 

７．煩雑な手続きや準備をしなくてすむから 

８．ちょうど不用品があるから 

９．環境にやさしい取り組みだから 

10．その他 （具体的に                         ） 
 

問５ 使用済小型家電の回収・リサイクルについてご意見があれば自由にご記入ください。 
 
 

 
問６ 差し支えなければ、下記にもご回答ください。 

性  別 女性     男性 
年  齢 ２０歳未満  ２０歳代  ３０歳代  ４０歳代  ５０歳代  ６０歳以上 

 
 

~以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございます~ 
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第4 実証事業結果の考察 

前述の実証事業結果を踏まえ、異物混入対策、個人情報保護への対策、効率的な回収

方法についての考察を行った。 
 
○異物混入の状況と対策 

（異物混入の状況） 

・回収ボックスでの回収を中心に、異物混入状況について整理する（ここでは、「回収

対象ではない使用済み小型電子機器」、「小型電子機機器以外のもの」のいずれも）。

前述「品目別の回収状況」（45～72 ページ）にて報告したうち、「17 その他」（丸亀市、

宇多津町は「30 その他」）に整理されたものが異物となり、各市町でその割合は異な

るが、全く確認されない市町（0％）から、２割程度確認されている市町まで様々で

ある（いずれも重量割合）。 
・また、各市町の回収ボックスから一次保管場所までの回収担当者へのアンケート調査

（任意調査、７市町、12 件の回答を得た）からは、「異物の混入割合は２~３割程度で

あった」との回答が最も多く（８件）、品目別の組成調査の結果と、実際に回収ボッ

クスから回収を担当されていた方の感覚・意見と齟齬はない。 
・具体的な異物の内容について、品目別の回収状況の計測時の確認では、「使用済み小

型家電以外のもの」の異物混入は限定的であったが、本実証事業での回収対象でない

使用済み小型家電が一定量含まれていた。例えば、小型家電以外では、カセットテー

プ、ゲームソフト、プラスチック類・紙類のごみ、小型家電を入れた容器包装類など

が、回収対象でない小型家電としては、掃除機（ハンドクリーナー）、懐中電灯、ひ

げそり、パソコンなどが異物として確認されている。（上記は、ピックアップ回収の

直島町、幅広く制度対象品目を中心に回収する丸亀市、宇多津町以外の事例。） 
・また、携帯電話のリチウムイオン電池（充電式）、時計などの一次電池などが内蔵さ

れた状態で排出されることも多く確認された。品目別の回収状況に関する調査時の確

認では、携帯電話・PHS 等では、おおよそ約半数（５割程度）の電池が内蔵された状

態で排出されていた。電池類は回収時または中間処理施設での破砕時に火災・事故等

に繋がる可能性もあり、住民の方に取り外して排出していただくことを徹底していく

必要がある。 
 
（異物混入への対策） 

・本実証事業において確認された異物としては、「回収対象ではない使用済み小型電子

機器」が多く、ちらしや回収ボックスでの案内等で丁寧に説明はしていても、住民に

とってはどの品目が回収対象なのか判断が難しい、または、“回収ボックスの投入口

に入れば回収してもらえるのであろう”、“せっかく持ってきたから入れてしまおう”

という心理が働いていることも推測される。（回収担当者アンケートからも同様の意

見が確認される） 
・住民向けアンケート調査から「回収対象品目を拡大して欲しい」との意見も挙げられ

ており、異物混入を防ぐための啓発・対策を講じることと並行して、住民の小型家電
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排出ニーズを踏まえた回収対象品目の見直し・検討も求められる。 
 
○個人情報保護への対策 

・本実証事業では「個人情報を消去の上、排出いただくこと」をちらし、回収ボックス・

ちらしなどで明記・注意喚起した上で回収を行っている。 
・住民向けアンケートにおいて、回収ボックスを利用した理由として「個人情報の保護

など情報管理がしっかりしており、安心できたから」との回答は 10～15％であった。

（ただし、個人情報を含む小型電子機器（例えば、携帯電話）等を排出した人のみが

回答対象となるので他の回答との比較はできない） 
・自由回答においては、「個人情報の保護を十分担保してほしい」「どのように保護さ

れているのか市民に周知が必要」との意見が出されている。 
・携帯電話においては、回収ボックスに携帯電話破壊工具を設置し、必要に応じて利

用してもらうよう促している。回収担当者へのアンケート調査では、携帯電話の破

壊は「ほとんど行われていなかった」が４市町、「１～３割程度」が１市、「５～７

割」が１市、「ほとんど行われていた」が１町となっている。また、品目別の回収状

況の計測時の確認では全体の３～４割程度が破壊されていた。 
・個人情報の削除は、住民の自らの責任で行うことが原則である。住民が排出した時

点から、市町での一次保管、中間処理事業者での保管・リサイクルの過程において

は、回収された小型家電の管理徹底が行われているが、アンケート等でも一部個人

情報に関する意見が確認されていることもあり、仮に住民が携帯電話を排出する時

点で個人情報の消去を行わなかった場合には、懸念・リスクが生じるため、引き続

き住民に対しての周知徹底していくことが望ましい。 
 
○人口１人あたりの年間回収重量、効率的な回収方法について 

・人口１人あたりの回収量（kg/人・年）について、小型家電リサイクル法の基本方針に

おいて、「市町村または認定事業者等により回収され再資源化を実施する量の目標【平

成 27 年度までに 14 万ｔ/年、１人当たり１㎏/年 （回収率約 20％）】」とされている。 
 
（ボックス回収について） 

・回収重量からみると、いずれの市町も１人あたり 0.1 kg/人・年（推計）未満であり、

小型家電リサイクル法の基本方針に定められる目標と比するとその差は大きい。 
・本実証事業では、回収対象品目を限定していること、回収ボックスの投入口に入るこ

となどの条件があり、また一般廃棄物の排出区分・有料化等の状況にも違いがあるた

め、単純な比較はできないが、他地域の実証事業と比較して、回収量が多い地域とは

言い難い（例えば、山口県防府市では 0.16 kg/人・年の回収）。 
・回収担当者へのアンケート調査では、多くの市町で「回収量が多いボックス」と「少

ないボックス」が存在している。回収ボックスから市町の一次保管場所までの収集に

おいて、定期的な回収（例えば、１週間に１回）等を実施している場合には、効率化

を図る余地があると考えられる。 
・住民向けアンケートにおいて、「また利用したい」との意見が大部分をしめており、
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利用しないとの意見は一部である。住民にとって利用しやすい回収方法であることが

伺え、住民に対して利用促進を図るための啓発を継続し、定着させていくことも必要

と思われる。 
 
（ピックアップ回収について） 

・直島町で実施したピックアップ回収は、ボックス回収に比べて１人あたりの年間回収

量は多くなっている。 
・他地域の実証事業においても、ピックアップ回収は、ボックス回収に比べてより多く

の小型電子機器を回収できる回収方法であることが確認されており、本実証事業にお

いてもその傾向が改めて確認された。 
・ピックアップ回収の効率については、住民への広報・周知などより、ピックアップを

担当する委託先事業者または町の職員の方の作業性などが重要になると想定され、中

間処理事業者との連携・情報交換を通じて、どのような品目がリサイクル可能である

かなどを丁寧に共有、ピックアップ回収対象品目の見直しや作業性の向上などを進め

ることが期待される。 
 

（以上） 


